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序   文 

 

独立行政法人国際協力機構は、ミャンマー連邦共和国マグウェイ総合病院及びダウェイ総合病

院整備計画にかかる協力準備調査を実施することを決定し、同調査を株式会社山下設計・ビンコ

ーインターナショナル株式会社共同企業体に委託しました。 

調査団は、2016年 1月から 2017年 7月までミャンマー国の政府関係者と協議を行うとともに、

計画対象地域における現地踏査を実施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運び

となりました。 

 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つこと

を願うものです。 

 

終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

2017 年 10 月 

独立行政法人国際協力機構 

人間開発部 

部長 熊谷 晃子 
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要   約 

1. 国の概要 

ミャンマー連邦共和国(以下「ミャンマー国」という)はインドシナ半島の西側に位置し、北東に中

国、東にラオス、南東にタイ、西にバングラデシュ、北西にインドと国境を接する。国土面積は 68

万 km2(日本の約 1.8 倍)、人口は約 5,148 万人（2014 年国勢調査）である。 

ミャンマー国は、7 つの地域と 7 つの州から構成されている。プロジェクトサイトが立地するタニ

ンダーリ地域は最南端に位置する。 

ミャンマー国は国土の大半が熱帯または亜熱帯に属するが、国土が南北に細く起伏に富んでいるた

め場所によって気候の差が大きいのが特徴である。一般的に、乾季は 10 月下旬～5 月、そのうち 4

月～5 月は酷暑期、雨季は 6 月～10 月中旬となる。 

2011 年 3 月に前テイン・セイン政権が発足し、民政移管が実現して以来、急速に経済開放が進展

し、2012 年 4 月には多重為替レートが廃止され、管理変動相場制が導入されることにより、為替相

場管理が一本化された。2016 年 3 月にはアウン・サン・スー・チー氏の率いる国民民主連盟(NLD)

政権が発足し、ミャンマー国の更なる民主化、経済成長が期待されている。2015 年の名目 GDP は

669 億米ドル、1 人当たり GDP は 1,292 米ドルで、サービス業及び製造業にけん引され経済成長は

加速し、2016 年 4 月時点で年率 9.6%の増加率となっている。豊富な天然資源、比較的安価な労働力

及び中国、インド、東南アジア諸国連合(ASEAN)の結節点としての要衝の地という地政学的特徴を

背景に、中長期的には安定した年率 7%の成長が見込まれている。また、2015 年 12 月末には ASEAN

経済共同体が設立され、ミャンマー国はこれに加盟したことにより、今後同国を含む ASEAN 諸国

の包括的経済連携の取り組みが促進されることが予想される。 

2. プロジェクトの背景、経緯及び概要 

ミャンマー国の保健医療セクターにおいては、近年改善が見られるものの、依然母子保健（2014

年、5 歳未満死亡率：出生千対 72、妊産婦死亡率：出生 10 万対 282）の状況は悪く、引き続きの対

策が必要であることに加えて、近年は急激な経済成長に伴い疾病構造が変化し、生活習慣に起因した

非感染性疾患も増加している（Health in Myanmar 2014）。ミャンマー国保健スポーツ省（以下

「MoHS」という）は、「国家保健政策」（Myanmar Health Vision 2030）及び「国家保健計画 2017-2021」

のもと、医療の質の向上について施設の整備、十分な保健医療人材・物資（機材・医薬品等）の配置

及び研修による人材育成等によって、病院におけるサービスの質の向上を目指している。 

ミャンマー国の保健医療体制のうち、病院については「国立病院」、「州(State)/地域(Region)総合

病院」及び「県(District)病院」、「郡区(Township)病院」、「ステーション病院」から構成されており、

このなかで州／地域総合病院は、県病院以下の病院からの患者の受け入れ、それらの医師及び看護師

等の保健医療人材の育成等、地方医療における中核的役割を担っているが、施設・機材の老朽化等に

起因する機能不全により、求められる医療サービスが適切に提供できない州／地域総合病院が少なく

ない。州／地域総合病院で対応できない患者は、州／地域外の三次病院へ搬送されているが、交通イ

ンフラの整備が進んでおらず、輸送手段も限られているため、患者が負う身体的及び経済的負担は大

きい。このため、州／地域総合病院レベルにおける医療体制強化は緊急の課題とされている。 

これに対して、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という)は 2015 年に「州・地域拠点病院

整備情報収集・確認調査」を実施した。調査の結果、施設・機材の老朽化により、適切な保健医療サ
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ービスの提供が困難で、特に支援の必要性が高く、かつ計画の実施可能な州／総合病院として、マグ

ウェイ地域の総合病院であるマグウェイ総合病院とタニンダーリ地域の総合病院であるダウェイ総

合病院（以下「DGH」という）の 2 施設があげられた。 

ミャンマー国の最南端に位置するタニンダーリ地域の中核病院である DGH は、東南アジア最大級

の工業団地の開発が見込まれるダウェイ経済特区から 20km 圏内に位置し、大幅な人口増加が予想

され、医療サービスの質的・量的改善が求められている。しかしながら、DGH は、施設・機材の破

損や老朽化により、検査、診断、手術の提供機能が弱く、増加する患者に十分対応できておらず、必

要な手術を受けることができない患者も見られる。DGH の平均外来患者数は 2013 年の 85.0 名／日

に比べ 2016 年は 233 名／日と約 2.74 倍、平均入院患者数も 194 名／日から 292 名／日と同期間に

約 1.51 倍に増加している。また、手術件数についても増加の一途を辿っており、2013 年の 2,723 件

に比べ 2016 年度は 4,354 件と約 1.6 倍となっている。また、患者やスタッフの移動動線が整備され

ておらず、救急患者の院内での移動に時間を要するなど適切なサービスの提供が困難な状況になって

いる。 

ダウェイ総合病院整備計画（以下「本プロジェクト」という）は、地域における中核病院である

DGH の施設・機材の整備を通じて、同地域における保健医療サービスの向上のために資する事業で

あり、上述の政策及び計画を実現する方策として位置付けられている。 

3. 調査結果の概要とプロジェクトの内容 

(1) 協力対象部門の選定 

本プロジェクトの準備調査に係る調査団を JICA は 2016 年 1 月から 2017 年 7 月に亘って派遣し

た。協議の結果、既存の病院敷地内に救急患者の適切な処置を行うための手術部門の整備と外来・入

院患者の両方が利用する生理機能検査・画像診断・臨床検査機能を集約化した新棟を建設し、保健医

療サービスに必要な医療機材供与を行うことをミャンマー国政府と合意した。なお、DGH の救急棟

については、タイ国のタイ国際開発協力機構（以下「TICA」という）の支援によって整備され、本

プロジェクトと連携することが MoHS、TICA、JICA の三者で合意された。 

主な協力対象部門は次のように選定した。 

 1) 外来部門 

既存の診療科のうち、外来診療と入院機能のある診療科が、内科、小児科、産婦人科、外科、整形

外科、眼科、耳鼻咽喉科、精神科であり、外来診療のみの診療科が歯科、皮膚科となっている。 

現在、外来部門と救急部門は救急外来としてひとつの部門であるため、救急患者が一般外来患者と

同じ場所に搬送され非常に混雑しており、優先治療を受ける必要のある救急患者の処置が遅れている。 

また救急外来に設けられている専門外来診察室は内科、小児科、産婦人科に限定され、その他の診

療科は別棟に位置しているため、患者は診察や処置を受けるために長距離を移動しなければならない。 

TICA の支援により整備される予定の救急棟には初診患者の振り分けを行う機能が備わるため、こ

れに隣接して専門外来を集約的に整備することが患者と職員の移動負担を軽減させる上でも妥当で

あると判断した。 

 2) 画像診断部門 

現在、一般 X 線撮影装置及び超音波診断装置が小児科・内科・整形外科病棟に、CT スキャナーが

CT 棟に設置されている。一般 X 線撮影装置、CT スキャナー共に現在の救急外来から遠く離れた建物



 

iii 

内にあり、救急患者にとって移動負担が大きい上、迅速な画像診断ができない状況である。また一般

X線撮影装置は老朽化が進んでおり、施設も適切に放射線防護が行われていない状況である。 

このような状況を改善するため、TICA 支援による救急部門と迅速な連携ができる位置に画像診断

装置を集約配置した画像診断部門を計画することは妥当であると判断した。 

 3) 手術部門 

既存は外科病棟にメジャー手術室 2室、マイナー手術室 1室、感染手術室 1室の計 4室あり、外科、

整形外科、産婦人科、耳鼻咽喉科が手術を行っている。これに外科病棟隣りの眼科手術室 2室を加え

た合計 6室を運用している。これらの手術室は現在の救急外来から離れた建物の 2階にあるが、昇降

機はなく、スロープも離れた位置にあるため、患者の移動負担及び職員の搬送負担は大きく、緊急手

術が必要な場合でも迅速な対応が難しい。 

さらに手術室内の空調は壁掛けエアコンが付いているのみであり、空調による術野周辺の清浄度は

確保されていない。近年増加傾向にある循環器疾患や脳血管疾患の手術等、清潔な環境が求められる

手術に適した仕様ではない。 

このことから、TICA により整備される救急部門から迅速に搬送可能な位置に手術部門を計画し、

現在より清浄度の高い手術室を計画することは妥当であると判断した。 

 4) その他の関連部門 

患者の急変に迅速に対応できるよう 6 室の手術室と同数の 6 床の ICU を計画し、そのうち 1 床を

感染症対応とする。また手術部門及び将来的に病院全部門の滅菌に対応可能な中央材料部門、外来部

門との連携が多い生化学検査、救急部門や手術部門と連携が多い輸血部や病理検査を含む検査部門、

近年増加傾向にある胃腸炎、胃潰瘍診断、大腸癌及び肺がん検査に有効な内視鏡部門を整備する。 

(2) 機材計画 

医療機材の選定に際し、協力対象部門の機材が、200 床病院標準機材リスト(Standard Equipment 

List for 200 bedded Hospital)及び治療サービスについての病院機能向上プロジェクト

2009(Hospital Upgrading Project, Curative Service 2009)を網羅することがミャンマー国側から要

望された。本プロジェクト対象施設（手術部門や検査部門等の中央診療機能）で使用される機材のう

ち、CT や天吊式無影灯など据え付けが必要となる機材を本プロジェクトで整備し、施設運営上不可

欠な日本側が整備しない機材については、ミャンマー国側が新規調達あるいは既存施設から移設する

方針とし、DGH の各臨床科との協議を行い、最終要請リストをまとめ、ミャンマー国側と合意した。 

 

本プロジェクトの日本国側協力対象の概要は表 I のとおり。  
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表 Ⅰ：日本国側協力対象の概要 

計画内容 
■施設建設（総⾯積 6560 ㎡） 
本棟︓2 階建て RC 造 6,090 ㎡ 
付属棟︓RC 造 310 ㎡（スロープ棟、⾃家発電機棟、浄化槽機械室） 
    ⽊造 160 ㎡（歩廊） 
 
部⾨構成 
 外来部⾨︓ 

診察室、処置室、外来事務室、薬品庫、カルテ庫 等 
 画像診断部⾨︓ 

MRI 室、CT 室、⼀般撮影室、XTV 室、マンモグラフィー室、操作室、読影室、フィルム保管庫 等 
検査部⾨︓ 

⽣化学・⾎液学検査・輸⾎部室、細菌検査室、病理検査室、採⾎室 等 
 内視鏡部⾨︓ 

上部内視鏡室、下部内視鏡室、診察室、回復室、洗浄室 等 
 ⼿術部⾨︓ 

⼿術室、⼿術ホール、回復室、⿇酔医室、医師事務室、会議室、家族待合、臨床⼯学技師室 等 
ICU︓ 

ICU6 床（うち 1 床感染個室）等 
中央材料部⾨︓ 

洗浄室、組⽴室、滅菌保管室、事務室 等 
 
■機材調達 
無影灯、⻭科ユニット、⽿⿐科ユニット、Ｘ線透視撮影装置、⼀般Ｘ線撮影装置、MRI、CT スキャナー、⼿術⽤⼿洗い装置、
⾼圧蒸気滅菌器、シャウカステン、保温庫 

 

4. プロジェクトの工期及び概略事業費 

本プロジェクトの実施に必要な工期は、施設の規模、現地の建設事情等から判断して、約 51 ヵ月

(詳細設計及び入札業務 15.5 ヵ月、施設建設工事 20 ヵ月、機材調達・据付 9 ヵ月、ソフトコンポー

ネント 13.7 ヵ月)を予定している。概略事業費については、日本国側負担経費は 27.54 億円、ミャン

マー国側経費負担は 3.67 億円である。 

5. プロジェクトの評価 

(1) 妥当性 

本プロジェクトは、以下の観点から我が国の無償資金を活用した協力対象事業として妥当であると

判断される。 

 1) プロジェクトの裨益対象 

タニンダーリ地域には 2 次病院がダウェイ県とミエイク県の 2 箇所にあり、DGH の医療サービス

圏は同地域北部である。したがって、本プロジェクトの裨益対象は、DGH が対象とするダウェイ県

全郡区およびミエイク県パウラ郡区で、裨益対象人数は計 58.7 万人となる。 

 2) 人間の安全保障への貢献 

本プロジェクトにより、地方医療の中核病院としての DGH の医療サービスが向上することにより、

貧困層や高齢者層等の社会的弱者によるサービス利用の増加が期待される。人間の安全保障の観点か

ら、Basic Human Needs の充足、また民生の安定に資するプロジェクトである。 
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 3) 長期保健計画の目標達成への貢献 

本プロジェクトは、MoHS の長期保健計画「ミャンマー保健ビジョン 2030」が目指す、「国民の

健康状態の向上」、「全ての国民への保健医療サービスの提供」、「保健医療人材育成」等の目標達成に

資するプロジェクトである。 

 4) 日本の援助政策・方針との整合性 

本プロジェクトは我が国の対ミャンマー連邦共和国経済協力方針（2012 年 4 月作成）の重点分野

の一つである、「国民の生活向上のための支援(医療・保健、防災、農業等を中心とした少数民族や貧

困層支援、農業開発、地域開発)」に合致する。また、日ミャンマー協力プログラム（2016 年 11 月）

の 9 本目の柱として「国民生活に直結する保健医療分野の改善」の中で地方の医療サービス改善が

挙げられており、本プロジェクトはこの方針に合致する。 

(2) 有効性 

本プロジェクト実施により期待される効果は次のとおり。 

 1) 定量的効果 

準備調査時点での実施件数等の統計データがあり、本プロジェクトによる施設及び機材整備の効果

が確認しやすい指標を表Ⅱのとおり定量的効果指標に設定する。 

表 Ⅱ：定量的効果指標と目標値 

指標 基準値（2016 年度） 
⽬標値（2024 年度） 
【事業完成 3 年後】

1. 年間 CT 撮影件数（件／年） 993 1,590
2. 年間 MRI 撮影件数（件／年） 基準値なし 427
3. 年間⼿術件数（件／年） 4,354 5,878

 

 2) 定性的効果 

本プロジェクトによる期待される定性的効果は表Ⅲのとおり。定性的効果発現の確認方法としては、

プロジェクト終了後に本プロジェクト対象施設で働く医療従事者及び患者とその家族へのアンケー

ト調査等を想定する。回答者がプロジェクト実施前から実施後に亘って継続的に DGH に在籍してい

る場合は、プロジェクト実施前後の比較により回答を求める。プロジェクト実施後に赴任した回答者

の場合は、これまで在籍した同規模の病院との比較により回答を求める。 

表 Ⅲ 定性的効果 

1．CT 室と⼿術室部⾨への迅速な搬送を含む、患者と医療従事者の動線の改善により、救急患者が効果的な処置を受
けられる。 

2．⼿術部⾨が整備されることにより、これまでより安全な環境での⼿術が可能となる。
3．施設建設及び医療機材の整備により、ダウェイ総合病院の診断能⼒が強化される。
4．施設建設及び医療機材の整備により、ダウェイ総合病院の臨床教育環境が改善される。
５. タニンダーリ地域の保健指標（妊産婦死亡率、5 歳未満児死亡率、乳幼児死亡率等）が改善傾向になる。 
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第1章 プロジェクトの背景・経緯 

1-1 当該セクターの現状と課題 

1-1-1 現状と課題 

(1) 保健概況 

 1) ミャンマー連邦共和国の保健指標 

ミャンマー連邦共和国(以下「ミャンマー国」という)は、2011 年 3 月に前テイン・セイン政権が

発足し、民政移管が実現して以来、民主化を推進するとともに、経済成長が進んでいる。2016 年 3

月にはアウン・サン・スー・チー氏の率いる国民民主連盟(NLD)政権が発足し、ミャンマー国の更な

る民主化、経済成長が期待されている。ミャンマー国の GDP(Gross Domestic Product: 国内総生産)

は、2006 年までほぼ横ばいだったが、2007 年以降毎年急激に伸びており、2016 年の名目 GDP は、

2006 年の 4 倍の約 669 億米ドル1にまで達している。しかしながら、ミャンマー国は UNDP の人間

開発指標によるランク付けでは、2014 年には、188 国中 146 位だったのが、2015 年の同ランク付け

では 145 位と一位上げてきており「中位人間開発(Medium Human Development)」国の最下位から

3 番目に分類されている(Human Development Report 2016)。 

ミャンマー国とその周辺国ならびに日本の主要保健指標を表 1-1 に示す。ミャンマー国の新生児、

乳児、5 歳未満児さらに妊産婦の死亡率は 1990 年以降改善が見られるものの、妊産婦死亡率が近隣

諸国の中で最も高い、それ以外の保健指標についてもラオスに次いで 2 番目に高い。 

タニンダーリ地域の保健指標については、乳児死亡率(IMR)と 5 歳未満児死亡率(U5MR)が全国平

均よりやや高い一方で、妊産婦死亡率が全国で最も低くなっている。 

表 1-1 ミャンマー国、周辺国と日本の主要な保健指標 
 出⽣時 

平均余命 
新⽣児死亡率
(NMR) 
/出⽣ 1,000

乳児死亡率
(IMR) 
/出⽣ 1,000

5 歳未満児 
死亡率(U5MR) 
/出⽣ 1,000 

妊産婦 
死亡率(MMR) 
/出⽣ 10 万

2009 2015 2009 2015 1990 2015 1990 2015 2008 2015
ミャンマー 62 66 33 26 78 62＊ 110 70＊ 240 282＊
タニンダーリ地域** na 64.7 na na na 71 na 84 na 157
カンボジア 62 69 30 15 86 25 117 29 290 170
ラオス 65 67 22 30 111 51 162 67 590 220
タイ 69 75 8 7 30 11 37 12  48 26
ベトナム 75 76 12 11 37 17 51 22  56 48
シンガポール 81 83 1 1  6 2  8  3   9 6
マレーシア 75 75 3 4 14 6 17  7  31 29
⽇本 83 84 1 1  5 2  6  3   6 6
出典︓世界⼦ども⽩書 2011, 2015 UNICEF 
* (ミャンマーのIMR, U5MR, MMR)2014 Myanmar Population and Housing Census(The union report), Dept. of population 
**(タニンダーリ地域の数値は全て) 2014 Myanmar Population and Housing Census (Tanintharyi report), Dept. of 
population 
 

                                                  
1 IMF 統計 
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(2) 疾病構造 

 1) ミャンマー国の主要疾病 

主要疾病に関しては、2007 年、2015 年ともに感染症による下痢症や胃腸炎、妊娠出産に関する疾

患が上位を占めている。2007 年にはマラリアは、主要疾病原因の 4位であったが、「国家マラリア計

画（2006-2010）及び（2011-2016）」により、予防活動の拡大と地域間格差の是正の結果、2015 年

には 15 位以下となっている。2015 年はミャンマー国南部でデング出血熱が大流行した結果、6 位と

なっている。非感染症については、2015 年において頭部外傷 5 位、アルコールによる精神および行

動障害 12 位、本態性高血圧症 14 位、場所不特定の外傷 15 位となっており、2007 年に比べ若干で

はあるが顕在化の傾向が見て取れる。 

表 1-2 主要疾病原因と割合(2007 年及び 2015 年) 

出典︓Myanmar Health Statistics 2009、2015 年は保健スポーツ省からの質問票回答 

 2) ミャンマー国の主要死亡原因 

2015 年の Institute for Health Metrics and Evaluation のカントリープロファイルによると、同

年のミャンマー国の 10 大死亡原因は、表 1-3 に示したように、循環器疾患、虚血性心疾患の非感染

症疾患が上位を占め、結核、下気道感染症などの感染症が続いている。2005 年と 2015 年の疾病構

造を比較すると、ミャンマー国は現在、感染症疾患を中心とした疾病構造から非感染症疾患が中心の

構造に移行段階であり、保健医療サービス供給側の幅広い対応が求められていることが分かる。 

表 1-3 10 大死亡原因の変化(2005 年-2015 年) 

順位 2005 年 2015 年
1 循環器疾患 循環器疾患
2 下気道感染症 虚⾎性⼼疾患
3 結核 結核
4 虚⾎性⼼疾患 慢性閉塞性肺疾患
5 慢性閉塞性肺疾患 下気道感染症
6 下痢症 糖尿病
7 HIV/エイズ 肺癌
8 喘息 喘息

順位 主要疾病原因(2007 年) 割合(%) 主要疾病原因(2015 年) 割合(%)
1 特定、不特定な体の部位への外傷 8.8 単体⾃然分娩 7.0
2 単体⾃然分娩 6.3 感染症と推定される下痢症及び胃腸炎 6.0
3 感染症と推定される下痢症及び胃腸炎 6.2 ウイルス疾患 5.3
4 マラリア 5.5 帝王切開による出産 4.8
5 妊娠と分娩の合併症 5.2 不特定な頭部損傷 3.8
6 症状、徴候、異常な臨床的、⽣化学的検査結果 3.5 デング出⾎熱 3.4
7 気道システムの疾患 3.1 胃炎及び⼗⼆指腸炎 3.0
8 ⼈⼯妊娠中絶を伴う妊娠 3.1 不特定な⼈⼯妊娠中絶 1.7
9 節⾜動物媒介性のウイルス熱とウイルス性出⾎熱 3.1 ⽩内障 1.5

10 他のウイルス性疾患 2.9 上気道感染症 1.5
11 医療⽬的でない物質による中毒症 2.1 新⽣児⻩疸 1.5
12 胃炎及び⼗⼆指腸炎 2.0 アルコールによる精神および⾏動障害 1.4
13 肺炎 2.0 肺炎 1.3
14 肺結核 1.9 本態性⾼⾎圧症 1.5
15 ⽩内障及びレンズの障害 1.6 場所不特定の外傷 1.0

 その他の原因 42.7 その他の原因 55.7
 合計 100.0 合計 100.0
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9 マラリア アルツハイマー病
10 糖尿病 慢性腎臓病

出典︓Institute for Health Metrics and Evaluation, Country Profile-Myanmar, 2015 

 

 3) ダウェイ地域の疾病傾向 

ダウェイ総合病院（以下「DGH」という）の罹患と死亡の主要原因を表 1-4 に示す。罹患に関し

ては、2013 年と 2014 年は、外傷以外は感染症が上位を占めているが、2015 年には、高血圧、脳血

管疾患が 4 位と 5 位に入ってきている。2016 年には、胃腸系の疾病数がかなり多いのは、ノロウイ

ルス等の接触感染による感染性胃腸炎等が対象地域で流行したものと考えられる。死亡の主要原因

でも 2013 年には見られたマラリア、肺炎などの感染症などの死亡は 2015 年以降、五大原因とはな

っておらず、心疾患、循環器疾患などが上位を占めるようになってきている。全体として、外傷は罹

患と死亡で最も重要な原因疾患である。 

表 1-4：DGH の罹患と主要疾病 

年 主要罹患原因・処置 主要死亡原因 

2013 

外傷 906 外傷 18 
下痢症 538 HIV と結核 7 
デング出⾎熱 468 肺炎 2 
肺炎 352 脳⾎管疾患を伴う⾼⾎圧 2 
マラリア 219 マラリア 1 

2014 

外傷 652 外傷 25 
デング出⾎熱 339 結核 2 
急性呼吸器感染症 238 デング出⾎熱 1 
マラリア 122 脳⾎管疾患 1 
結核 91 - - 

2015 

デング出⾎熱 1,138 外傷 17 
外傷 506 仮死産を伴う低体重 13 
急性呼吸器感染症 299 脳⾎管疾患を伴う⾼⾎圧 2 
⾼⾎圧 194 合併症を伴う脳⾎管疾患 2 
脳⾎管疾患 139 ⼼疾患 2 

2016 

外傷 1,812 外傷 75 
消化器疾患 1,639 ⼼疾患 17 
胃腸炎 1,221 合併症を伴う HIV 11 
呼吸器感染症 1,211 脳⾎管疾患を伴う⾼⾎圧 8 
⼈⼯妊娠中絶 685 肺結核疾患 2 

出典︓DGH 提供資料 
 

(3) 保健医療サービス供給体制 

 1) ミャンマー国の保健医療サービス体制 

ミャンマー国の公的保健医療サービス供給体制は、内科、外科、産婦人科等の基礎的医療サービス

を提供する一次医療施設、9 から 17 の診療科を有し地域医療を担う二次医療施設及びより専門性の

高い 20 の診療科を提供する三次医療施設の三層から構成されている。 

具体的には、ヤンゴン総合病院、マンダレー総合病院、ネピドー総合病院等の三次医療施設を頂点

として、二次医療施設の地域／州総合病院、県病院、一次医療施設のステーション病院、郡区病院等

から構成されている。また、一次保健施設としての基礎保健サービスを提供する施設である母子保健
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センター(MCH)、農村部保健センター(RHC)等では、妊産婦健診、分娩介助、予防接種、基礎医薬品

の配布等が行われている。 

 2) タニンダーリ地域の保健医療施設 

タニンダーリ地域の保健医療サービスと施設の分布を表 1－5 に示す。 

表 1-5 タニンダーリ地域における保健スポーツ省の保健医療サービスと施設の分類 

種類 保健医療施設 タニンダーリ地域 ダウェイ県2

⼀次基礎保健サービス 
農村部保健センター, 農村部保健サブセンター、都市部保
健センター、⺟⼦保健センター、学校保健センター

287 123

⼀次医療サービス 16 床ステーション病院(STH)、25/50 床郡区病院(TSH) STH：25 
TSH：7 

STH：8
TSH：3

⼆次医療サービス 100 床、150 床県病院、200 床、500 床州/地域総合病院 総合病院 2 総合病院 1
三次医療サービス 500 床、1000 床総合病院、専⾨病院 0 0

出典：Health system review 2014, Asian Pacific Observatory on Health System and Policies/WHO、Regional Health 
Profile Thanintharyi Region 2014/保健スポーツ省 
 

DGH はダウェイ県内の唯一の総合病院であり、医療サービス圏であるダウェイ県全郡区域およびミ

エイク県パウラ郡区（計 58.7 万人）の居住者に 2 次医療サービスを提供する役割を担っているが、

対応できない患者については、地域内に 3 次医療施設がないため、670km 離れたヤンゴン総合病院

へ患者を搬送せざるを得ない状況である。ただし、患者の中には、経済的な負担から高次病院への紹

介を諦める、または、長距離の搬送に耐えられず搬送途中で死亡する場合も少なくない3。 

 3) DGH の診療活動 

DGH は、外科・内科・整形外科・小児科・産婦人科、歯科・眼科・耳鼻咽喉科・精神科等の診療

に加え診断・検査等の医療サービスを提供している。以下に、DGH の近年の診療活動実績とその内

容を示す。 

 A) DGH の実績 

DGH の近年の実績を表 1－6 に示す。2013 年から患者の利用数が増加しており、特に 2014

年、2015 年は飛躍的に伸びている。病床稼働率が 3 年間でおよそ 150%となっていることから

200 床では患者を適正に入院させられない状況になっていることがわかる。患者の利用が増えて

いる理由として、2014 年から導入された「公的医療施設で提供される保健医療サービスの無料

化」の影響が大きい。 

表 1-6 DGH の診療実績 

項⽬ 2013 2014 2015 2016 
平均外来患者数/⽇ 85.0 140.0 210.6 233.0 
平均⼊院患者数/⽇ 194.0 245.0 290.2 292.0 
病床稼働率（sanctioned） 96.9 122.4 145.1 145.0 
平均在院⽇数 6.2 5.8 5.1 5.0 
病院死亡率(1000 ⼈患者) 8.4 8.1 7.0 9.1 

出典：DGH 提供資料 
 

                                                  
2 ミャンマー国は 7 地域(region)、7 州(state)で構成され、地域 / 州は県(district)に分割され、県は郡区(township)に分割され

る。郡区のなかに、町(city)、村(villege)などが⽴地している。 
3 DGH への聞き取り調査による 
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DGH の診療科別病床数を表 1-に示す。DGH は 200 床病院として保健スポーツ省から認可さ

れているものの、医療サービスへの需要は高く、2016 年の実際の病床数は、1.3 倍の 259 床であ

った。 

表 1-7 DGH の診療科別病床数(2016) 

診療科 病床数
産婦⼈科 59
⼩児科 57
外科 40
内科 50
整形外科 33
⽿⿐咽喉科 5
眼科 10
精神科 5

合計 259
出典︓DGH 提供資料 

 

 B) 手術件数 

DGH で実施された手術をメジャー及びマイナー4の別に表 1-8 に示す。手術内容においては、

例年産婦人科のメジャー手術が最も多いが、これは緊急帝王切開や予定帝王切開が多いためであ

る。2015 年と 2016 年の手術数に変化がないのは、DGH で働く医療従事者数に対して、実施可

能な手術件数が上限に達しているためと推察される5。 

表 1-8 DGH の手術件数 

診療科 
2013 2014 2015 2016 

メジャー マイナー メジャー マイナー メジャー マイナー メジャー マイナー
外科 593 388 866 533 1071 929 850 826
産婦⼈科 899 81 1187 179 1240 100 1196 138
整形外科 60 162 27 112 107 161 203 286
⽿⿐咽喉科 3 12 9 21 28 34 20 43
眼科 409 116 465 139 542 144 640 152
⼩計 1,964 759 2,554 984 2,988 1,368 2909 1445
合計 2,723 3,538 4,356 4354 
出典︓DGH 提供資料 

 

 C) 救急医療 

DGH には、救急外来があり、救急患者の受け入れ、診断及び一次的な処置を行っている。軽症で

来院した患者には、患者の初期診療と専門科への紹介及び時間外の患者受け入れを行っている。 

救急外来は、全ての患者が最初に病院と接触する場所であることから、訪れる患者は、皮膚科患者、

精神科患者といった救急ではない患者も含まれ、一次救急患者(軽症患者、帰宅可能患者)、二次救急

患者(中等症患者、一般病棟入院患者)、及び三次救急患者(重症患者、集中治療室入院患者)が混在し

ている。患者の緊急度の判定は当番医(AS: Assistant Surgeon と呼ばれる一般医)の判断で決められ

                                                  
4 メジャー⼿術、マイナー⼿術の別は、⿇酔の種類（全⾝か局所か）ではなく、各科ごとに⼿術の別を決めている。例として、産

婦⼈科では帝王切開や腹腔鏡を⽤いた⼿術がメジャー⼿術で、⼈⼯妊娠中絶などをマイナー⼿術と規定している。 
 
5 DGH 院⻑へのヒアリングによる。 
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る。救急外来で処置が出来ない患者は、患者の病状に応じた診療科に振り分けられる。救急外来で対

処可能な患者で処置後に容態が安定した場合は、そのまま帰宅する場合もある。 

DGH には救急車はなく、患者は各自の交通手段で来院する。コミュニティー所有の救急車が数台あ

り、安価に利用することが出来る。 

なお 2017 年時点で、救急外来は、ミャンマー国側の 266 床新病棟の建設のため、50 床新病棟へ仮

移転されている。図 1-1 に DGH における救急患者フローの現状を示す。 

 

 

出典︓聞き取りに基づき調査団作成 
 

 

(4) ミャンマー国の保健医療人材 

 1) 現状 

ミャンマー国の保健医療人材の養成人数の推移を表 1-9 に示す。1988-89 年度と比べ 2013-14 年

度では、医師数は約 2.6 倍増、看護師数は 3.5 倍増となっている。 

表 1-9 保健医療人材の養成人数の推移 

職種 1988-89 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
⼈⼝ 1 万対
(2013-14)

医師 12,268 23,740 34,536 26,435 28,077 29,832 31,542 6.12 ⼈
看護師 8,349 22,885 24,242 25,644 26,928 28,254 29,532 5.74 ⼈
HA6 1,238 1,822 1,845 1,899 1,893 2,013 2,062 0.40 ⼈
LHV7 1,557 3,238 3,278 3,344 3,371 3,397 3,467 0.67 ⼈
助産婦 8,121 18,543 19,051 19,556 20,044 20,616 21,435 4.16 ⼈
出典︓ Health Statistics, Health in Myanmar 2014 

 

                                                  
6 HA (Health Assistant):アシスタントと名はついているものの、実質は Rural Health Center ⻑であり管理者。保健所⻑あるい

は事務⻑のような⽴場で、公衆衛⽣監理者やボランティアの業務を監督・指導する公務員。HA 養成の専⾨の学校を卒業するか、

経験を積んだ LHV が昇任試験を受けてなる場合がある。  
7 LHV (Lady Health Visitor)助産ができる保健師で政府職員である。保健所⻑の補佐をし、公衆衛⽣監理者やボランティアの業務

を監督・指導する。 

 

⼊
院 

外来棟 各科病棟・画像診断部⾨等

⼀次救急患者 ⼀次救急患者

帰宅 帰宅 

救
急
患
者

ウォークイン 

救急⾞ 

⼀般医による初期診
断と振り分け 

内科、外科、⼩児科、
画像診断部⾨等の各
専⾨科での診療・検査

図 1-1 DGH における救急患者フローの現状 
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ミャンマー国の保健医療人材は増加傾向にあるものの、表 1-10 のとおり人口千人当たりの看護師

数は、人口千人当たりの医師数が同数程度の国と比較してかなり少ない。この課題を解決すべく、保

健スポーツ省では、看護学校数を 2015 年に 46 校から 50 校に増やし看護師の育成に取り組んでい

る。また、各病院において 10 ヵ月程度の実習を受けることで認定されるナースエイドを育成し、看

護師の補助にあてている。 

表 1-10 人口千人当たりの医師数と看護師数の比較 

 ミャンマー インドネシア インド 南アフリカ
⼈⼝千⼈当たりの医師数 0.61 0.3 0.7 0.8
⼈⼝千⼈当たりの看護師数 0.57 1.2 1.3 1.2

出典︓ミャンマー国以外は OECD Health Data 2015、 Health in Myanmar, 2014 MoH 

 2) 保健医療人材育成機関 

ミャンマー国で主に保健医療人材育成を行っているのは、15 の大学、既述の 50 の看護学校をはじ

めとする表 1-11 の保健医療人材育成機関である。 

表 1-11 主な保健医療人材育成機関 

教育機関の種類 校数と所在地 
期 間 

(卒前教育のみ) 
学 ⽣ 数

(2014)
⼤学 医科⼤学 5 校(ヤンゴン 2、マンダレー、マグウェイ、シャ

ン州タウンジー8)
7 年 11,264

 公衆衛⽣⼤学 1 校(ヤンゴン) 4 年 不明
 ⻭科⼤学 2 校(ヤンゴン、マンダレー) 4 年 1,684
 薬科⼤学 2 校(ヤンゴン、マンダレー) 4 年 902
 医療技術⼤学 2 校(ヤンゴン、マンダレー) 4 年 977
 地域医療⼤学 1 校(マグウェイ) 4 年 不明
 看護⼤学 2 校(ヤンゴン、マンダレー) 4 年 1,547
専⾨学
校 

看護学校 46 校(2015 年から 50 校) 
(全国の州/地域)

3 年 4,331
助産学校 18 ヵ⽉ 2,436
LHV13 学校 1 校 9 ヵ⽉ 不明

その他 公衆衛⽣-1 
研修 

地域医療⼤学(マグウェイ)で研修 
1 年 不明

公衆衛⽣-2 
研修 

地域医療⼤学(マグウェイ)で研修 
6 ヵ⽉ 不明

出典︓ JICA ミャンマー国⺟⼦保健調査報告書、Health in Myanmar, 2014, MoH 
 

 3) 保健医療人材配置 

ミャンマー国の公立保健医療施設の保健医療従事者は、中央政府が決定した職種別雇用人数に従

って、保健スポーツ省が州/地域への配属数を決め、これに基づいて州/地域保健局が人材を雇用する

ことで決められる。 

職種ごとの配置人数の傾向をみると、看護師については、必要数と配置人数に大きな差異がみられ

る。公立病院における看護師の認可数が 26,291 人であるのに対し、実際の配置人数は 15,948 人9で、

認可数を満たすだけでも 1 万人以上の看護師がさらに必要となっている。保健スポーツ省は、公立病

院の待遇面の改善等も積極的に行うことで、看護師の民間や海外の医療機関への流出傾向に歯止め

                                                  
8 2013 年に新設 
9 保健省提供資料(2015 年) 
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をかけようとしている。 

医師数については、看護師 3 名に対し医師 1 名の配置が基準となっているため、全体数は、充足

していると言えるが、専門医は少なく、特に、心臓血管外科医は全国で 8 名、脳神経外科医は全国で

11 名10、救急専門医は若干名のみとなっている11。 

保健スポーツ省は、これら脳外科医や救命救急医等の養成に積極的に取り組んでおり、これら専門

医の地方への配置人数を増加させる方針である。 

コメディカル医療者の全国の病院における配置は、表 1-12 のような状況である。保健スポーツ省

は、コメディカルの教育制度の見直し、待遇面の向上等を通じ、ニーズが高まる公的セクターに質の

高い人材が一定程度定着することを目指している。 

表 1-12 主なコメディカル医療者数の充足率 

職種 認可数 配置数(充⾜率) 空席数 
X-線技師 344 265(77%) 79 
理学療法⼠ 289 251(87%) 38 
薬剤師 283 224(79%) 60 
出典︓保健スポーツ省資料 

 

(5) ミャンマー国の医療費負担制度 

 1) 現状 

ミャンマー国の医療費負担制度は、イギリスの国民保健サービス：National Health Services 

(NHS)を参考とした、政府の一般税金収入を財源とするものである。しかしながら、税金による公費

負担のみでは、増加傾向にある医療費に対応できなくなったため、1992 年に国民も医療費を分担す

るという Community Cost Sharing (CCS)制度が策定された。この制度は、支払能力のある国民が医

療費を一部負担するというもので、貧困層は支払を免除される。有料のサービスとして、臨床検査、

画像診断、有料ベッド、医薬品、医療機材、医師や看護師によるサービス提供にかかる費用が含まれ

ていたが、2001 年以降12、医師や看護師によるサービス提供にかかる費用は負担免除となっている。

このため、医療費全体に対する患者による直接負担の割合は、2010 年には約 77%と非常に高かった

が、その後の保健省の政策の転換で、医療費の無料化を段階的に進めており、患者による医療費負担

は年々減少の傾向にある13。 

一方、2014 年のミャンマー国の国内総生産（GDP）に対する医療費の割合は、若干増加してい

るが、世界平均の約 5 分の 1 程度と未だ低い。一人当たりの年間医療費は、2014 年に 20 US$で、

世界 191 か国中 189 位という結果14であった。 

 

                                                  
10 保健省資料(2015 年 9 ⽉) 
11 こうした専⾨医の多くは公的医療機関に従事している。 
12 CCS 制度によると、病院収⼊の 50%は、政府の国庫に返還され、25%は、医薬品や医療機器の補充、残り 25%は病院の維持

管理への利⽤が許可されている。 
13 2017 年 6 ⽉時点の DGH においては、全ての医療費及び医薬品費は無料で提供されており、患者が望めば有料で使⽤できる病

室のみが有料なサービスとして残っている。⼀⽅、ヤンゴン市内の病院においては、外来患者の医薬品は未だ患者負担であり、
地域により状況が異なる。 

14 WHO 
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表 1-13 ミャンマー国の医療費の動向 

 ミャンマー国 世界 
2010 2013 2014 201４ 

国内総⽣産に対する医療費の割合 1.9% 1.7% 2.3% 9.93 %
⼀⼈当たりの年間医療費(US$) 15.19 US$ 14.4 US$ 20 US$ 1,059.6 US$
全体医療費に対する患者による直接負担割合 76.6% 68.2% 50.7% 18.17%

出典︓Health, Nutrition and Population Statistics, the World Bank 
 

 2) ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)達成に向けての課題 

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジとは、すべての人々が必要とする健康増進、予防、治療、リハ

ビリに関する保健医療サービスを負担可能な費用で受けられる状態を指す。2005 年 5 月に 192 の参

加国によって「持続的な保健医療財政、ユニバーサル・カバレッジと社会保障」にかかる決議が WHO

で採択され、各国で UHC に対する取り組みが始まっている。UHC の達成には、医療機関への物理

的なアクセスの問題と、医療サービスに起因する家計の過大な負担をいかに回避しうるかという財

政面の問題を解決する必要がある。 

保健スポーツ省は、取り組みとして、一次及び二次レベルの保健医療機関を増設することで医療機

関への物理的なアクセスを改善すること、前項で既述の必須医薬品や医療サービスの無料化を進め

ること等の取組みを行っている。一方で、ミャンマー国の保健医療サービスに係る政府支出も年々増

加しており、税金を基盤にした医療財政制度では、財源に限りがあるため、サービスの無料化は限定

的にならざるを得ない。ミャンマー国で、UHC を達成していくためには、健康保険制度や医療費積

立制度等で財源を貯蓄し、経済的負担の分散化を進めて行く必要がある。これらの財源確保のための

制度改革は、持続的で質の高い医療サービスの提供には不可欠であり急務である。 

1-1-2 開発計画 

(1) 国家計画 

ミャンマー国保健政策の枠組みとなっているのが、1993 年に策定された国家保健政策と 2000 年

に策定された長期保健計画(Myanmar Health Vision 2030)である。ミャンマー国における保健医療

政策、保健分野の開発計画はすべてこの長期保健計画を枠組みとして策定されており、「全国を網羅

可能な共通の医療サービスを保証する」、「プライマリ―・ヘルス・ケア(PHC)の導入を図り人々の

身体的、精神的な健康を推進すること」、「積極的な地域社会への参加を通じて身体的な能力を強化・

推進していくこと」等を長期戦略として挙げている。中期的な取り組みについては、国家保健計画

(National Health Plan 2017-2021)において、「全ての国民が、2020 年までに共通の包括的基礎必須

医療サービス（Basic Essential Package of Health Service）を、経済的に困窮することなく享受す

ることが出来る」こと等の目標を定めており、医療サービスの質の向上について、施設の整備、十分

な保健医療人材、物資(機材・医薬品等)の配備及び研修による人材育成等によって、病院サービスの

質の向上を目指している。特に、国家保健計画のプログラムのひとつである「病院ケアプログラム」

においては、「病院パフォーマンス指標の改善」、「病院における死亡率の低減」及び「人々が全て

の保健医療施設において常時、安全、高品質、高効果、低コストの保健医療サービスが利用できる」

等の具体的な目標を定め、対策にあたっている。これら開発計画の関係は図 1-2 に示す。 
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図 1-2 開発計画関係図 

 1) 国家保健政策(National Health Policy 1993) 

国家保健政策は『全ての人々に健康を』を目指し、以下の戦略をもって実施されている。 

A) 国民の心身両面の健康の向上の為にプライマリー・ヘルス・ケアに重点をおき、『全ての人々

に健康を』を目指す； 

B) 国家策定の人口政策に関する様々なガイドラインを継承する、長期保健計画の枠組の中で保

健医療人材を十分かつ効率的に国内で養成する； 

C) 国家の薬事法並びに他の法律に明記されている規制・規則に厳格に従う； 

D) 経済政策の変化に伴い、保健サービス供給において協同組合、共同企業体、民間セクター及び

NGOs の役割を増加させる； 

E) 新しい保健財政制度を開発していく； 

F) 保健活動は関連する他の省庁と協力して行う； 

G) 保健を取り巻く状況の変化に対応すべく必要に応じて新しい規制・規則を立案する； 

H) 大気・水質汚染防止を含む環境衛生活動を強化、拡大していく； 

I) コミュニティー参加、優秀な運動選手の支援、並びに伝統的なスポーツを奨励し、体育教育を

拡大して国民の体力を向上させる； 

J) 主要保健課題の調査・研究のみならず、保健政策の調査・研究に注目し、実施を奨励する； 

K) 国家全体の保健ニーズを満たすため、地方や国境地域での保健サービスを拡大する； 

L) 国民の健康の脅威となるような新たな保健課題に応じ、予防及び治療活動に着手する； 

M) 国内の保健制度及び調査・研究を国際水準に達するよう強化すると同時にコミュニティーの

保健活動にも取り組む； 

N) 国家の保健開発において他国との協力を強化する。 

 

国家保健政策の一つのプログラムである「病院ケアプログラム」は、表 1-14 に挙げた目標を掲げ

ており、病院における医療サービスの質の改善を目指すものである。 
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表 1-14 病院ケアプログラムの目標 

⽬標
A) 病院パフォーマンス指標が改善する 
B) 病院における死亡率が低下する 
C) 国境地域の居住者に対し、包括的なプライマリー・ヘルス・ケアを提供する 
D) ⼈々が全ての保健施設において常時、安全、⾼い質、効果的、低コストの医療サービスと必須医薬品を利⽤できる 
E) ⼈々に対するプライマリー・ヘルス・ケア、病院における医療サービスを格上げし、看護師及び助産師の量と質を改善する
F) 国際基準に沿った臨床検査、安全な⾎液供給サービスを促進する 
G) コンピューター化による在庫管理、ネットワーク体制を促進する

出典︓National Health Plan 2011-2016  
 

 2) 長期保健計画：Myanmar Health Vision 2030 

保健スポーツ省は長期的な保健開発計画として「Myanmar Health Vision 2030」を策定している。

この長期保健計画は、30 年間(2000～2030 年)の長期にわたって保健開発課題について取り組む方向

性を示したもので、政治的、経済的、社会的な開発目的と位置づけられる。ミャンマー国における保

健医療政策、保健分野の開発計画はすべてこの長期計画を枠組みとして策定されており、保健政策及

び関連法規、健康増進、保健サービス、保健分野の人的資源、伝統医療の促進、研究活動、民間セク

ターとの連携、保健開発のパートナーシップ、国際協力について言及している。以下が同長期計画に

挙げられている主な目的であり、表 1-15 に主要な目標指標を示す。 

 

A) 国民の健康状態を向上させる 

B) 感染症を公衆衛生上の問題とならないところまで低減させる 

C) 新たな問題を予測し、必要な対策を立案する。 

D) すべての国民に保健サービスを届ける 

E) すべての保健医療従事者を国内で育成する 

F) 伝統医療を近代化し広範に活用する 

G) 保健医療について国際水準での研究活動を可能にする 

H) 良質な基礎薬品及び伝統薬の十分な量を国内で生産する 

I) 時代の変化にあった保健制度を構築する  

表 1-15 Myanmar Health Vision 2030 の主な指標 

指標 
2001-2002 
(ベースライン)

2011 2021 2031 

出⽣児平均余命 (歳) 60-64 - - 75-80 
乳幼児死亡率(対 1000 出⽣) 59.7 40 30 22 
5 歳未満児死亡率(対 1000 出⽣) 77.77 52 39 29 
妊産婦死亡率(対 10 万出⽣) 255 170 13０ 9０ 

出典︓ Health in Myanmar 2011, Ministry of Health 
 

 3) 中期保健開発計画：National Health Plan 2017-2021 

保健スポーツ省が 5 年毎に策定している国家保健計画で、2016 年 12 月に発表された。この保健

計画の目標は、2020 年までに、全ての国民が基本的必須ヘルスサービスパッケージ（Basic 

Essential Health Package: Basic EPHS）を受けることが出来るようにすることである。そのため

の戦略として、郡区レベルで管轄している一次基礎保健サービス提供施設の数や質を強化すること
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としている。また、公的機関のみならず、民間や、NGO などの保健医療機関とも連携を深めて行

くとしている。一次基礎保健サービスの強化については、地理的に優先度の高い地域から順に整備

を進める計画である。また、整備対象となる保健医療サービスについては、これまで国家レベルで

一律に決定していたところ、それぞれの地域における優先度の高い疾病を考慮の上で Basic EPHS

を策定することとしており、地域のニーズに適合した保健医療サービスの提供が可能になる。 

 4) 国家 NCD 政策：National Policy on NCD  

ミャンマー国において近年、脳卒中や心筋梗塞等が死因の上位を占めてきており、非感染性疾患

(Non-Communicable Disease: NCD)への対策が急務となっている。保健スポーツ省は、NCD 対策課

を公衆衛生局(Department of Public Health)に設置し、2015 年に NCD 政策を策定した。NCD 対策

は一般的に、全国民に対する取組みとハイリスクな世代や集団に対する取組みに大別されるが、ミャ

ンマー国の NCD 政策は、前者の全国民に対する取組みを主としている。 

1-1-3 社会経済状況 

ミャンマー国は、1962 年より社会主義政権と閉鎖的経済政策のため、外貨準備の枯渇、生産の停

滞、対外債務の累積等経済困窮が増大し、1987 年 12 月には、国連より後発開発途上国(LDC)の認定

を受けるに至った。1988 年にミャンマー国政府は自由主義経済への移行を表明し 1992 年以降から

は良好な経済成長を始めたが、1997 年のアジア通貨危機や 2008 年より始まる世界同時不況の影響

を受け経済成長は低迷を見せた。2010 年に行われた総選挙を発端にアウン・サン・スー・チー氏の

自宅軟禁の解除、2011 年 3 月には軍事政権の解除が行われ、前テイン・セイン政権が発足し、民政

移管が実現した。2016 年 3 月にはアウン・サン・スー・チー氏の率いる国民民主連盟(NLD)政権が

発足した。 

現在ミャンマー国内では急速に開放経済化等が進められており、2012 年 4 月には多重為替レー

トが廃止され、管理変動相場制が導入されることにより、為替相場管理が一本化された。2016 年の

名目 GDP は 663 億米ドル、1 人当たり GDP は 1,269 米ドルで、サービス業及び製造業にけん引さ

れ、経済成長は加速し、2016 年 4 月時点で年率 9.6%の増加率となっている。豊富な天然資源、比較

的安価な労働力及び中国、インド、東南アジア諸国連合(ASEAN)の結節点としての要衝の地という

地政学的特徴を背景に、中長期的には安定した年率 7%の成長が見込まれている。また、2015 年 12

月末には ASEAN 経済共同体が設立され、ミャンマー国はこれに加盟したことにより、今後同国を

含む ASEAN 諸国の包括的経済連携の取り組みが促進されることが予想される。 

また、タニンダーリ地域においては、DGH から 20km 圏内に、東南アジア最大級の工業団地の開

発が見込まれるダウェイ経済特区（Dawei Special Economic Zone）が位置している。ダウェイ経済

特区は、ベトナム国ホーチミンを起点とし、タイ国バンコク、カンボジア国プノンペンを経由する南

部経済回廊のインド洋側の玄関口として位置づけられている。今後バンコクとダウェイ間の陸上交

通が整備されれば、上記経済回廊上の主要都市とインド洋がマレー半島を迂回することなくつなが

り、同経済特区の重要性が飛躍的に高まるものと期待されている。 

1-2 無償資金協力の背景・経緯及び概要 

ミャンマー国の保健医療セクターにおいては、近年改善が見られるものの、依然母子保健（2014

年、5 歳未満死亡率：出生千対 72、妊産婦死亡率：出生 10 万対 282）の状況は悪く、引き続きの対

策が必要であることに加えて、近年は急激な経済成長に伴い疾病構造が変化し、生活習慣に起因した
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非感染性疾患も増加している（Health in Myanmar 2014）。保健スポーツ省は、「国家保健政策」

（Myanmar Health Vision 2030）及び「国家保健計画 2017-2021」のもと、医療の質の向上につい

て施設の整備、十分な保健医療人材・物資（機材・医薬品等）の配置及び研修による人材育成等によ

って、病院におけるサービスの質の向上を目指している。 

ミャンマー国の保健医療体制のうち、病院については「国立病院」、「州(State)/地域(Region)総合病

院」及び「県(District)病院」、「郡区(Township)病院」、「ステーション病院」から構成されており、こ

のなかで州／地域総合病院は、県病院以下の病院からの患者の受け入れ、それらの医師及び看護師等

の保健医療人材の育成等、地方医療における中核的役割を担っているが、施設・機材の老朽化等に起

因する機能不全により、求められる医療サービスが適切に提供できない州／地域総合病院が少なく

ない。州／地域総合病院で対応できない患者は、州／地域外の三次病院へ搬送されているが、交通イ

ンフラの整備が進んでおらず、輸送手段も限られているため、患者が負う身体的及び経済的負担は大

きい。このため、州／地域総合病院レベルにおける医療体制強化は緊急の課題とされている。 

これに対して、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という)は 2015 年に「州・地域拠点病院

整備情報収集・確認調査」を実施した。調査の結果、施設・機材の老朽化により、適切な保健医療サ

ービスの提供が困難で、特に支援の必要性が高く、かつ計画の実施可能な州／総合病院として、マグ

ウェイ地域の総合病院であるマグウェイ総合病院とタニンダーリ地域の総合病院である DGH の 2

施設があげられた。 

ミャンマー国の最南端に位置するタニンダーリ地域の中核病院である DGH は、「1-1-3 社会経済

状況」で既述のとおり、ダウェイ経済特区から 20km 圏内に位置しており、今後同経済特区の大幅な

人口増加が予想されることから、医療サービスの質的・量的改善が求められている。しかしながら、

DGH は、施設・機材の破損や老朽化により、検査、診断、手術の提供機能が弱く、増加する患者に

十分対応できておらず、必要な手術を受けることができない患者も見られる。DGH の平均外来患者

数は 2013 年の 85.0 名／日に比べ 2016 年は 233 名／日と約 2.74 倍、平均入院患者数も 194 名／日

から 292 名／日と同期間に約 1.51 倍に増加している。また、手術件数についても増加の一途を辿っ

ており、2013 年の 2,723 件に比べ 2016 年度は 4,354 件と約 1.6 倍となっている。また、患者やス

タッフの移動動線が整備されておらず、救急患者の院内での移動に時間を要するなど適切なサービ

スの提供が困難な状況になっている。 

ダウェイ総合病院整備計画（以下「本プロジェクト」という。）は、地域における中核病院である

DGH の施設・機材の整備を通じて、同地域における保健医療サービスの向上のために資する事業で

あり、上述の政策及び計画を実現する方策として位置付けられている。 

1-3 我が国の援助動向 

日本政府は 2012 年 4 月に、ミャンマー国の民主化及び国民和解，持続的発展に向けて，急速に進

む同国の幅広い分野における改革努力を後押しするため，広範に亘り国民が民主化と国民和解，経済

改革を実感できるよう，以下の分野を中心に幅広い支援を実施するという新しい経済協力方針を打

ち出している。 

・国民の生活向上のための支援(少数民族や貧困層支援，農業開発，地域開発を含む) 

・経済・社会を支える人材の能力向上や制度整備のための支援(民主化推進のための支援を含む) 

・持続的経済成長のために必要なインフラや制度の整備等の支援 
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我が国のミャンマー国への資金協力は、1954 年の「日本・ビルマ平和条約及び賠償・経済協力協

定」に始まり、無償資金協力は 1975 年から供与されている。2014 年度の日本のミャンマー国に対

する援助実績は、無償資金協力が 181.89 億円、技術協力が 70.05 億円で、有償資金協力は 983.44

億円であり、2011 年の民政移管以降、無償資金協力は大幅な増加傾向にある15。 2016 年 10 月の

OECD の発表によると、日本の協力は 2015 年の対ミャンマー国援助総額のうち 38%を占めて一位

となっている16。 

表 1-16 日本政府による保健医療分野における援助実績(無償資金協力)17 

                                                  
15 無償資⾦と有償資⾦協⼒は交換公⽂ベース，技術協⼒は JICA 経費実績ベースでの集計。 
16 DAC/OECD Development Co-operation Report-Country and Territories Monitoring Profile, Myanmar, October 2016 
17 「ミャンマー国病院医療機材整備計画準備調査報告書 平成 25 年 2 ⽉(2013 年)」を中⼼に外務省 HP「各国・地域情勢」及び

同「Myanmar Donor Profiles, March 2012」から最新情報を追加して更新したものである。 

実施年度 案件名 
供与限
度 額
(億円)

内 容 

1979 年 
ラングーン・マンダレー総合病
院医療施設整備計画 

6.00 
ラングーン〈現ヤンゴン〉とマンダレーの⼆つの総合病院に対し医療
機器の調達と関連する施設整備を⾏う。 

1981-82 年 ラングーン総合病院建設計画 35.0 新ラングーン総合病院の建設と医療機材の調達を⾏う。 

1984-85 年 医療機材整備計画 13.13
ラングーンとマンダレーにある 5 つのトップレファレル病院(ラング
ーン総合病院やマンダレー総合病院等)に対し医療機器の整備を⾏
い、併せて⻭科と眼科の診療⾞を配備する。 

1987 年 マンダレー教育病院建設計画 1.80 マンダレー教育病院を整備するために建築の詳細設計までを⾏う。 

1995 看護⼤学拡充計画 16.25
看護師不⾜に対応するためミャンマー国看護⼤学の校舎及び学⽣宿
舎を建設し、看護教育⽤機器の供与を⾏う。 

1998 
-2007 年 

⺟⼦保健サービス改善計画(第
1 次~第 8 次、UNICEF 経由) 

38.09
⿇疹ワクチン、基礎医薬品、抗マラリア薬、コールドチェーン、
HIV/AIDS 予防関連機器の供与を⾏う。 

2000 年 
ヤンゴン総合病院医療機材整
備計画 

2.25 ヤンゴン総合病院の救急・外来部⾨への医療機器の調達を⾏う。 

2002 年 
ヤンゴン市内病院医療機材整
備計画 

7.92
ヤンゴン市内にある新ヤンゴン総合病院、中央婦⼈病院及び⼩児病院
への医療機材調達を⾏う。

2007 年 
第 8 次⺟⼦保健サービス改善
計画 

2.04
⺟⼦保健サービス改善のための予防接種ワクチン、医薬品、マラリア
対策機材調達を⾏う。(UNICEF 経由) 

2007 年 
ミャンマー国に対する緊急無
償資⾦協⼒(ポリオ予防接種に
対する⽀援) 

2.17
ポリオ予防接種実施にかかるワクチン等の調達を⾏う。(UNICEF 経
由) 

2008 年 マラリア対策計画 3.46
マラリア流⾏地(ラカイン⼭脈、東・⻄パゴー管区、マグウェイ管区、
ラカイン州)を対象にマラリア検査機器、抗マラリア薬、蚊帳、殺⾍
剤、⾞両等の調達を⾏う。

2009 年 結核対策薬品機材整備計画 3.08 結核対策⽀援のために抗結核薬の調達を⾏う。 

2012 年 中部地域保健施設整備計画 12.56
マグウェイ地域における地域保健センターの建設、及び同センターや
地域補助保健センター、ステーション病院、郡区病院への機材調達を
⾏う。

2012 年 病院医療機材整備計画 11.40
ヤンゴン及びマンダレー市内にある 5 つのトップレファレル病院(ヤ
ンゴン︓中央婦⼈病院、⼩児病院、マンダレー︓総合病院、中央婦⼈
病院、⼩児病院)への医療機材調達を⾏う。 

2013 年 
ヤンゴン市内総合病院医療機
材整備計画 

9.78
ヤンゴン市内にあるトップレファラル病院であるヤンゴン総合病院
及び新ヤンゴン総合病院へ医療機材の整備を⾏う。 

2013 年 
ヤンゴン地域新ヤンゴン総合
病院機能向上計画 

0.03 草の根無償により新ヤンゴン総合病院の医療機材整備を⾏う。 
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出典︓JICA 図書館、⽇本外務省ウェブサイト 
 
わが国の保健医療分野における技術協力実績は表 1-17 のとおり。 

表 1-17 日本政府による保健医療分野における援助実績(技術協力) 

実施年度 案件名 内 容

1980-84 年 感染症研究・対策 
アルボウィルス性疾患及び主要細菌性疾患の研究と疾患対策を⽬的とし、ビルマ⽣物
医学研究センターの建設、専⾨家派遣、研修員受⼊、機器供与を⾏う。 

1984-91 年 消化器病プロジェクト 
「感染症研究・対策プロジェクト」の継続的発展の為、ビルマ⽣物医学研究センター
の機能強化を⾏うと共に、新ラングーン総合病院の消化器分野の診断技術及び医療機
器の維持管理の為の技術指導を⾏う。

2000-05 年 
ハンセン病対策・基礎保
健サービス改善プロジェ
クト 

ハンセン病を中⼼とした感染症対策の強化の為、保健スタッフの教育訓練と基礎保健
サービスの強化を⾏う。 

2005-10 年 
主要感染症対策 
プロジェクト 

HIV/AIDS、結核、マラリアを対象とした国家対策プログラムに関わるスタッフの技
術⼒、運営能⼒の向上を通し、各疾病対策の強化、罹患率・死亡率の低下を⽬指す。
HIV/AIDS 分野では輸⾎⾎液の安全性向上と HIV 検査精度管理、結核分野では患者
発⾒率向上の為の官⺠連携推進や検査精度管理、有病率調査への協⼒、マラリア分野
ではコミュニティベースのマラリア対策パッケージの開発とモデル地域での普及を
⾏う。

2009-14 年 
地域展開型リプロダクテ
ィブヘルスプロジェクト 

妊娠/中絶合併症の予防と安全な妊娠・出産の推進を柱に、⼥性のリプロダクティブ
ヘルスの質的向上を図る。

2006-09 年 伝統医療プロジェクト 
伝統医療従事者の能⼒向上を⽬的とし、伝統医療に関する調査、伝統医療従事者向け
ハンドブックの作成、伝統医療従事者研修の実施を⾏う。 

2009-14 年 
基礎保健スタッフ強化 
プロジェクト 

「ハンセン病対策・基礎保健サービス改善プロジェクト」を踏まえ、基礎保健スタッ
フの業務過多、能⼒強化に対応する為、中央・州管区・郡区レベルのトレーニングチ
ームに対し研修情報システムの確⽴、研修管理・教授法の強化及び監督・モニタリン
グ能⼒強化を⾏う。

2012-15 年 
主要感染症対策 
プロジェクトフェーズ 2 

2005 年より 5 年間実施された「主要感染症対策プロジェクト」の継続的⽀援の為、
フェーズ 1 で残された課題の対応や、新たに輸⾎感染症対策、結核対策・マラリア対
策の活動地域拡⼤を⾏う。

2014-18 年 
保健システム強化 
プロジェクト

国家 UHC 戦略と実施計画策定・モニタリング強化のための枠組みを作成し、対象州
保健局のマネジメント能⼒と監督機能、及び保健サービスの改善を⾏う。

2015-19 年 
医学教育強化プロジェク
ト 

基礎系 6 分野における調査・教育能⼒の強化、また、臨床系における分野横断的診断
技術と救急医療に関するプログラムを改善し、それらの成果を医学卒前及び卒後教育
に導⼊することで、ミャンマー国における医科⼤学の研修・臨床技術・教育のかかる
能⼒が強化されることを⽬標としている。

2016-20 年 
マラリア対策（排除）モデ
ル構築プロジェクト 

ミャンマー国内において、マラリア排除に向けた活動モデルを構築しその有効性を実
証することにより、国家マラリア対策プログラムの機能強化を図り、実証されたモデ
ルの全国的な導⼊に寄与することを⽬的としている。 

出典︓JICA 図書館、⽇本外務省ウェブサイト 
 

1-4 他ドナーの援助動向 

ミャンマー国への開発援助は、軍事政権の樹立や民主化弾圧、首都移転、サイクロン被害、新憲法

採択による民主化推進の再開等、内政の状況によって変化してきている。特に最近の民主化を受け、

国連機関、ASEAN を初めとする地域機関、二国間援助機関、とりわけ、今まで経済制裁を行ってい

2014 年 
カヤー州ロイコー総合病院整
備計画 

19.45 カヤー州のロイコー総合病院において、施設及び機材の整備を⾏う。

2014 年 
シャン州ラーショー総合病院
整備計画 

15.10
シャン州北部のラーショー総合病院において、病院施設及び機材の整
備を⾏う。

2015 年 マグウェイ総合病院整備計画 22.81
マグウェイ地域において，中核病院である総合病院の施設及び機材を
整備する。
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た欧米諸国、国際 NGOs 等の支援は拡大する動きがみられる。 

ミャンマー国の保健セクターに対する支援は感染症対策や母子保健等の国際機関を通じた支援が

多く、日本のように二国間政府援助をおこなっているドナーは現状少ない。ミャンマー国の保健セ

クターに支援している関係機関の一覧を表 1-18 に示す。DGH への援助動向については、タイ国際

開発協力機構（以下「TICA」という）が救急部門への支援を行っており、この中に DGH の救急棟

整備計画が含まれている。同救急棟は、本プロジェクトと連携し DGH の中央診療機能強化に寄与

することが期待されており、本プロジェクトとの機能上の重複はないことを確認している。 

表 1-18 保健医療分野における二国間ドナー・国際機関の援助実績 

実施
年度 

機関名 案件名 ⾦額 
援助
形態

概 要 

2012
-17 

国 連 ⼈ ⼝ 基 ⾦
(UNFPA) 

性と⽣殖に関する健康と
権利、⼈⼝と開発、ジェン
ダー平等、プログラム調
整と⽀援 

29.5 百万
(USD) 

技協・
無償 

性と⽣殖に関する健康と HIV 予防に関する質の⾼
い情報とサービスへの公平なアクセス、統計システ
ム強化、ジェンダー平等に向けた国家の法的枠組、
社会ポリシー、開発計画、プログラム調整と⽀援。

2011
-17 

国連児童基⾦ 
(UNICEF) 

⼦どもの⽣存と開発、⽔
と衛⽣ S、基礎教育とジ
ェ ン ダ ー 平 等 、
HIV/AIDS と⼦ども、⼦
どもの保護、社会ポリシ
ーアドボカシーとモニタ
リング・評価、分野横断費
⽤ 

198.6 百万
(USD) 

技協・
無償 

僻地での予防と治療が可能な 5 歳未満児死亡と罹
患の低減、僻地の地下⽔のヒ素汚染マッピング、飲
料⽔ガイドライン作成、世帯における飲料⽔処理
等、初等教育の完全普及、HIV 蔓延対策、⼦どもへ
の暴⼒、虐待、搾取の低減、⼦どもの権利のための
社会ポリシーアドボカシーとモニタリング・評価、
プログラム運営⽀援。 

2001
-21 

ワ ク チ ン と 予
防 接 種 の た め
の 世 界 同 盟
(GAVI 
Alliance) 

― 
188.1 百万
(USD) 

技協・
無償 

保健システム強化、B 型肝炎ワクチン供与、予防接
種サービス⽀援、安全な注射⽀援、⿇疹ワクチン供
与、5 種混合ワクチン供与、ワクチン導⼊⽀援。 

2011
-16 

世 界 エ イ ズ ・
結 核 ・ マ ラ リ
ア対策基⾦ 
(GFATM) 

HIV 予防、ケア、治療
(HIV/ AIDS) 

113.2 百万
(USD) 

技協・
無償 

セーブ・ザ・チルドレン(以下、SC)ミャンマーによ
る、コミュニティや⾃宅ベースの性産業従事者の性
感染症予防と治療、⾏動変容コミュニケーション、
注射薬物使⽤者の健康被害低減等。 

HIV 感染、HIV に関連す
る罹患、死亡、障害、社会
経済インパクトの低減
(HIV/ AIDS) 

94.0 百万 
(USD) 

技協・
無償 

UNOPS(国連プロジェクトサービス機関)による、
注射薬物使⽤者の治療維持、注射器/注射針交換プ
ログラム等。 

マラリア対策強化 
(マラリア) 

32.9 百万 
(USD) 

技協・
無償 

SC ミャンマーによる、保健職員やヘルスワーカー
のトレーニング、マラリア対策のための顕微鏡の普
及と迅速診断テストキットの供給。 

予防、早期診断、効果的な
治療の、迅速及び⼤規模
なスケールアップマラリ
ア対策(マラリア) 

72.6 百万 
(USD) 

技協・
無償 

UNOPS を通じた、迅速、効果的なマラリア治療、
早期の診断、効果的な治療のアクセス、殺⾍剤浸漬
蚊帳や⻑期残効型殺⾍剤処理済蚊帳の適切な使⽤
にむけた⾏動変容コミュニケーション。

結核対策スケールアップ
(結核) 

17.4 百万 
(USD)

技協・
無償

SC ミャンマーによる、全結核患者への質の⾼いサ
ービス拡⼤等。

結核感染、罹患、死亡低減
にむけた結核対策(結核)

91.4 百万 
(USD) 

技協・
無償 

UNOPS による、結核ケア国際スタンダードの導⼊
等。 

2012
-17 

3 疾患ミレニア
ム 開 発 ⽬ 標 基
⾦(3 MDG) 

マラリア、結核、HIV/ 
AIDS 対策、保健医療シス
テム強化 

271 百万 
(USD) 

技協・
無償 

2012 年 6 ⽉、オーストラリア、デンマーク、スウ
ェーデン、スイス、英国、EU、⽶国からの基⾦で設
⽴された。UNOPS が運営管理。8 つのミレニアム
開発⽬標の内の 3 つの開発⽬標(4,5,6)の達成を⽬
的として協⼒を⾏っている。 
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実施
年度 

機関名 案件名 ⾦額 
援助
形態

概 要 

2014
-19 

世界銀⾏ 
(WB) 

必須保健サービス・アク
セス・プロジェクト 

100 百万 
有償 
資⾦ 

世銀は、2012 年よりミャンマー国への融資を全⾯
的に再開した。必須保健サービス・アクセス・プロ
ジェクトは、必須とする保健サービスの提供範囲を
拡⼤すること⽬的としており、特に、⺟親と新⽣児
へのサービスの強化に焦点をあてている。

2011
-16 

欧州連合 
(EU) 

― 
150 百万 
(EUR) 

技協・
無償 

ミレニアム開発⽬標にむけた緊急⽀援(保健、教育、
⽣計、農業分野等)、2014-20 年の⽀援は、脳損開
発、教育、統治と平和構築に向けられる。

2011
-15 

英 国 国 際 開 発
省(DFID) 

リプロダクティブヘル
ス、⺟親・新⽣児保健

58.0 百万 
(GBP)

技協・
無償

妊娠中、少なくとも 4 回の産前健診受診者の増加、
望まない妊娠の予防。 

マラリア 
30.0 百万 
(GBP)

技協・
無償

薬剤体制マラリア蔓延を封じこめるための適切な
治療。

HIV/エイズ 
4.0 百万 
(GBP)

技協・
無償

― 

その他の保健 
1.0 百万 
(GBP)

技協・
無償

― 

2011
-13 

オ ー ス ト ラ リ
ア国際開発庁 
(AusAID) 

⺟親、新⽣児ならびに⼦
どもの保健に関する国連
連携プログラム 

5.0 百万 
(AUD) 

技協・
無償 

保健サービス提供範囲の拡⼤、⺟親、新⽣児ならび
に⼦どもの死亡低減。 

2012
-16 

⺟親、新⽣児ならびに⼦
どもの保健に関する連携
イニシアティブ 

3.5 百万 
(AUD) 

技協・
無償 

到達困難な地域、特にサイクロンナルギスの被災地
における基本的な⺟⼦保健サービスのアクセス⽀
援。(コミュニティレベル) 

2013
-16 

3MDG 基⾦ 
15.0 百万 
(AUD)

技協・
無償

乳幼児死亡率の低減、妊産婦死亡率の改善、HIV/ 
AIDS、マラリア、結核の取り組みに対する⽀援。

2012
-15 

⽶ 国 国 際 開 発
庁(USAID) 

⺟⼦保健の改善 

185 百万
(USD) 

技協・
無償

コミュニティ及び保健施設ベースの助産専⾨技能
者、准助産師等の能⼒構築と家族計画サービス。

アルテミシニン薬剤耐性
対策 

技協・
無償 

マラリア治療薬品質の国家的ベースライン調査の
ためのトレーニング、⻑期残効型殺⾍剤処理済蚊
帳、迅速診断テストキット、マラリア治療薬の供給。

結核対策 
技協・
無償 

多剤耐性結核に焦点を当てた国家結核プログラム
⽀援、HIV/ AIDS と結核重複感染患者の検査、診
断サービス。

HIV/ AIDSの⽀援と予防
技協・
無償 

HIV 感染予防(⾏動変容コミュニケーション、コン
ドーム配布、⾃発的なカウンセリングと検査)、HIV
と共に⽣きる⼈々に対する結核スクリーニングと
治療、性感染症のスクリーニングと予防。

インフルエンザ、新興感
染症対策 

技協・
無償

H5N1(⿃インフルエンザ)のモニターと対応。 

2015
-18 

タ イ 国 際 開 発
協 ⼒ 機 構
（TICA） 

ダウェイ総合病院救急棟
建設計画 

- 
技協・
無償 

救急棟 2 階建て、鉄筋コンクリート造、延べ床⾯積
1,800m2 の建設、及び救急⾞を含む医療器材の供
与。医療従事者の短期トレーニングの実施

出典︓各国、各機関ウェブサイト 
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第2章 プロジェクトを取り巻く状況 

2-1 プロジェクトの実施体制 

2-1-1 組織・人員 

(1) 保健スポーツ省組織 

図 2-1 の保健スポーツ省の組織は、保健省とスポーツ省が統合され、2016 年 5 月より有効となっ

た新組織である。これ以前の組織改正は 2015 年 4 月で、このとき保健担当部局に大きな改正があり、

前組織の保健医療局(Department of Health)が廃止となり、その機能が医療サービス局(Department of 

Medical Services)と公衆衛生局(Department of Public Health)の 2 つの局に分割され、前組織の医学科学

局(Department of Medical Science)が廃止となり人材開発・管理を行う医療専門人材開発・管理局

(Department of Health Professional Development & Management)が新設される等の変更がなされた。 

 

 
出典︓保健スポーツ省資料 
 
 

 

図 2-2 は、本プロジェクトの実施機関である医療サービス局の組織図で 12 の部門から成る。医療

サービス局は、公的医療サービス提供機関全体の運営責任を担っている局であると同時に、民間セク

ターの医療機関の規制や認可、医薬品や医療機材の認可と言った様々な規制や認可も所管している。

本プロジェクト対象である州／地域総合病院に関して、新棟の建設・改築に関する決定、病院運営・

管理マニュアル策定、病院人事に関する決定等、病院の円滑な運営と管理に関する全ての責任を担っ

ている。 

 

図 2-1 保健スポーツ省の組織図 



 

2-2 
 

 
出典︓保健スポーツ省資料 
 
 

(2) DGH の組織 

DGH の組織図及び人員構成、配置状況を図 2-3、表 2-1 に示す。病院職員は、保健スポーツ省に

雇用されている公務員である。本プロジェクト実施に際して、DGH の病院長が本プロジェクト対象

施設及び機材の維持管理及び運用に責任を持つ。 

 

 

 出典︓質問回答(2016 年 1 ⽉実施) 

図 2-3 DGH の組織図 

 

 

図 2-2 医療サービス局の組織図 
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表 2-1 DGH の人員構成と配置状況 

職種 
⼈数

認可数 配置数(充⾜率) 
院⻑ 1 0(0%) 
副院⻑ 1 1(100%) 
上級医(シニアコンサルタント) 17 7(41%) 
下級医（ジュニアコンサルタント） 17 10(59%) 
院⻑助⼿ 1 0(0%) 
⼀般医 69 25(36%) 
看護師 275 173(63%) 
医療技術者 70 56(80%) 
事務職 7 4(57%) 
ワーカー 74 17(23%) 
その他1 62 48(77%) 
合計 594 341(57%) 

出典: DGH 提供資料 
 

DGH の職員認可数に対する配置数の割合は全体で 57%と低いが、ミャンマー国の州／地域総合病

院では平均的な充足率となっており、現在の体制でも、必要最低限の医療サービスの提供が可能な状

況にある。2017 年 6 月時点で、DGH の院長は、タニンダーリ地域の医療サービス局長（Director of 

Medical Service）を兼務している。 

2-1-2 財政・予算 

(3) 保健スポーツ省 

 1) 保健スポーツ省予算の動向 

保健スポーツ省予算の推移(2010-11 年度～2015-16 年度)は図 2-4 のとおりである。保健省予算は

2012-13 年度より伸び、2015-16 年度の保健省予算額の全体は、2012-13 年度の 2.2 倍に伸びている。 

 
百万チャット 

出典︓保健スポーツ省資料(Mirror (Myanmar version) newspaper, 2015 年 5 ⽉ 1 ⽇) 

図 2-4 保健スポーツ省予算の推移(2010-11 年度～2015-16 年度) 

                                                        
1 その他には、秘書、運転手、社会福祉士等が含まれる。 
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 2) 保健スポーツ省予算の内訳(経常予算と資本予算の割合) 

2015-16 年度の経常予算と資本予算の割合を図 2-5 に示す。経常予算(53.5%)の方が若干資本予算

(46.5%)より多い。同年は、資本予算の内、68%は施設整備費に、残りの 32%は機材費に割り当てられ

ている。 

 

出典︓保健スポーツ省資料(Mirror (Myanmar version) newspaper, 2015 年 5 ⽉ 1 ⽇) 

図 2-5 経常予算と資本予算の割合(2015-16 年度) 

 3) 保健スポーツ省予算の内訳(部局別) 

表 2-2 は、保健スポーツ省の 6 つの局及び大臣室に割り当てられた予算額とその割合である。医

療サービス局には全体予算の 67%が割り当てられておいる。保健スポーツ省において同局の予算規

模は最も大きい。 

表 2-2  2015-16 年度の保健スポーツ省各局予算と割合 

 局・室名 
経常⽀出 

(百万チャット) % 
資本⽀出 

(百万チャット)
% 

合計 
(百万チャット) % 

1 ⼤⾂室 1,331.9 0.33 19.5 0.01 1,351.5 0.18
2 公衆衛⽣局 137,837.1 34.20 50,197.7 14.35 188,034.7 24.97
3 医療サービス局 233,914.0 58.00 269,839.8 77.11 503,753.8 66.90
4 医療専⾨⼈材開発管理局 20,523.0 5.09 13,568.2 3.88 34,091.2 4.53
5 医学研究局 2,981.3 0.74 1,649.7 0.47 4,631.1 0.62
6 伝統医療局 4,772.7 1.18 9,568.6 2.73 14,341.3 1.90
7 ⾷品医薬品局 1,721.0 0.43 5,076.8 1.45 6,797.8 0.90
 合計 403,081.0 100 349,920.3 100 753,001.4 100

出典︓保健スポーツ省資料(Mirror (Myanmar version) newspaper, 2015 年 5 ⽉ 1 ⽇)) 
 

 4) 保健スポーツ省医療費支出の内訳(支出対象分野別) 

保健スポーツ省の医療費支出に関して、対象分野別内訳(2008-09 年度～2011-12 年度)を下図に示

す。毎年、全体支出の約 70%が病院への支出であり、病院を除く保健センター等での外来通院サービ

スには、15%前後が割り当てられている。 

経常予算, 

403081.08, 

53.5%

施設整備費, 

238236.5, 68.1% 機材費,

111180.1, 31.8%

資本予算,

349920.3, 

46.5%

百万チャット
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出典︓Health in Myanmar, 2014, MoH 

図 2-6 保健スポーツ省医療費支出対象分野別内訳 

(4) DGH 

DGH の歳入と歳出は表 2-3 及び表 2-4 のとおり。歳入に関して、特に 2013/14 年から 2014/15 年

の伸びが大きい。その要因としては、医薬品が 2013 年以前は CMSD が一括購入し、配布していたの

が、2013 年以降、各病院に医薬品費として予算がつけられ、病院ごとに医薬品を購入するシステム

に変わったことが挙げられる。また、施設の増改築のための予算が増えたことも要因と考えられる。

2016/17 年度の歳入総額が、2014/15 年度水準となっている一因としては、患者負担額が、2016 年か

ら有料ベッドを除いて全て無料となったため、大きい減収につながったものと考えられる。 

歳出に関しては、給料は毎年増加の傾向であるが、その他は、若干の伸びがある程度で、2016/17

年度の事務費、施設維持費等は減少している。医療機材に関しては、中央医薬品供給部（CMSD）か

ら支給されるため、病院での支出はない。 

表 2-3 DGH の歳入(MMK) 

項⽬ 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
政府予算 420,463,751 777,183,743 1,511,171,535 1,768,872,802 1,561,890,282
患者負担 7,578,796 14,632,953 29,809,675 35,707,168 19,675,363

合計 428,042,547 791,816,696 1,540,981,210 1,804,579,970 1,581,565,645
出典︓DGH 提供資料 

表 2-4 DGH の歳出(MMK) 

項⽬ 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
給料 223,578,548 347,875,418 490,386,637 773,658,661 755,395,497
事務費 37,267,863 14,300,790 18,997,810 30,980,076 13,000,775
医療機材費 0 0 0 860,000 0
医薬品費 47,500,000 285,000,000 438,000,000 672,500,000 570,000,000
医療機器⽤消耗品費 2,500,000 15,000,000 40,000,000 40,000,000 30,000,000
電気料 26,985,340 53,438,970 58,047,140 70,319,350 91,032,750
医療機器維持費 250,000 480,000 1,100,000 4,514,300 4,000,000
⾞両維持費 782,000 1,712,000 2,300,000 2,300,000 1,200,000
施設維持費 81,600,000 23,000,000 39,370,930 114,165,000 49,700,000
その他 7,578,796 51,009,518 452,778,693 95,282,583 67,236,623

合計 428,042,547 791,816,696 1,540,981,210 1,804,579,970 1,581,565,645
出典︓DGH 提供資料 
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2-1-3 技術水準 

DGH の主要 5 科（外科、内科、整形外科、産婦人科、小児科）には、臨床経験豊富な専門医（コ

ンサルタント）が配置されており、この他 MBBS2取得後のハウスオフイサー、一般医等が、担当臨

床科のコンサルタントの監督の下、持ち回りで診療活動に従事している。心電図等各臨床科が必要な

生理機能検査については、各臨床科の一般医が行っている。検査室には全体で臨床経験豊富な病理医

1 名、臨床検査技師が 15 名配置されている。経験豊富な臨床検査技師が、生化学・血液学検査、血

液銀行、病理・細菌検査の各セクションに 1 名ずつ配置され、検査報告の精度管理を行っている。画

像診断部には、画像診断医師 1 名、技師 2 名が配置されている。画像診断技師 2 名のうち 1 名は、10

年以上の経験を有し、CT の画像構築等が可能で、MRI の使用経験を有している。本プロジェクトで

計画している機材は、大型画像診断装置をのぞき、現在 MgGH の支援対象科で保有・使用している

ものと類似の機材であり、問題なく取り扱うことが可能である。大型画像診断装置については、画像

構築方法、読影方法等をソフトコンポーネントで指導し、有効活用を促す計画とする。 

 

2-1-4 既存施設・機材 

(5) 施設 

 1) 病院敷地 

DGH の全体敷地は図 2-7 のとおり。病院が所有する土地権利書により、既存病院の敷地はミャン

マー国政府所有のものであり、病院としての土地利用には問題ないことが確認されている。 

                                                        
2 Medicine of Bachelor and Bachelor of Surgery 内科及び外科学⼠ 
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図 2-7 DGH 敷地図 

 2) 既存施設 

DGH の敷地内には、病院建物の他、地域公衆衛生局や職員宿舎等が含まれる。病院建物は、敷地

北側に分散して配置されており、職員宿舎が敷地南側及び北東側に広がっている。主な病院敷地への

出入りは南側道路となり、院長事務棟が敷地中央に、その西側には 50 床新病棟があり、TICA により

建設される救急棟が完成するまで救急外来が仮配置されている。また、その院長事務棟の東側に血液

銀行疫病研究棟が立地している。敷地北側には、病院側より歴史的に保存が望まれている小児科・内

科・整形外科病棟があり、渡り廊下で西側の眼科・耳鼻科・産婦人科病棟及び特別病棟・外科病棟と

繋がっている。CT 棟は、小児科・内科・整形外科病棟の東側に独立して建設されている。既存施設

の概況は表 2-5 のとおり。  
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表 2-5 既存施設の概況 

施設名 建設年 構造/規模 部屋名 状況 
特別病棟・外科
病棟 

1993 年 RC 造/2 階 1 階︓外科病棟、有償
病室 
2 階︓⼿術室、ICU、
有償病室 

1 階は主に外科病棟で、男⼥でエリアが分かれている。男性
外科病棟は⼤部屋 1 つ。有償病室が点在している。有償病室
は個室タイプ。 
2 階は ICU と⼿術部⾨と有償病室。有償病室は多⼈数タイプ
で主に産婦⼈科患者が利⽤している。 

眼科・⽿⿐咽喉
科 
産婦⼈科病棟 

1981 年 RC 造/2 階 1 階︓産婦⼈科病棟
2 階︓眼科病棟、⽿⿐
咽喉科病棟 

1 階は産婦⼈科病棟として利⽤されている。 
2 階は眼科病棟と⽿⿐咽喉科病棟として利⽤されている。病
床稼働率は⾼くない。躯体の⽼朽化はさほど⽬⽴たないが、
外部に⾯する⽊製建具の⼀部は朽ちている。 

眼科⼿術・分娩
棟 

1981 年 RC 造/2 階 1 階︓分娩室 
2 階︓眼科⼿術室 

眼科・⽿⿐咽喉科・産婦⼈科棟から 1、2 階共に渡り廊下で
つながっている。 

⼩児科・内科・
整形外科病棟 

1939 年 RC 造/2 階 1 階︓内科病棟、X 線
室 
2 階︓⼩児科病棟、外
傷病棟 

1 階は内科病棟で建物の東側が⼥性、東側が男性となってい
る。廊下にも病床が設置されている。 
2 階の東側は⼩児病棟、⻄側は外傷病棟となっている。⼩児
病棟は東側階段室エリアも病室として利⽤している。階段は
⻄端、中央、東端と 3 つあるが、利⽤できるのは中央のみで
両端の階段はフェンスで囲われ利⽤できなくなっている。

僧侶病棟 1988 年 RC 造/1 階 僧侶病棟 僧侶専⽤の病棟。⼤部屋１室にベッドが並べられている。患
者は少なく、他病棟に⽐べて病床稼働率は低い。

隔離病棟 2010 年 RC 造/1 階 隔離病棟 結核患者を収容している。
薬品倉庫 1 1990 年 RC 造/1 階 薬品庫 公衆衛⽣局が所有する薬品庫。パッケージ型空調設備がある

が、24 時間稼働はしていない。 
薬品倉庫 2 1990 年 RC 造/1 階 薬品庫 病院が所有する薬品庫。空調設備は付いていない。
薬品倉庫 3 2014 年 S 造/1 階 薬品庫 病院が所有する薬品庫。空調設備は付いていない。
⾎液銀⾏ 
疫病研究棟 

1919, 
1986 年 

組積造、 
RC 造/1 階 

検査部⾨、⾎液銀⾏ 1 階床が周辺地盤より⾼いことから、検体提出の患者は急な
階段を⼿摺無しで登る必要がある。 
停電時、検査の冷蔵庫の電⼒は⾃家発電機でまかなわれる。

院⻑事務棟 1975 年 ⽊造/1 階 院⻑室、事務室、⼤会
議室、リハビリ科、⽪
膚科、⻭科、地域保健
局利⽤

建物中央に中庭があり、各室には外周部からアクセスする。
 

CT 棟 2014 年 RC 造/1 階 CT 室、操作室、待合 CT 専⽤の変圧器と⾃家発電機がある。 
医師宿舎（建設
中） 

2016 年
予定 

RC 造/3 階 医師宿舎 計 16 ⼾を計画している。2016 年 3 ⽉末竣⼯予定だが、⼯
事に遅延が⾒られる。

50 床新病棟 2017 年 RC 造/2 階 病棟 2017 年 4 ⽉時点、施設は完成し、救急・外来棟が仮移転さ
れた。

266 床新病棟 2018 年
予定 

RC 造/5 階 病棟 266 床（⽿⿐咽喉科・眼科病棟、外科病棟、産婦⼈科病棟、
⼩児科病棟、内科病棟）

出典︓調査団作成 

(6) 機材 

1） 画像診断部門 

画像診断部門は小児科・内科・整形外科病棟 1 階にまとまっているものの、2014 年に保健省によ

り配備された 16 スライスの CT のみ別棟で運用されている。同 CT の撮影件数は、週 20 件程度であ

る。急増する交通事故、中でも硬膜外血腫の患者撮影用に、オープン MRI を保健省に申請している

が承認されていない。 

超音波診断装置を 2 台所有している。（2013 年と 2015 年に保健省調達、韓国製。）現在循環器内

科はないため、心臓用セクター走行用探触子は持っていない。一般 X 線撮影装置 2 台が稼働してい
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る。CR（Computed Radiography: コンピューティッドラディオグラフイー：画像処理ユニット）装置

等デジタル化する装置は保有していないため、暗室で手現像している。 

表 2-6：画像診断部門の主な現有機材 

機材名 数量 稼働状況ほか
CT スキャナー 1 16 スライス、⽇本製、2014 年。
⼀般 X 線撮影装置 2 1988 年調達分は⽼朽化しており修理中。2014 年調達の⽇本

製は継続使⽤可能。
超⾳波診断装置 2 韓国製、2013 年、2015 年調達。
移動式 X 線撮影装置 1 2010 年調達、イタリア製。
出典︓調査団作成 

2） 検査部門 

病理検査、組織学検査、血液学検査、生化学検査、輸血部に分けられ各部の機材の配備状況は下表

の通りである。輸血用血液の選別は迅速テストで行っており、ELISA 装置等を用いた検査は試薬が調

達されていないため、行われていない。同部門は 2015 年の保健省予算で多くの機材を受領しており、

新しい機材を中心に、機材の在庫品目リストの作成、また、機器そのものにも製造会社・形式名・供

与先・使用開始年等の情報を直接記載する等、機材の維持管理に意欲的である。 

表 2-7：検査部門の主な現有機材 

分野 機材名 数量 稼働状況ほか 

⽣化学・⾎液学 

全⾃動⽣化学⾃動分析装置 1 継続使⽤可能。2015 年調達。 

半⾃動⽣化学⾃動分析装置 1 継続使⽤可能。 

電解質分析装置 1 継続使⽤可能。 

蒸留⽔製造装置 1 継続使⽤可能。 

分光光度計 2 2015 年調達。英国製 

⾎球計数装置 1 2015 年調達。⽶国製 

遠⼼分離機 3 継続使⽤可能。 

⾎液凝固計 1 継続使⽤可能。 

⾎液ガス分析装置 1 継続使⽤可能。 

顕微鏡 1 継続使⽤可能。 

ELISA 装置 1 2014 年調達。 

解凍⽤ウォーターバス 1 継続使⽤可能。 

CD4 ⾎液検査機 1 継続使⽤可能。 

ヘマクリット遠⼼分離機 1 継続使⽤可能。 

病理検査 

全⾃動染⾊装置 1 継続使⽤可能。 

遺伝⼦検査器 1 継続使⽤可能。 

遺伝⼦検査器⽤コンピューター 1 継続使⽤可能。 

遺伝⼦検査器⽤プリンター 1 継続使⽤可能。 

パラフィンバス 1 継続使⽤可能。 

ティッシュープロセッサー 1 継続使⽤可能。 

ミクロトーム 1 継続使⽤可能。 

ホットエアーオーブン 1 継続使⽤可能。 

冷蔵庫 1 継続使⽤可能。 

解凍⽤ウォーターバス 1 継続使⽤可能。 

微⽣物検査 インキュベーター 1 継続使⽤可能。 
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オーブン 1 継続使⽤可能。 

安全キャビネット 1 継続使⽤可能。 

顕微鏡 1 継続使⽤可能。 

尿分析器 1 継続使⽤可能。 

冷蔵庫 1 継続使⽤可能。 

⾼圧蒸気滅菌器 1 継続使⽤可能。 

遠⼼分離機 1 継続使⽤可能。 

輸⾎部 

⾎液銀⾏冷蔵庫 3 稼働、⾎液バッグの保管⽤に使⽤。 

冷凍庫 2 継続使⽤可能。 

マイクロピペットセット 1 継続使⽤可能。 

顕微鏡 1 継続使⽤可能。 

⾎漿解凍⽤恒温槽及び攪拌機 1 継続使⽤可能。 

⾎清⽤遠⼼分離機 1 2012 年調達。稼働。 

プラズマ遠⼼分離機 1 2015 年調達。 

冷凍遠⼼分離機 1 2015 年調達 2 台、2010 年 1 台、良好に稼働 

ドナーベッド 2 継続使⽤可能。 

ヘモグロビンメーター 1 継続使⽤可能。 

バッグシェーカー 2 継続使⽤可能。 
診療机と椅⼦ 1 継続使⽤可能。 
⾎液成分分離器 1 継続使⽤可能。 
⽩⾎球カウンター 1 継続使⽤可能。 

出典︓調査団作成 

3） 手術部門 

手術部門は、メジャー手術室 2 室、マイナー手術室 1 室、感染患者用手術室 1 室から構成されてい

る。平均手術件数は 10-15 件/日で、繁忙期は約 30 件/日の手術が行われる。近年、麻酔器や患者モニ

ター等が保健省から配備されたが、手術台等基礎的機材の老朽化が目立つ。また、シャウカステンは

保有しておらず、手術室の窓に吊るした診断画像を、執刀医が術中に窓際まで移動し確認することで

対応している。手術室無影灯のうち 2 台は 2016 年に更新されたが、残りの 2 台は 20 年以上前の型

式のものを継続使用しており、ハロゲン球の交換がなされないまま使用している。 

滅菌器については、ケロシン/ガス式のドラム缶縦型滅菌器（容量 80L～100L 程度）、50L の高圧

蒸気滅菌器（電気式）、煮沸消毒器の 3 種を保有しているが、十分な容量とは言い難い。ドラム缶縦

型滅菌器は老朽化が進んでいるため、非常時にのみ使用している。全体的に、洗濯・滅菌という院内

感染防止のための基礎的機材が不足している。 

医療ガスは、酸素と笑気の中央配管システムが設置されているが、酸素のみ同システムを利用して

おり、笑気は持ち運び型のボンベで運用している。 

表 2-8：手術室の主な現有機材 

機材名 数量 稼働状況ほか
⼿術台 4 電動式。中国製、⽼朽化が⽬⽴つ。
無影灯 2 ⼀部電球の⾊が異なる、点灯しない等⽼朽化が⽬⽴つ。機齢

20 年以上。
無影灯 2 2 灯式、2016 年に調達され、2017 年より使⽤を開始 
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⿇酔器（⼈⼯呼吸器付き） 3 ⿇酔器本体に問題はないが、酸素センサー不良あり。CMSD
に酸素センサーの交換を依頼中。2015 年ベルギー製。2013
年ドイツ製。

帝王切開⼿術セット 2 10 年以上使⽤。
電気メス 3 中国製。2012 年。継続使⽤可能。
患者モニター 6 2012 年⽇本製、2016 年スペイン製。継続使⽤可能。 
吸引器 1 中国製。稼働状況は良くない（吸引⼒低下） 
外科⽤ X 線 TV システム 1 ドイツ製、2015 年調達。整形外科、外傷患者に使⽤。 
除細動器 1 2016 年調達。未使⽤。
⼿術⽤顕微鏡 1 ⽿⿐咽喉科⼿術⽤。継続使⽤可能。
滅菌器 2 ケロシン／ガス式ドラム⽸縦型滅菌器は⽼朽化が著しく、継

続使⽤は難しい。 
⽇本製⾼圧蒸気滅菌器（50ℓ）は 1 ⽇ 2-3 回転使⽤。 

煮沸消毒器 1 鋼製⼩物を煮沸消毒するために使⽤。継続使⽤可能。 
出典︓調査団作成 

4） ICU 

ICU ベッド 2 床に加え、一般ベッドが 4 床追加配備されている。常駐対応可能な看護師が不足して

いることから、ICU 利用の患者は稀である。配備されている患者モニター、人工呼吸器等は老朽化が

目立ち、ICU として機能するための基礎的機材が不足している。 

表 2-9：ICU の主な現有機材 

機材名 数量 稼働状況ほか
患者モニター 2 2012 年⽇本製、2010 年中国製。
点滴スタンド 2 継続使⽤可能。
ICU ベッド 2 マニュアル操作、1 クランク、2015 年調達。 
⼀般ベッド 4 ⼿動式、⽼朽化はしているものの継続使⽤可能。 
輸液ポンプ 1 継続使⽤可能。2014 年調達。
シリンジポンプ 2 2010 年、2014 年調達。
吸引器 1 継続使⽤可能。
酸素加湿器流量計 2 継続使⽤可能。
⼈⼯呼吸器 2 成⼈⽤、⽼朽化している。
出典︓調査団作成 

5） 救急外来 

専門外来と併設した救急外来は 24 時間体制にて運営しており、1 日の平均患者数は 40 人ほどであ

る。10 床のベッド数に対し、病床稼働率は 60％程度である。救急部門には応急処置程度の手術器具

を所有しており、処置した後に各専門の科に患者を送る。 

表 2-10：救急外来の主な現有機材 

機材名 数量 稼働状況ほか

⼼電計 
1 2013 年中国製。印刷紙が 3 ヶ⽉以上、⼊⼿できていないた

め、現在はモニターで測定結果を⾒ている。 
吸引器 1 2012 年。継続使⽤可能。
診察ベッド 3 内 2 台は⽊製の⼿作り。
酸素濃縮器 2 継続使⽤可能。2011 年調達。
除細動器 1 ⽶国製、2014 年調達。
⾞いす 7 継続使⽤可能。専⾨外来と共有。
薬保管⽤冷蔵庫 1 継続使⽤可能。
卓上滅菌器 1 継続使⽤可能。2014 年調達。
出典︓調査団作成 
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6） 産婦人科・分娩部門 

分娩部門は、健診室・陣痛室・分娩室から構成されている。健診場所には胎児心拍陣痛計(CTG)や

超音波診断装置の配備がなく、内診を中心に分娩の進行を把握している。陣痛促進剤は使用している

が、輸液ポンプや医薬品冷蔵庫は配備されていない。産婦人科病棟には、体験型出産シミュレーター

が 3 台配備されており、子宮内の遺残物の除去や鉗子分娩等の看護師向け緊急産科ケアの訓練に用

いられている。陣痛中の胎児心拍は胎児心拍用聴診器で、陣痛強度は触診等で確認している。主な保

有機材は以下の通りである。 

表 2-11：分娩部門の主な現有機材 

機材名 数量 稼働状況ほか
分娩台 3 ギア式、稼働
吸引器 3 中国製
滅菌ドラム 5 使⽤可能
新⽣児蘇⽣ベッド 1 ⽊製・⼿作り、蛍光管で保温している、稼働 
陣痛ベッド 4 アジア製＊1、稼働
点滴スタンド 3 アジア製＊1、稼働
健診台（産前健診⽤） 1 アジア製＊1、稼働
体験型出産シミュレーター 3 良好稼働、異常分娩の練習に⽤いている。
＊1（インドネシア、タイ、ミャンマー等） 
出典︓調査団作成

 

7） 小児科・新生児ユニット 

小児科病棟には、小児用ベッド、点滴スタンド、医薬品冷蔵庫、体重計、診断セット、器械台車、

器械戸棚等の基礎的機材が配備されているが、老朽化が目立つ。現在脳波計、筋電計は保有していな

いが、これらの検査が必要な患者は月に 1～2 例で、ヤンゴンに紹介・搬送している。新生児ユニッ

トは、重症児室・軽症児室に分けられているが、十分なスペースが確保できておらず、院内出産児と

院外出産児を別室で看護するという病院側の方針に対して、現在は保育器を分ける程度の運用で対

応している。重症黄疸児の全血交換は、専用の機材がないため手動で行っている。East west meet 

program という NGO の支援を受けており、CPAP（持続性気道陽圧）装置を 2 台受け入れ予定となっ

ている。主な保有機材は以下の通りである。 

表 2-12：新生児ユニットの主な現有機材 

機材名 数量 稼働状況ほか
閉鎖型保育器（重症児⽤） 4 ⽶国製、近年調達、良好
開放型保育器（重症児⽤） 2 2012 年調達、良好に稼働
酸素濃縮器（重症児⽤） 1 問題なく継続使⽤可能
閉鎖型保育器（軽症児⽤） 6 近年調達、良好
開放型保育器（軽症児⽤） 4 近年調達、良好

光線治療器（軽症児⽤） 11
LED は 2 台、蛍光管 3 台、2 台は上下から治療可能なタイ
プ、現地製造品(⽊製・蛍光管)4 台、すべて稼働 

ベビーコット（軽症児⽤） 10 稼働、使⽤頻度は低い
新⽣児体重計 2 1 台は 2016 年供与デジタル、1 台は⽼朽化 
⻩疸計 1 ⽇本製、⽼朽化しているが稼働
ヘマトクリット遠⼼機 1 ⽼朽化しているが稼働
出典︓調査団作成 
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8） 外科 

外科病棟は、病室・処置室から構成されている。術後患者についても ICU での呼吸管理が必要な

患者が少ないため、同病棟での看護を基本としている。病棟機材は全般的に老朽化が進んでいる。現

在、内視鏡は保有しておらず、門脈圧亢進症、肝硬変等の内視鏡検査のためにヤンゴンへの移送件数

は月 1 件程度である。また、急性硬膜外血腫のヤンゴンへの移送件数は月 2～3 件となっている。2 名

の脳外手術訓練を受けた医師がおり、患者容態が安定している場合はヤンゴンへ、緊急の場合はここ

で執刀している。主な保有機材は以下の通りである。 

表 2-13：外科病棟の主な現有機材 

機材名 数量 稼働状況ほか
ベッド 60 アジア製、⽼朽化が進んでいる

点滴スタンド 40
台数が⾜りていないため、⽊の棒等で代⽤している。多くは
⽼朽化が進んでいるが、継続使⽤可能

処置台 1 アジア製＊1、クランク無し
器械⼾棚 1 アジア製＊1、継続使⽤可能
縫合台⾞ 1 アジア製＊1、継続使⽤可能
＊1（インドネシア、タイ、ミャンマー等） 
出典︓調査団作成 

 

9） 整形外科 

病棟は男女に分かれており、それぞれに老朽化した病棟ベッド、ベッドサイドロッカーが配置され

ている。整形外科では点滴スタンドはないが、輸液・補液が必要な患者は少ない。けん引ベッドは配

備されておらず、他の病棟と同じ一般ベッドが配置されている。ナースステーションには、器械戸棚

2 台、縫合台車 3 台が配備されている。 

10）眼科 

眼科専用の手術室を保有しており、メジャー1 室、マイナー1 室がある。簡易な手術道具のみを保

有し、白内障の手術等を行っている。外来診療室は 2 室あり、各部屋には、視力検査チャート、スリ

ットランプ 2 台、眼圧計 1 台とレーザー治療器、眼科器具セット等を保有している。 

表 2-14：眼科の主な現有機材 

機材名 数量 稼働状況ほか
⼿術台 2 電動式。中国製。
無影灯 2 オーストラリアの NGO により供与。継続使⽤可能。 
滅菌器 1 継続使⽤可能。
⽔晶体⼿術器 1 眼科⽤。2015 年調達。継続使⽤可能。
⼿術顕微鏡 1 眼科⽤。2006 年調達。⽇本製。
卓上滅菌器 2 20L 程度の器具滅菌専⽤、稼働
煮沸消毒器 1 稼働
スリットランプ 2 2 台とも継続使⽤可能
眼圧測定器 1 ⽇本製、稼働、近年調達
レーザー装置 1 ドイツ製、近年調達
出典︓調査団作成 

11）耳鼻咽喉科 

耳鼻咽喉科の外来診療室には、簡単な器具のみが配備されており、十分な診断を行うには困難な状

況にある。病棟には、木製の病棟ベッドとベンチが配置されているが、利用頻度は低い。以前は、眼
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科手術室に隣接した場所で手術を行っていたが、現在は外科や整形外科と同じメイン手術室で手術

を行っている。 

12）精神科 

入院病棟の一角で外来診療を実施している。聴診器・血圧計等の基礎的診断機材の配備はない。外

来患者には口頭のテストを行う。アルコール依存・薬物依存患者が増加傾向にある。病棟は男性病床

4 床、隔離病床 1 床、女性病棟 2 床の計 7 床を保有する。ベッドとベッドサイドキャビネットは木製

で、老朽化が目立つ。 

13）歯科 

現在 2 名の歯科医が勤務し、歯科用手術セットを保有しており抜歯等のマイナーな手術のみ実施

している。近年調達された歯科ユニット 2 台は中国製のもので不具合が多いため使用していない。卓

上滅菌器で器具滅菌を行っている。 

14）理学療法（リハビリテーション） 

主に高血圧や脳卒中等の入院患者の利用数が多く、トレッドミル、エルゴメーター等の下表に示す

基礎的リハビリ機材を有する。小児脳性麻痺患者はバランスボール等の運動療法を適用している。 

表 2-15：リハビリ部門の主な現有機材 

機材名 数量 稼働状況ほか
クライオセラピー 1 近年調達、稼働、外傷患者に⽤いる
⼿⽤リハビリ機器 1 ⽼朽化しているが稼働、外傷患者⽤
超短波治療器 1 2016 年 1 ⽉供与、新しい、良好
エルゴメーター 1 ⽼朽化しているが、稼働
トレッドミル 1 肺疾患患者のリハビリに⽤いる、稼働
下肢訓練機 1 良好
⾚外線治療器 2 痛みのある部分を温めて治療する、稼働
電気治療器 1 痛みの緩和に⽤いる、最も利⽤頻度が⾼い、良好 
出典︓調査団作成 

 

15）剖検・遺体安置所 

解剖室には解剖台が 1 台設置されており、交通事故や死因が不明な患者の解剖を行っている。警察

が関与するケースでの解剖が多い。現在、法医学室には医師の配置がなく、各担当医が解剖を行って

いる。必要に応じ患者から細胞を採取し、臨床検査室で病理検査を実施している。遺体安置所には、

近年スペイン製の 6 体保管用の遺体用冷蔵庫が据え付けられたが、使用は開始されていない。遺体は

ダウェイ市が回収し火葬している。 

16）焼却炉 

医療廃棄物は、臓器、針やプラスチック系ごみ、それ以外の 3 つに分類した上で、院内の奥の敷地

に設置された焼却炉で一日 3 回焼却されている。焼却炉はレンガ造でダイオキシン対策等はなされ

ていない。 
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2-2 プロジェクトサイト及び周辺の状況 

2-2-1 関連インフラの整備状況 

(1) 交通・アクセス道路 

敷地南側のホスピタルロード(Hospital Road)が主要なアクセス道路であり、幅員 6m の舗装道路で

ある。敷地西側から北側を取り囲むように幅員 4m のアウン・カイ・マ―・ロード(Aung Khay Mar 

Road)がある。病院敷地の出入口は南側にメインエントランスが 1 ヵ所、西側にサブエントランスが

1 ヵ所の計 2 か所である。患者及び患者家族は主にバイクやバイクタクシー等で来院する。 

(2) 電力 

11ｋV の高圧線で病院敷地北側 1 カ所より引き込まれ、敷地内の 2 カ所に設置されている変圧器

で受電を行っている。変圧器容量は 315kVA×1 台（建物内供給）、315kVA×1 台(CT 専用)である。変

圧器より 230～400V に降圧され各建物に供給されている。電圧は 145～230V と変動しており、不安

定である。 

非常用発電機は、敷地内に分散して 4 台設置されている。発電機容量は 200kVA×1 台(CT 専用)、

5.5kW×1 台(手術室)、10kVA×1 台(検査室専用)、及び 85.43kW×1 台である。 

(3) 電話 

電話回線を 3 回線院長事務棟の電話交換機室に引込んでいる。引込んだ 3 回線は最大 32 系統に分

岐可能な PBX を介して各電話機端末と接続されている。 

(4) 給水 

病院は井水を水源としている。井戸より受水槽へ貯水後、高架水槽へ揚水し重力式にて各建物に供

給している。 

飲料水、検査用水は市販の精製水を使用し、それ以外の用途については全て井水を利用している。 

(5) 排水 

建物毎に小型浄化槽を設け地中へ浸透させる排水方式を採用しているが、浸透処理が順調に機能

しておらず年に 2～3 回のくみ取りを行っている。雨水排水については、建物周囲に側溝はあるもの

の、敷地外水路までの経路は無く、途中で地中浸透となっている。敷地外の水路は、乾季においては

水が無い状態となっており、常時水のある最寄りの河川までには土砂による閉塞部が多く見られる。 

 

2-2-2 自然条件 

(1) 地形 

ダウェイ市はミャンマー国で最南端に位置するタニンダ―リ州の州都である。西にはアンダマン

海、北、東、南の三方は山に囲まれている。タイの国境に極めて近く、東側の山脈を越えるとタイ国

となる。 

(2) 地質 

表層は赤褐色の粘性土であり、その下は砂質粘土となっている。約5m以深でシルト質砂層となる。 
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(3) 水質 

既述のとおり DGH の主たる水源は井水である。同様に、本プロジェクトの水源も井水と想定され

ることから、井戸を試掘し揚水量を調査した。試掘井(直径 0.15m、深度 37.5m 程度)の孔内の静水位

は、地盤面から 4.6m であった。揚水量調査から、井戸 1 本当たり毎分 128L 程度の供給量が見込ま

れるという結果を得た。試掘井の水質については、pH と鉄の含有量が WHO の飲料水基準(1993)の許

容範囲外であった。試掘井の主な水質検査項目の結果は表 2-16 とおり。 

表 2-16 主な水質検査項目 

検査項⽬ 試掘井⽔ WHO 飲料⽔基準(1993) 
pH 5.6 6.5－8.5 
⾊度 :TUC ０ 15 
濁度 :NTU 16 5-25 
全硬度 :mg/L 12 500 
ヒ素:mg/L 検出されず 0.01 
鉄:mg/L 0.43 0.3 
マンガン:mg/L ０ 0.05 
塩化物(塩素):mg/L ７ 250 
硫化塩:mg/L ０ 200 
全固形物:mg/L 38 1,500 

(4) 気候 

乾期には降雨がほとんどないが、5 月～10 月の雨期は降雨量が非常に多く、ミャンマーの中で最も

雨の多い地域であり、世界的に見ても有数の多雨地帯である。ダウェイ市内にある気象台より入手し

た気象データを表 2－17 に示す。 

 

表 2-17 ダウェイ市の気象データ 

2015 1 ⽉ 2 ⽉ 3 ⽉ 4 ⽉ 5 ⽉ 6 ⽉ 7 ⽉ 8 ⽉ 9 ⽉ 10 ⽉ 11 ⽉ 12 ⽉
最⾼気温(℃) 35.0 36.5 38.0 38.0 36.8 35.0 33.5 33.0 33.7 34.5 35.8 35.6
最低気温(℃) 12.4 12.5 18.5 16.8 21.5 20.0 22.0 21.5 22.0 20.0 21.0 16.5
降⾬量(mm) 36 0 13 100 487 993 979 1093 774 309 97 27
相対湿度(%) 91 95 95 95 97 97 98 98 98 96 94 94
主⾵向 北⻄ 北⻄ 北⻄ 北⻄ 北⻄ 北⻄ 南⻄ 南⻄ 南⻄ 南⻄ 北東 北東
降⾬
⽇数 

1.0mm< 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
1.0mm≧ 0 1 5 14 22 31 28 25 15 4 2 1

⾵速(m/s) 7.7 7.7 7.7 10.3 9.3 7.7 7.7 7.7 12.9 7.7 7.7 7.7
・最⾼乾球温度︓38.0℃ 15th.April.16
・最低乾球温度︓12.4℃ 3rd.Jan.16 
・最⼤⽇降⾬量︓139mm/⽇ 12th.Sep.15 
・瞬間最⼤⾵速  ︓18.0m/s  

出典︓ダウェイ気象台 

(5) 自然災害 

 1) 洪水 

ダウェイ川付近の標高の低い場所では、雨期に毎年２回から３回洪水が起きている。しかし被害は

一部の地域であり、限定的である。また、住民に対して大きな被害とはなっていない。ダウェイ気象

台では、これらの自然災害に対して記録は残していない。DGH のあるホスピタルロード(Hospital 

Road)付近は標高が高い場所に立地していることから洪水は発生していない。 
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 2) サイクロン 

DGH が立地する地区は一般的なダウェイはサイクロン経路から外れているため、サイクロン上陸

による直接的な被害は記録されていない。 

 3) 地震 

ミャンマーの地震ゾーンマップ 2012 によると、DGH 周辺の表面最大加速度はおよそ 0.31～

0.4m/s2(g)（重力加速度）で、改メルカリ震度階級によるⅧ～Ⅸ相当の地震が起こりうるとされてい

る。 

2-2-3 環境社会配慮 

(1) 国際協力機構「環境・社会配慮ガイドライン」のカテゴリー分類 

今回の調査によってプロジェクトサイト内で配慮を要する環境社会面での懸案項目は検出されず、

環境や社会への望ましくない影響は最小限かほとんどないと判断されるため、独立行政法人国際協

力機構環境・社会配慮ガイドラインのカテゴリー分類は「C」となる。 

(2) ミャンマー国の環境保護法 

ミャンマー国の環境保護法は国会承認を経て、2015 年に運用が開始された。同法ガイドラインに

よれば、まず保健スポーツ省が計画提案書を同法を所管する天然資源環境保全省(MoNREC)に提出し、

IEE(初期環境評価)のみが必要か、IEE に加えて EIA(環境影響評価)が必要かの MoNREC の審査を経

て、それぞれの評価法に規定された手続きを保健スポーツ省が行う必要がある。また、IEE や EIA の

必要性に係る審査とは別に、MoNREC は EMP(環境管理計画)の作成を保健スポーツ省に課す場合も

ある。EMP が策定された場合、プロジェクト実施段階では EMP に基づいてプロジェクト運営が行わ

れているかどうかを、保健スポーツ省が第三者機関に依頼してモニタリングすることが義務付けら

れている。 

同法ガイドラインによると、病院建設を実施する場合は、規模にかかわらず少なくとも IEE の提出

が必要とされている。 

2-3 その他(グローバルイシュー等) 

タニンダーリ地域の世帯電気普及率は 8.09％3と全国一低く、貧困率も 32.6％にのぼる。本プロジ

ェクトで同地域の中核病院である DGH の機能強化を図ることは、貧困層の医療サービスの利用促進

につながり、以って貧困削減に寄与することが期待される。 

 

                                                        
3 Integrated household living conditions assessment 2009-2010, MoH 
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第3章 プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクトの概要 

(1) 上位目標 とプロジェクト目標 

ミャンマー国の保健医療体制のうち、州／地域総合病院は、地方医療における中核的役割を担って

いるものの、施設・機材の老朽化等に起因する機能不全により、求められる医療サービスを適切に提

供できない州／地域が少なくない。このため、州／地域総合病院レベルにおける保健医療体制の強化

は、同国において急務とされている。 

かかる状況を改善するため、保健スポーツ省は、長期保健計画として「ミャンマー保健ビジョン

2030 (Myanmar Health Vision 2030)」を、短期的な保健計画については、長期保健計画の 5 年毎の

達成目標を示した「国家保健計画 2017-2021」を策定しており、医療の質の向上について、施設の整

備、十分な保健医療人材・物資（機材・医薬品等）の配置及び研修による人材育成等によって、病院

におけるサービスの質の向上を目標としている。 

ミャンマー国の最南端に位置するタニンダーリ地域の中核病院である DGH は、東南アジア最大級

の工業団地の開発が見込まれるダウェイ経済特区から 20km 圏内に位置しており、今後同経済特区

の大幅な人口増加が予想されることから、医療サービスの質的・量的改善が求められている。しかし

ながら、DGH は、施設・機材の破損や老朽化により、検査、診断、手術の提供機能が弱く、増加す

る患者に十分対応できておらず、必要な手術を受けることができない患者も見られる。DGH の平均

外来患者数は 2013 年の 85.0 名／日に比べ 2016 年は 233 名／日と約 2.74 倍、平均入院患者数も

194 名／日から 292 名／日と同期間に約 1.51 倍に増加している。また、手術件数についても増加の

一途を辿っており、2013 年の 2,723 件に比べ 2016 年度は 4,354 件と約 1.6 倍となっている。また、

患者やスタッフの移動動線が整備されておらず、救急患者の院内での移動に時間を要するなど適切

なサービスの提供が困難な状況になっている。 

本プロジェクトは、地域における中核病院である DGH の施設・機材の整備を通じて、同地域にお

ける保健医療サービスの向上を図り、もって国民の生活向上および健康改善に寄与することを目標

とするものであり、上記政策及び計画を実現する方策として位置付けられている。 

(2) プロジェクトの概要 

本プロジェクトは上記目標を達成するため、DGH の既存敷地内に救急患者の適切な処置を行うた

めの手術部門の整備と外来・入院患者の両方が利用する生理機能検査・画像診断・臨床検査機能を集

約化した新棟を建設し、保健医療サービスに必要な医療機材供与を行うものである。 
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3-2 協力対象事業の概略設計 

3-2-1 設計方針 

3-2-1-1 基本方針 

本プロジェクトの準備調査に係る調査団を JICA は 2016 年 1 月から 2017 年 7 月に亘って派遣し

た。協議の結果、表 3-1 の基本理念に基づき病院整備を実施することが確認された。 

表 3-1 病院整備の基本理念 

基本理念 備 考 

患者中⼼の医療を実践するユニバーサルデザイン 患者負担の少ない動線計画、バリアフリーの実現等 

病院整備基本構想に基づく計画 将来の病院像を⾒通した上での、緊急性が認められる部⾨へ適切な⽀援

⼈材育成に適した教育環境 医学教育に供する施設や機材を計画に含める 

防災に配慮した施設計画 
⽕災発⽣時における各居室からの⼆⽅向の避難経路の確保、災害発⽣時
の⽔や電⼒等の最低限の⾃給、耐震設計等 

 

なお、プロジェクトサイトの選定に際しては、表 3-1 の基本理念に「病院整備基本構想に基づく

計画」とあるとおり、既存施設を含めた DGH 全体としての病院機能強化に資する位置及び規模を確

保する。医療機材の選定に際しては、本プロジェクト対象施設で想定される医療サービスに必要不可

欠な機材のうち、施設への据え付けが必要となるものを検討対象とする。 

3-2-1-2 自然条件に対する方針 

(1) 気温・日射対策 

年間を通して最高気温が 33℃～38℃と高温のため、外部環境からの熱負荷の主因である太陽光の

室内への直射の抑制に配慮した施設計画とする。具体的には、半屋外の回廊を建物外周部に設け、日

除けとなる垂れ壁等を適宜設置し、直射日光を抑制する。また屋根面に断熱層を設け、屋内への熱負

荷を軽減させる。 

(2) 降雨対策 

雨期にあたる 6 月～8 月は降雨量がおよそ 1,000 ㎜/月と極端に多いことから、排水に考慮した施

設計画とする。具体的には計画地盤をかさ上げし、建物周囲には雨水側溝を廻し、雨水が速やかに排

水される計画とする。 

3-2-1-3 社会経済条件に対する方針 

ミャンマー国では、病院での日常生活支援や看護のため患者の付き添いに家族が大勢で来院する

ことが一般的であり、病院のホールや廊下等で多くの患者家族等が待機している。本プロジェクトで

は、ミャンマー国の慣習に倣い、待合スペースを十分に確保する計画とする。 

3-2-1-4 建設事情／調達事情若しくは業界の特殊事情／商習慣に対する方針 

(1) 建設事情に対する方針 

ミャンマー国において、建築に係る建築基準法等の法令は、現在整備途上であり、未だ施行はされ
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ていない。本プロジェクトでは、この整備中の法令案若しくは日本の法令に準じた施設計画を基本と

する。また、建設工事の開始には、タニンダーリ地域開発委員会による建設許可が事前に必要となる

ことから、当該許可申請手続きは、保健スポーツ省が主体となって速やかに実施することを確認した。 

(2) 調達事情に対する方針 

主要建設資機材は全て現地製品及び現地代理店を通じてアセアン諸国及び中国からの輸入品が現

地市場で容易に調達可能である。これらの主要建設資機材は、本プロジェクトで必要とされる品質を

十分備えていることから、本プロジェクトでは、これら現地調達資機材の調達を基本とする。 

医療機材の調達は、我が国の無償資金協力の原則に則り、現地または日本製品の調達を基本とする。

入札の際に競争が阻害されると考えられる医療機材については、第三国製品の調達も検討する。 

3-2-1-5 現地業者の活用に対する方針 

ミャンマー国では、公的機関や民間企業が現地の施工会社を活用しながら、多くの施設建設工事を

実施している。また、日本を含む多くの外国からの支援案件においても、これらの施工会社を活用し

ていることから、本プロジェクトの品質を確保した上で、現地業者を活用することは十分可能である

と考えられる。現地で一般的な構造形式、工事実績のある仕上げ材や設備の採用を基本とし、現地業

者が本プロジェクトに参画可能な計画とする。 

3-2-1-6 運営・維持管理に係る対応方針 

DGH の施設管理の現状を勘案し、現地で一般的でない高度な維持管理技術を要する設備やシステ

ムの採用は極力避ける方針とする。また、日常的な保守が必要となる設備機器については、保守管理

費が運営上の負担とならないよう配慮して、消耗品や保守部品の入手の容易さを優先しながら選定

する方針とする。 

医療機材については、現地代理店の技術者で保守サービス可能な範囲の機材を基本とし、医療機材

維持管理向上及び供与する画像診断機器活用のためのソフトコンポーネントを実施することで、調

達機材の適切な維持管理の実施を促進する計画とする。 

3-2-1-7 施設・機材等のグレードの設定に係る方針 

施設グレードについては、ミャンマー国における類似例や日本の支援により建設された病院等を

参考にしながら、医療施設としての耐久性、維持管理の容易さを優先し設定することを基本とする。 

医療機材グレードは、類似病院における機材の活用状況を考慮し、求められる医療サービスの提供

に過不足のない機能を備える程度とする。また、医療機材のモデルチェンジの頻度、計画時点から実

際の納入までの時間差を考慮し、運用段階において計画機材が早期に陳腐化しないよう計画時点に

おいて可能な限り新しい型式を採用する方針とする。 

3-2-1-8 工期に係る方針 

建設工期の設定にあたっては、地方都市における労務者確保の難度、雨期による作業進度への影響

等、現地事情を考慮する。また、軟弱地盤で杭工事が必要となることを考慮した工期を見込む方針と

する。 
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3-2-2 基本計画(施設／機材計画) 

3-2-2-1 要請内容の検討 

(1) 病院整備基本構想の策定 

 1) 病院全体の課題 

DGHはダウェイ経済特区の保健医療ニーズの受け皿として期待されており、医療サービスの質的・

量的改善が求められている。また保健スポーツ省は、2016 年に DGH の認可病床数 200 床1を 500 床

に増床し、現在の疾病傾向に対応した専門臨床科を追加することを決定した。このようなことから

DGH においては地域中核病院の機能として、近年罹患率が増加傾向にある虚血性心疾患や脳血管疾

患などの非感染性疾患の診断まで対応することと、病床数の増床による患者の増加に対応するため、

診療機能の強化と診療空間の確保が重要となる。 

DGH では開院以来、施設の増改築が行われてきたものの、患者動線や医療従事者の動線が配慮さ

れおらず、無秩序に各棟が建てられた結果、救急患者及び外来患者の診療動線の確保、術後患者の動

線の確保等が困難な状況となっている。特に画像診断部門が現在の救急外来から遠く離れた場所に

位置しているため、緊急時の CT 撮影、さらには外来患者の一般撮影・超音波検査も困難な動線とな

っている。（図 3-1 参照） 

2 次病院では、救急患者の適切な処置を行うための救急部門と手術部門の整備、外来・入院患者の

両方が利用する生理機能検査・画像診断・臨床検査の集約化を図ることが重要である。また DGH で

はこれらの部門の施設・機材共に老朽化が著しく、医療サービスの提供に支障をきたしている。この

ことから、本プロジェクトでは、これらの部門への支援・整備が重要であると判断した。なお、救急

部門については TICA による救急棟の整備2が進められており、同救急棟と連携した計画とする。 

                                                  
1 認可病床数は 200 床であるものの、2016 年現在、実際の稼働病床数は 370 床である。 
2 救急部⾨整備の⼀環として、2015 年に DGH の医療従事者がタイ国にて研修を⾏う⽀援が実施された。施設及び機材の整備

も順次進められる計画である。 



 

3-5 

 

 
図 3-1 DGH の患者の動線 

2016 年 3 ⽉時点 

 
2017 年 4 ⽉時点 

※本準備調査は⽇本側協⼒対象範囲策定に関係する
TICA が整備する救急棟の建設計画の確定に時間を
要したことから、2016 年 8 ⽉〜2017 年 2 ⽉の間中
断することとなった。この間、保健スポーツ省は既存
の外来棟とその北側にあった精神科病棟を撤去し、そ
の跡地に 266 床新病棟の建設に着⼿した。既存の救
急外来の機能は 2017 年に竣⼯した 50 床新病棟に移
転された。救急患者及び外来患者の診療動線、救急患
者の画像診断部⾨への搬送動線は依然として⻑い。 
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 2) TICA 支援による救急棟との連携 

DGH では 2015 年より TICA が救急分野にかかる支援を行っており、TICA が救急棟の整備を行

う計画があった。2017 年 4 月 2 日、DGH において、MoHS、TICA、JICA の 3 者で協議を行い、

本プロジェクトは、TICA 支援による救急棟と連携して中央診療機能3の施設・機材整備を行うこと

を 3 者で合意した。 

 3) 病院整備基本構想の策定 

本プロジェクトで DGH の病院整備を行うにあたり、DGH の病院整備基本構想を 2016 年 1 月調

査時にミャンマー国側と合意した。図 3-2 のとおり DGH 敷地内における病院機能配置の基本的なゾ

ーニング計画を策定した。 

 
図 3-2 DGH の病院整備基本構想策定の経緯 

その後、本準備調査は TICA 整備による救急棟建設計画の確定に時間を要したことから、2016 年

8 月～2017 年 2 月の間中断した。調査再開に伴い、2017 年 4 月に DGH を訪れたところ、ミャンマ

ー政府が独自に建築予定であった新病棟が 2016年 1月に合意した基本構想と異なる位置で建設が開

始されていることが判明した（図 3-2 の A から B へ移動）。この建設中の新病棟は 5 階建 266 床（耳

鼻咽喉科・眼科病棟、外科病棟、産婦人科病棟、小児科病棟、内科病棟）となる。この変更を受けて、

DGH 敷地内における病院機能配置の基本的なゾーニング計画を図 3-3 のとおり再策定し、計画の主

                                                  
3 ⼀般的に外来患者や⼊院患者の検査や治療を⾏う機能を指す。 

A 

B
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旨を以下のとおりとした。 

・ 敷地中央部に TICA が整備する救急棟があり、それに隣接して外来部門、画像診断部門、検査部

門、内視鏡部門、手術部門、ICU、滅菌部門を日本側が整備し、中央診療部の集約を行う。 

・ ミャンマー国側で 50 床新病棟と建設中の 266 床新病棟を渡り廊下で接続する。将来的に、ミャ

ンマー国側で分娩部門及び新生児ユニット等を本プロジェクト対象施設に隣接し整備すること

で、これまで分散化していた診療機能を敷地中央に集約し、医療サービスの効率化を促す。 

・ 小児科・内科・整形外科病棟は DGH 設立時に建設されており、歴史的価値があるとし病院側よ

り保存が望まれている。 

 

図 3-3 DGH の病院整備基本構想 

 

(2) 協力対象部門 

 1) 外来部門 

 A) 課題 

既存の診療科のうち、外来診療と入院機能のある診療科が、内科、小児科、産婦人科、外科、整形

外科、眼科、耳鼻咽喉科、精神科であり、外来診療のみの診療科が歯科、皮膚科となっている。 



 

3-8 

現在、外来部門と救急部門は救急外来としてひとつの部門であるため、全ての初診患者は 50 床新

病棟4を最初に訪問することとなる。このため救急患者が、一般外来患者と同じ場所に搬送され、非

常に混雑しており、優先治療を受ける必要のある救急患者の処置が遅れている。 

また 50 床新病棟内には内科、小児科、産婦人科の 3 つの専門外来診察室はあるものの、その他の

診療科は 50 床新病棟とは別の建物内に診察室があるため、50 床新病棟内で処置ができない患者は

診察や処置を受けるために長距離を移動しなければならない。 

TICA により整備される予定の救急棟には初診患者の振り分けを行う機能が備わるため、これに隣

接して専門外来を集約的に整備することが患者と職員の移動負担を軽減させる上でも妥当であると

判断した（図 3－3）。 

 B) 協力対象規模 

現在の外来診療活動及び各科の部屋数は表 3-2 の通りである。各科外来諸室の現状を参考に 2 次

病院での外来診療に最低限必要な施設機能が提供可能となる構成とした。 

表 3-2 外来の必要な諸室数 
臨床科 現在の診察室数 計画後 備考 

内科 2 室 2 室 現状維持 
外科 1 室 

（室内を仕切り、2 室と
して運⽤している。）

2 室 
現状維持 

産婦⼈科 1 室 2 室（産科、婦⼈科各 1 室） 産科⽤と婦⼈科⽤に分ける
整形外科 1 室(病棟) 1 室＋処置室 処置室は外科と兼⽤ 
⼩児科 1 室 2 室 現状では不⾜のため 1 室追加5

⻭科 1 室 1 室＋処置室 ⻭科ユニット⽤の部屋を追加
精神科 1 室(病棟) 1 室 現状維持 
⽪膚科 1 室＋処置室 1 室＋処置室 現状維持 
眼科 1 室(病棟) 1 室＋検査室 検査⽤の部屋を追加 
⽿⿐咽喉科 1 室(病棟) 1 室＋検査室 検査⽤の部屋を追加 
合計 診察室 11 室 

（含む、病棟 4 室）
処置室 2 室 

診察室 14 室
処置室 3 室 
検査室 2 室

出典︓DGH 提供資料 

 2) 画像診断部門 

 A) 課題 

現在、一般 X 線撮影装置及び超音波診断装置が小児科・内科・整形外科病棟に、CT スキャナーが

CT 棟に設置されている。一般 X 線撮影装置、CT スキャナー共に 50 床新病棟から遠く離れた建物

内にあり、救急患者にとって移動負担が大きい上、迅速な画像診断ができない状況である（図 3－1）。

これは一般外来患者にとっても同様である。また一般 X 線撮影装置は老朽化が進んでおり、施設も

適切に放射線防護が行われていない状況である。 

このような状況を改善するため、TICA が整備する救急部門と迅速な連携ができる位置に画像診断

装置を集約配置した画像診断部門を計画することは妥当であると判断した。 

                                                  
4 2016 年調査時は初診患者の受付は外来棟であったが、266 床新病棟の建設のために外来棟は撤去され、現在は 50 床新病棟に

機能が移転された。 
5 2015 年の⼩児科外来患者数は 6,946 ⼈であった。500 床病院への拡張により現稼働病床数 370 床から 1.35 倍の患者数が⾒込

まれる。外来診療時間は午前 9〜12 時であることを勘案し、2 室の診察室とすると、1 室 1 時間あたり 6,946×1.35÷12

（⽉）÷20（⽇）÷3（時間）÷2（室）＝6.5 ⼈となり妥当であると判断した。 
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 B) 協力対象規模 

既存の CT スキャナー、一般 X 線撮影装置では求められる診断に対して十分な画像診断を行うこ

とができないため、これらを改善する装置と 2 次病院での診断で必要とされる MRI、X 線透視撮影

装置、マンモグラフィー等の新規に導入する装置を集約した画像診断部門を計画する。計画諸室は表

3-3 のとおりである。 

表 3-3 画像診断部門の計画諸室 
計画諸室 備考

⼀般 X 線撮影室 ⼀般撮影装置を新規に設置
Ｘ線ＴＶ室 Ｘ線透視撮影装置を新規に設置
ＣＴ室 ＣＴスキャナーを新規に設置
ＭＲＩ室 ＭＲＩを新規に設置
マンモグラフィー室 マンモグラフィー装置は先⽅負担

6) 手術部門 

A) 課題 

既存は外科病棟にメジャー手術室 2 室、マイナー手術室 1 室、感染手術室 1 室の計 4 室あり、外

科、整形外科、産婦人科、耳鼻咽喉科が手術を行っている。これに外科病棟隣りの眼科手術室 2 室を

加えた合計 6 室を運用している。これらの手術室は 50 床新病棟から離れた建物の 2 階にあるが、昇

降機はなく、スロープも離れた位置にあるため、患者の移動負担及び職員の搬送負担は大きく、緊急

手術が必要な場合でも迅速な対応が難しい。 

さらに手術室内の空調は壁掛けエアコンが付いているのみであり、空調による術野周辺の清浄度

は確保されていない。近年増加傾向にある循環器疾患や脳血管疾患の手術等、清潔な環境が求められ

る手術に適した仕様ではない。 

このことから、TICA により整備される救急部門から迅速に搬送可能な位置に手術部門を計画し、

現在より清浄度の高い手術室を計画することは妥当であると判断した。 

B) 協力対象規模 

500 床病院として稼働した場合の手術件数を表 3-4 のとおり想定する。 

表 3-4 手術件数想定（500 床病院想定） 

 2016 年時点 
の⼿術件数（件）

500 床病院の想定 
の⼿術件数（件） 

メジャー マイナー メジャー マイナー 
外科 850 826 1,445 1,254 

整形外科 203 286 144 217 
産婦⼈科 1196 138 1,674 135 
眼科 640 152 731 194 
⽿⿐咽喉科 20 43 38 46 
合計 2,909 1,445 4,032 1,846 

⼿術件数合計 4,354 5,878 
１⽇当たりの⼿術件数

（÷244 ⽇、⼟⽇・祝⽇除く）
17.9 24.1 

１⽇ 1 室あたりの⼿術件数 3.0 4.0 
出典︓DGH 提供資料より作成 

DGH の認可病床は現在 200 床であるが、実際の稼働病床は約 370 床に達している。500 床病院と

して稼働した場合、現在の実際の稼働病床に対して約 1.35 倍となり、手術件数もこれに比例すると
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仮定すると、本プロジェクトにおいて 6 室の手術室を計画した場合、1 日 1 室あたり約 4 件の手術件

数となり、妥当な規模と言える。 

7) その他の関連部門 

患者の急変に迅速に対応できるよう 6 室の手術室と同数の 6 床の ICU を計画し、そのうち 1 床を

感染症対応とする。また手術部門及び将来的に病院全部門の滅菌に対応可能な中央材料部門、外来部

門との連携が多い生化学検査、救急部門や手術部門との連携が多い輸血部や病理検査を含む検査部

門、近年増加傾向にある胃腸炎、胃潰瘍診断、大腸癌及び肺がん検査に有効な内視鏡部門を整備する。 

(3) プロジェクトサイトの選定 

プロジェクトサイトは、既述の病院整備基本構想に従って図 3-4 のとおりミャンマー国側と合意し

た。既存の病棟、救急外来、手術部門、画像診断部門といった主な病院機能を維持したまま、建設工

事を行うことができる。 

 

図 3-4 プロジェクトサイト 

(4) 機材計画 

医療機材の選定に際し、協力対象部門の機材が、200 床病院標準機材リスト(Standard Equipment 

List for 200 bedded Hospital)及び治療サービスについての病院機能向上プロジェクト

2009(Hospital Upgrading Project, Curative Service 2009)を網羅することがミャンマー国側から要

望された。本プロジェクト対象施設（手術部門、画像診断部門および検査部門等の中央診療機能）で

使用される機材のうち、CT や天吊式無影灯など据え付けが必要となる機材を本プロジェクトで整備
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し、施設運営上不可欠な日本側が整備しない機材については、ミャンマー国側が新規調達あるいは既

存施設から移設する方針とし、DGH の各臨床科との協議を行い、最終要請リストをまとめ、ミャン

マー国側と合意した。 

 

以上の検討に基づき選定された本プロジェクトの日本側協力対象範囲は表 3-5 のとおりである。 

表 3-5 日本側協力対象範囲 

計画内容 
■施設建設（総⾯積 6560 ㎡） 
本棟︓2 階建て RC 造 6,090 ㎡ 
付属棟︓RC 造 310 ㎡（スロープ棟、⾃家発電機棟、浄化槽機械室） 
    ⽊造 160 ㎡（歩廊） 
 
部⾨構成 
 外来部⾨︓ 

診察室、処置室、外来事務室、薬品庫、カルテ庫 等 
 画像診断部⾨︓ 

MRI 室、CT 室、⼀般撮影室、XTV 室、マンモグラフィー室、操作室、読影室、フィルム保管庫 等 
検査部⾨︓ 

⽣化学・⾎液学検査・輸⾎部室、細菌検査室、病理検査室、採⾎室 等 
 内視鏡部⾨︓ 

上部内視鏡室、下部内視鏡室、診察室、回復室、洗浄室 等 
 ⼿術部⾨︓ 

⼿術室、⼿術ホール、回復室、⿇酔医室、医師事務室、会議室、家族待合、臨床⼯学技師室 等 
ICU︓ 

ICU6 床（うち 1 床感染個室）等 
中央材料部⾨︓ 

洗浄室、組⽴室、滅菌保管室、事務室 等 
 
■機材調達 
無影灯、⻭科ユニット、⽿⿐科ユニット、Ｘ線透視撮影装置、⼀般Ｘ線撮影装置、MRI、CT スキャナー、⼿術⽤⼿洗い装置、
⾼圧蒸気滅菌器、シャウカステン、保温庫 

 

3-2-2-2 建築計画 

(1) 配置計画・平面計画 

 1) アクセス 

図 3-5 のとおり、一般患者及び患者家族の主な出入りはプロジェクト対象施設東側から、救急患

者については、TICA が整備する救急棟南側からとし、両棟を内部廊下で接続する。一般患者動線と

救急患者動線を明確に分けることで、救急患者の速やかな搬送を実現する。 

「3-2-2-1 (1) 病院整備基本構想の策定」で既述のとおり分娩部門や新生児ユニットを含む新病棟

をミャンマー国側が整備をするまでの間は、プロジェクト対象施設西及び北側の既存病棟との接続

が必要となる。プロジェクト対象施設西側にサブ出入口を設置し、屋根付き歩廊で既存の眼科・耳鼻

科・産婦人科病棟の 1 階に接続する。また、ミャンマー国側が 2017 年に竣工させた 50 床新病棟お

よび 2017 年 7 月現在建設中であった 266 床新病棟とプロジェクト対象施設との歩廊は、プロジェ

クト対象施設完工後にミャンマー国側が建設することで合意した。これら歩廊により敷地内の主な
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病棟すべてを屋根付き歩廊で接続することで、病棟から雨に濡れずにプロジェクト対象施設へ移動

できる計画とする。 

 

図 3-5 プロジェクト対象施設へのアクセス 

 2) 施設構成 

「3-2-2-1 (1) 病院整備基本構想の策定」で既述のとおり、本プロジェクトは中央診療機能を中心

に整備する。関係する各部門が隣接することで、効率の良い医療サービスが提供できるように平面計

画を行う。 

1 階に外来部門、画像診断部門、検査部門、内視鏡部門を集約し、救急患者の迅速な診断ができる

とともに外来患者が利用しやすい計画とする。TICA が整備する救急棟に最も近い位置に画像診断部

門を配置し、救急患者の迅速な画像診断が行える計画とする。また検査部門を外来部門と隣接させて、

患者の検体搬送及び診断が迅速に行える計画とする。 

1 階中央部に患者の主たる移動動線となるホスピタルストリートを計画し、動線の短縮と単純化を

図る。「病院整備基本構想」のとおりミャンマー国側が新病棟を整備する際、このホスピタルストリ

ートを延長した増築計画とすることで、新規病棟を含めて集約的な施設構成とすることができる。 

2 階に手術部門、滅菌部門、ICU を集約する。滅菌部門は手術部門に隣接させるとともに、他の部

門も利用できる位置に配置する。ICU は手術部門に隣接させ、術後の高度な全身管理が必要な患者

への治療を迅速に開始したり、患者の急変に対応できる計画とする。 

本プロジェクトでは寝台用昇降機を 2 台計画する。一方の昇降機が故障あるいは定期点検中の場
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合も他方の昇降機を利用して、救急患者を 2 階の手術部門に迅速かつ安全に搬送できる計画とする。

また昇降機が 2 台同時に故障した場合に備え、1 階と 2 階をつなぐスロープを計画する。このスロー

プは救急部門から手術部門に円滑に移動でき、かつ将来的に施設を増築する際の障害とならない位

置に配置する。 

本プロジェクト対象施設の基本構成は図 3-6 のとおり。 

 

 

図 3-6 施設構成図 

 3) 主要部門の計画 

主要部門の計画にあたっては、現地の病院運営事情に留意しつつ、患者中心の医療の実現を主眼に

置く。また限られたスタッフで効率の良い医療サービスが提供できるように、諸室配置に留意する。
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さらに、火災発生時における各居室からの二方向の避難経路の確保、災害時における水や電力等の最

低限の自給ができる等の防災面にも配慮した計画とする。主な協力対象部門の計画は以下のとおり。 

 A) 外来部門 

各科診察室を外来部門として集約的に整備する。診療科は現在も診療を行っている内科、外科、整

形外科、小児科、産婦人科、眼科、耳鼻科、皮膚科、歯科、精神科を対象とする。それぞれの科の診

察室とは別に外科、整形外科の兼用の処置室、眼科用の検査室、耳鼻科用の検査室、歯科用の処置室

を計画し、生理機能検査として超音波検査室、心電図室、呼吸機能検査室を計画する。また地域医療

機関への紹介や患者の相談全般を担う医療社会事務室を設置する。 

各診察室は日本の病院の標準的な規模である幅 3,000 ㎜×奥行 4,000 ㎜を基準とし、将来の診療

科目編成の変更に対応しやすいように標準化する。診察室の患者出入口反対側にスタッフ専用廊下

を設け、患者動線と交錯することなくスタッフが円滑に移動できる計画とする。 

産婦人科の待合は妊産婦へ院内感染を避けるため、他の外来待合と分けて専用の待合を計画する。

また小児科の待合患者は感染症患者が多いため、小児科は産婦人科待合とは離れた位置に計画し、他

の外来待合と分けて専用の待合を計画する。精神科についても、他の外来診療科と分けて専用の入口

と専用待合を設ける。 

外来部門の機能構成図を図 3-7 に示す。 

 

 

図 3-7 外来部門の機能構成図 

 B) 画像診断部門 

2 次病院として必要な診断が行えるように、MRI、CT スキャナー、X 線透視撮影装置、一般 X 線

撮影装置の設置、また先方負担でマンモグラフィーの設置を行う。TICA が整備する救急棟から最も

近い位置に CT 室を計画し、救急患者の迅速な画像診断ができるようにする。MRI は磁場の影響を

受けやすいことから撮影室は昇降機及び機械室等から十分に離した位置に計画し、電波シールドを

行う。また各撮影室の裏側を操作室で繋ぎ、少ないスタッフで効率よく運用ができる計画とする。画

像診断部門の機能構成図は図 3-8 のとおり。 
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図 3-8 画像診断部門の機能構成図 

 C) 検査部門 

生化学・血液学検査室、輸血部、細菌検査室、病理検査室を計画する。採血室及び共用便所を生化

学検査室に隣接させ、採血・採尿された検体を迅速に検査できる計画とする。生化学検査室と輸血部

はスタッフの移動動線の短縮及び検査機器の配置の省スペース化を考慮し、大部屋で計画する。細菌

検査室は前室を設けて感染管理のため陰圧で計画する。病理検査は切出、固定、薄切等の一連の標本

作製が可能な諸室及び標本の観察ができる鏡検室を計画する。検査部門の機能構成図は図 3-9 のと

おり。 

 
図 3-9 検査部門の機能構成図 

 D) 内視鏡部門 

内視鏡部門は上部内視鏡室 1 室、下部内視鏡室 1 室の計 2 室とする。各内視鏡室の患者出入口と
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反対側を使用済内視鏡を処理する洗浄室で繋ぎ、患者動線とスタッフ動線が交錯しない計画とする。

内視鏡検査前の処置と診察は兼用とし、検査後の患者の回復室も必要最低限の規模6とし、内視鏡検

査に必要とされる諸室をコンパクトに計画する。内視鏡部門の機能構成図は図 3-10 のとおり。 

 
図 3-10 内視鏡部門の機能構成図 

 E) 手術部門／ICU／中央材料部門 

手術部門の基本構成は、容易に運用でき、かつ床面積も効率的な手術ホール型とする。メジャー4

室、マイナー2 室の計 6 室を計画し、メジャー4 室のうち、手術室 1 を感染対応手術室、手術室 6 を

外科用Ｘ線ＴＶ等の使用が可能な放射線防護仕様の手術室とする。患者搬送動線及びスタッフ動線

が短くなるように、入口及びスタッフステーションを中心に各手術室を配置する。感染手術室は感染

廃棄物の廃棄ルートが最短となるように配慮する。また術後の患者を迅速に ICU に搬送できるよう

に主入口とは別にルートを確保する。 

ICU の病床数は計 6 床で、うち 1 床を感染対応個室とし、前室を設けて陰圧とする。スタッフス

テーションを中心に各ベッドが見渡せる配置計画とし、各床専用の医療ガス（酸素）供給を中央配管

システムで行う。吸引は医療機材で対応する。 

手術部門に付設の中央材料部門においては、洗浄、組立、滅菌保管の一連の作業の流れに沿った諸

室配置計画とする。主に手術部門の機材の滅菌、供給を行うが、TICA により整備される救急棟及び

本プロジェクトで整備する外来部門や将来ミャンマー国側で整備する病棟部門、既存病棟から出る

機材の滅菌、供給も行えるように諸室配置を行う。 

手術部門、ICU 部門、中央材料部門の機能構成図は図 3-11 のとおり。 

                                                  
6 内視鏡検査室数と同数の 2 床と想定する。 
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図 3-11 手術部門／ICU 部門／中央材料部門の機能構成図 

 

 4) 面積構成 

主要諸室の面積構成は表 3-6 のとおり。 

表 3-6 主要諸室 1 室あたりの面積 

部⾨ 階 室名 
1 室あたりの⾯積

（㎡）
備考 

外来 
部⾨ 

1 診察室 約 12 11 診療科で計 14 室計画。
1 処置室 約 12 外科と整形外科で兼⽤。 
1 ⽪膚科処置室 約 12  
1 ⻭科処置室 約 23 ⻭科ユニットを設置。 
1 眼科検査室 約 14  
1 ⽿⿐科検査室 約 10  
1 ⼼電図室 約 12  
1 呼吸機能検査室 約 12  
1 超⾳波検査室 約 12  
1 外来事務室 約 55 ⽕災警報の監視を兼ねる。 
1 薬剤事務室 約 14 薬剤師の作業室。 
1 薬品庫 約 25  
1 カルテ庫 約 27  

画像診断 1 CT 室 約 40 放射線防護を⾏う。 
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部⾨ 1 MRI 室 約 50 電波シールドを⾏う。 
1 ⼀般撮影室 約 27 放射線防護を⾏う。 
1 XTV 室 約 34 放射線防護を⾏う。 
1 マンモグラフィー室 約 22 放射線防護を⾏う。 

検査部⾨ 1 ⽣化学・⾎液学検査室/ 
輸⾎部  

約 148 検査機器を効率よく配置できるよう⼤部屋とする。 

1 細菌検査室 約 19 前室を設け、陰圧とする。 
1 病理検査室 約 27 標本作製を⾏う。 
1 切出室 約 18 検体の切出、固定を⾏う。 
1 鏡検室 約 16 検体の観察を⾏う。 
1 採⾎室 約 52  

内視鏡 
部⾨ 

1 上部内視鏡室 約 20  
1 下部内視鏡室 約 20  
1 診察室 約 11 処置を兼ねる。 
1 回復室 約 21 検査後の回復室 

⼿術部⾨ 2 メジャー⼿術室 約 60 4 室計画し、1 室は感染⼿術対応とし、1 室は放射線防護を⾏う。 
2 マイナー⼿術室 約 40 2 室計画。 
2 回復スペース 約 54 術後患者のうち、⼀般病棟に戻す前に要観察が必要な患者を⾒守る。

ICU 
部⾨ 

2 ICU 約 180 5 床計画。 
2 感染個室 ICU 約 25 感染対応で 1 床計画。 

前室を設け、陰圧とする。
滅菌 
部⾨ 

2 洗浄室 約 50  
2 組⽴・包装室 約 54  
2 滅菌保管室 約 52

 

(2) 断面計画 

各階高は、機能上、手術室や画像診断諸室に必要な天井高さ 3 メートルを確保し、かつ天井裏の空

調ダクトや配管を合理的に設置可能なスペースを見込んで設定する。ダクト・配管スペースについて

は、現地の施工技術水準を勘案し、構造梁の貫通は計画せず、梁下でのダクト・配管設置を前提とす

る。1 階は階高 4.6 メートル、2 階は手術部門の清浄度確保に必要なスペースを見込み、階高 5.1 メ

ートルとする。 

(3) 内部・外部仕上げ 

 1) 基本方針 

仕上げ材選定に係る方針は以下のとおりとする。 

A)可能な限り現地で調達可能な材料を使用し、建設費の低減と工期の短縮を図る。 

B)現地で維持管理が可能な材料を選択する。 

 2) 材料 

主な外部仕上げは表 3-7 のとおり。 

表 3-7 主な外部仕上げ 

部位 仕上げ 備考 
屋上 アスファルト防⽔+断熱材+押えコンクリート 断熱性を重視。 
外壁 塗装仕上げ、レンガ⽬透かし積 現地で⼀般的な構成。 
外部建具 アルミ製建具 耐久性を重視する。 
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主な内部仕上げ材料は表 3-8 のとおり。 

表 3-8 主な内部仕上げ 

室系統 
仕上げ

備考 
床 ⼱⽊ 壁 天井

診察室等 テラゾータイル テラゾータイル 塗装仕上げ 岩綿吸⾳板 現地で⼀般的な構成 

病室 テラゾータイル セラミックタイル 
セラミックタイル
(上部塗装仕上げ)

塗装仕上げ 同上 

⼿術室 塩ビシート 塩ビシート 化粧板貼り 塗装仕上げ 清掃性を考慮 
事務室 テラゾータイル テラゾータイル 塗装仕上げ 岩綿吸⾳板 現地で⼀般的な構成 
講義室 テラゾータイル テラゾータイル 塗装仕上げ 岩綿吸⾳板 同上 
廊下等 テラゾータイル テラゾータイル 塗装仕上げ 塗装仕上げ 同上 

トイレ等 セラミックタイル セラミックタイル 
セラミックタイル
(上部塗装仕上げ)

塗装仕上げ 同上 

倉庫等 テラゾータイル テラゾータイル 塗装仕上げ 塗装仕上げ 同上 
機械室 防塵塗装 塗装仕上げ 塗装仕上げ 塗装仕上げ 同上 

 

(4) 構造計画 

 1) 建設予定地の地盤状況と基礎構造計画 

深度 18～22m までが N 値 10～30 程度の粘り気のない粘土、粘土質砂、シルト混じり砂等の地層

が続き、それより以深では N 値 50 以上のシルト混じりの砂層となり十分な地耐力が期待できること

から、この層を支持層とした杭基礎を計画する。 

 2) 上部構造の構造計画 

現地で一般的に採用されている構成に倣い、構造フレームは鉄筋コンクリート造、耐力壁以外の外

壁及び内壁は、コンクリートブロック積みとする。 

 3) 各種荷重 

本プロジェクトで採用する仮定荷重及び外力は、現地の自然条件を考慮し、次のように設定する。

地震等の想定される自然災害に対して所定の耐力を有する計画とする。 

 A) 固定荷重 

本プロジェクトで使用する個々の仕上げ材、構造材から荷重を算定する。 

 B) 風荷重 

風荷重は、日本の建築基準法に準拠する。 

 C) 積載荷重 

積載荷重は、日本の建築基準法に準拠する。 

 D) 地震荷重 

地震荷重は、ミャンマー国の地震ゾーンマップにより計画する。本プロジェクト対象地域は地震ゾ

ーン IV「Severe Zone」に位置し、発生する可能性のある表面加速度は 0.31～0.4m/s2(g)である。ま

た、改正メルカリ震度階級のⅧ～Ⅸ相当の地震が起こりうる可能性がある。 
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 4) 使用材料 

主な使用材料は表 3-9 のとおり。 

表 3-9 主な使用材料 

材料 仕様
コンクリート 設計基準強度 Fc=30N/㎟
鉄筋 降伏強度 345 N/㎟、295 N/㎟

 

(5) 電気設備計画 

 1) 電力引込・受変電設備 

電力は 11kV の高圧架空線より、本プロジェクト対象施設用に引込む(ミャンマー国側負担工事)。

屋外変圧器を新設し、電源を降圧し建物内の電気室まで引込む。電圧が不安定なため、自動電圧調整

機(AVR)を用いて、医療機材の燃焼事故等を防止する。 

 2) 電源設備 

電気室内の配電盤より、施設内の電灯分電盤、動力制御盤へ電力供給を行う。 

また、現地で頻発する停電を考慮して、電力供給が停止した場合であっても病院として不可欠な機

能を維持するために、非常用発電機を設置する。非常用発電機の供給は、画像診断部門、手術部門、

ICU、ポンプ、昇降機等とする。なお画像診断機器については、停電発生時、発電機が起動するまで

の間も継続的に電力供給するために、機材計画で UPS（無停電電源供給装置）を見込む。 

 3) 照明・コンセント設備 

各階に電灯分電盤を設置し、適切な回路構成とすると共に、分電盤以降の照明設備及びコンセント

設備への 2 次側配管と配線を計画する。 

 A) 照明器具 

・一般照明： LED を主体とした照明器具を選定する。 

・特殊照明設備： 手術室無影灯は機材計画で見込む。 

・誘導灯及び非常照明： バッテリー内蔵型を設置する。 

 B) コンセント設備 

全て接地極付きコンセントとする。また、医療機材用の電源は配備予定の医療機材に対して過不足

のない構成とする。 

 4) 電話設備 

既存 PBX(構内交換機)はプロジェクトサイト内の MS オフィス棟にあり、ミャンマー国側がこれ

を撤去するため、本プロジェクト対象施設に新たに PBX を設置すし、既存施設と内線電話で接続す

る。 

 5) LAN 設備 

LAN 用空配管を必要個所に設ける。LAN 用の主装置は電話交換室に設置が可能なように計画す

る。 
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 6) テレビ受信設備 

テレビが必要な個所に取り出し口を計画する。テレビアンテナは屋上に計画する。 

 7) 火災報知設備 

感知器を設置し受信機は防災控室に計画する。 

 8) 避雷設備 

屋根部分に落雷保護用の避雷設備を計画する。 

(6) 機械設備計画 

 1) 空気調和設備 

空調方式は、調達、維持管理が容易な個別空冷パッケージ方式とする。空調設置室は以下の条件に

基づき計画する。 

・重篤な患者の部屋、施術上温度管理が必要な部屋(手術室、ICU 等) 

・医療機材等の性能維持、機材発熱抑制の為に温度管理が必要な部屋(画像診断撮影室、CPU 室

等) 

・執務効率上、温度管理が必要な部屋(医師室等) 

なお、機械空調を行わない部屋については、天井扇風機または壁付扇風機を設置する。また、手術

室の空調吹出し側に、HEPA フィルターと比較し交換周期の長い高性能フィルター7を採用する。 

 

 

図 3-12 手術室の空調方式 

 

 2) 換気設備 

自然換気を主体として計画するが、以下の条件に合致した場合は機械換気を計画する。 

・空調を行う部屋(但し、外壁に面し定期的に自然換気が行える部屋を除く) 

・臭気、湿気が発生する部屋(汚物処理室、シャワー室、便所等) 

・外壁に面さず、自然換気を行えない部屋 

                                                  
7 JISB9908:2011 ⽐⾊法により粒⼦捕集率が 98％同等のフィルター。なお、交換周期は、HEPA フィルター︓3 年程度、⾼性能

フィルター︓10 年程度とされている。 
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 3) 衛生設備 

 A) 衛生器具設備 

・ロータンク式洋風大便器、洗浄弁式小便器、各種洗面器等の衛生器具を使い勝手に応じて計画

する。 

・大便器にはシャワー水栓を設ける。 

 B) 給水設備 

・井戸(新設)を水源とし、受水槽を経由して高架水槽まで揚水したのち、重力方式にて各所へ給

水する。 

・飲料水、検査用水は、現状の運用と同様に、市販の精製水を購入し、その他については井戸水

をろ過後、所定の水質を確保し使用する。 

 

図 3-13 給水方式 

 C) 排水設備 

・雑排水、汚水は浄化槽処理後、敷地内水路へ放流または浸透処理が可能な計画とする。 

 

図 3-14 排水方式 

 D) 消火設備 

ダウェイ市消防局の口頭指導に基づき、消火器、屋内消火栓設備、連結送水管設備等の消火設備を

計画する。 

汚水排水

雑排水

浸透桝 敷地内側溝

合併浄化槽
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 E) 給湯設備 

医療機材及びシャワー用に電気式瞬間湯沸器を設置する。 

 F) 医療ガス設備 

酸素は酸素製造装置で製造し、中央配管により供給する。空気、吸引、笑気（亜酸化窒素）の供給

は医療機材での対応とするが、空気、吸引は、将来の機能拡張に対応可能とするため、配管及びアウ

トレットを工事対象に見込み、機器スペースを確保する。この他、笑気による医療従事者への健康被

害を防止する目的で、排気用設備を設置する。 

3-2-2-3 機材計画 

(1) 全体計画 

臨床診療及び治療に必要となる機材の選定においては、ミャンマー国保健スポーツ省が作成して

いる「200 床病院標準機材リスト」 を参照し、新施設で想定される医療サービスを網羅できるよう

配慮し、機材全体計画を立案した。それら機材のうち日本側協力対象範囲は、本プロジェクトで整備

する外来部門、画像診断部門、手術部門等の臨床診療及び治療に必要な機材のうち、施設への据え付

けが必要となる機材とする。 

新施設で必要な機材のうち、日本側整備対象に含まれない新規調達機材、既存施設からの移設で対

応可能な機材、補助的な医療家具、一般家具等はミャンマー国側が調達あるいは移設を行うことでミ

ャンマー国側と合意した。なお、本計画で供与する機材のうち CT スキャナーについてのみ複数年次

保守を付保することとしている。保守サービスの内容は、包括的保守管理契約（Comprehensive 

Maintenance Contract:CMC）で、3 年間のうち 1 回までの X 線管球交換、1 回の周期交換部品の交

換及び定期点検などが含まれている。 

 

(2) 部門別機材計画 

 1) 外来部門 

外来部門には、内科、外科、整形外科、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、歯科、産婦人科、皮膚科、精

神科の計 10 臨床科の診察室と処置室が設置される。このうち耳鼻咽喉科と歯科用の耳鼻科ユニット

8及び歯科ユニット9は電気・給排水工事等の施設側との調整が必要になるため、本プロジェクト整備

対象に含める。この他、壁掛け位置の調整が必要なシャウカステンを計画する。計画機材を表 3-10

に示す。 

表 3-10 外来部門の計画機材 

機材番号 機材名 数量 
4 ⻭科ユニット 2 
5 ⽿⿐科ユニット 1 
13 シャウカステン 1 枚掛け 10 

この他の外来診療活動に必要となる診療机・椅子、検診台、処置台等の医療機器はミャンマー国側

                                                  
8診療椅⼦と治療ユニットを組み合わせで供給し、⽿⿐咽喉領域の診療、治療⾏為を⾏うのに供する。 

9給排⽔、電気、圧縮空気などの設備を⼀体化した診療椅⼦に患者を座らせ、⾍⻭の治療や抜⻭などを⾏うのに供する。 
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により調達、配備される計画である。 

 2) 画像診断部門 

救急患者、一般外来患者、入院患者の画像診断のために必要な機器として、CT スキャナー、MRI、

X 線透視撮影装置、一般 X 線撮影装置を計画する。 

CT スキャナーは現在、頭部外傷の撮影に主に利用されているが、今後は、脳血管疾患等の循環器

系患者の撮影症例が増えることが予測されることから、これに対応するため、32 列 64 スライス 1 台

を計画する。また、ミャンマー国保健スポーツ省は今後 5 年を目途に主要各都市に脳卒中ケアセンタ

ーを設立する構想を持っていることから、本計画で供与する CT スキャナーは、脳卒中患者への血栓

溶解剤投与の評価等同センター構想で求められる機能を備える計画とする。 

MRI については電圧変動によるクエンチ事故10の心配のない 0.35～0.4 テスラの永久磁石オープ

ンタイプを計画する。主な撮影部位は脳領域を中心とし、整形外科領域、産婦人科領域等となる。 

X 線透視撮影装置は内視鏡の挿入による異物除去、骨折や脱臼の整復、尿路造影、外傷等の撮影に

用いる。 

一般 X 線撮影装置は骨折や結核の疑いのある患者の胸部撮影等、現地で最も撮影需要が高いため

計画する。計画機材を表 3-11 に示す。 

表 3-11 画像診断部門の計画機材 

機材番号 機材名 数量 
3 コンピューター断層診断装置（CT） 1 
6 X 線透視撮影装置 1 
7 ⼀般 X 線撮影装置 1 
11 磁気共鳴画像診断装置（MRI） 1 

DGH が現在保有する超音波診断装置は解像度が低く、循環器疾患患者の診断に必要なセクター探

触子付きの装置がない。このため、ミャンマー国側でセクター走行が可能な循環器対応の超音波診断

装置の調達が必要である。なお、マンモグラフィー装置についても乳がん診断のため、ミャンマー国

側の調達が必要である。 

 3) 検査部門 

本プロジェクトで整備する検査部門は、血液学、生化学、細菌検査学（微生物学）、病理・寄生生

物学、輸血部及び採血室の 6 つの機能を持つ。中央診療棟の臨床検査室として外来、入院患者の検体

検査を担うために必要となる機材は、2017 年現在 DGH に保健スポーツ省から配備済である。本検

査部門内で想定される検査は、2017 年現在と同様に、外来・入院患者の尿検査、便検査、血液学検

査、電解質検査及び生化学検査となる。このため、これら検査に対応するため、ミャンマー国側が本

プロジェクトで整備する検査部門に、既存検査室から必要機材を移設することが必要となる。主な移

設機材は以下の通りである。 

表 3-12 ミャンマー国側による臨床検査部門の主な移設予定機材 

⽣化学・⾎液学 数
量 病理検査 数

量 微⽣物検査 数
量 輸⾎部 数

量
全⾃動⽣化学⾃動分析装置 1 全⾃動染⾊装置 1 インキュベーター 1 ⾎液銀⾏冷蔵庫 3

                                                  
10超電導 MRI 装置が何らかの原因で内部温度の上昇や過剰な電流や磁場にさらされると、超電導でなくなり、流れている電流が急

速降下し、蓄えられていた磁気エネルギーが熱となって放出される現象をさす。 
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半⾃動⽣化学⾃動分析装置 1 遺伝⼦検査器 1 オーブン 1 冷凍庫 2
電解質分析装置 1 遺伝⼦検査器⽤コンピューター 1 安全キャビネット 1 マイクロピペットセット 1
蒸留⽔製造装置 1 遺伝⼦検査器⽤プリンター 1 顕微鏡 1 顕微鏡 1
分光光度計 2 パラフィンバス 1 尿分析器 1 ⾎漿解凍⽤恒温槽及び攪拌機 1
⾎球計数装置 1 ティッシュープロセッサー 1 冷蔵庫 1 ⾎清⽤遠⼼分離機 1
遠⼼分離機 3 ミクロトーム 1 ⾼圧蒸気滅菌器 1 プラズマ遠⼼分離機 1
⾎液凝固計 1 ホットエアーオーブン 1 遠⼼分離機 1 冷凍遠⼼分離機 1
⾎液ガス分析装置 1 冷蔵庫 1 ドナーベッド 2
顕微鏡 1 解凍⽤ウォーターバス 1 ヘモグロビンメーター 1
ELISA 装置 1 バッグシェーカー 2
解凍⽤ウォーターバス 1 診療机と椅⼦ 1
CD4 ⾎液検査機 1 ⾎液成分分離器 1
ヘマクリット遠⼼分離機 1 ⽩⾎球カウンター 1

 

 4) 内視鏡部門 

現在の DGH では内視鏡検査は実施していない。今後、悪性新生物（癌）などの増加傾向に伴い、

上部内視鏡や外科系の消化器内視鏡の需要が高まってくることが予測される。このため、内視鏡室に

は以下の機材配備を想定し、ミャンマー国側が調達する計画とする。 

表 3-13 ミャンマー国側による内視鏡室の主な配備予定機材 
上部内視鏡 下部内視鏡 共⽤機材

気管⽀鏡(1) 結腸鏡(1) 内視鏡台（2）
上部消化器鏡（1） 電気メス(1) 内視鏡保管棚（2）
⼗⼆指腸鏡(1) ビデオプロセッサー（1） 回復ベッド（1）
ビデオプロセッサー(1) 光源（1） 検診台（1）
光源(1) 内視鏡カート（3）
内視鏡カート(1)  

  
( )内は数量 

 5) 手術部門 

メジャー手術室 4 室、マイナー手術室 2 室の計 6 室に無影灯各 1 台の設置を計画する。メジャー

手術室は高い照度が求められるため、主灯・副灯の 2 灯タイプを計画する。マイナー手術室は術野が

限定的なことから 1 灯タイプを計画する。DGH の手術室は 2012 年から保健スポーツ省による機材

整備が進められており、麻酔器、電気メス、患者モニター、耳鼻咽喉科手術用顕微鏡、吸引器等を移

設して継続利用することが可能である。スタッフステーションには輸液、補液の調温のために保温庫

を 1 台計画する。計画機材を表 3-14 に示す。 

表 3-14 手術部門の計画機材 

番号 機材名 数量 優先度 
1 無影灯 A（2 灯式、メジャー⼿術室⽤） 4 A 
2 無影灯 B（1 灯式、マイナー⼿術室⽤） 2 A 
8 ⼿術室⽤⼿洗い装置 3 Ａ 
12 保温庫 1 Ａ 
14 シャウカステン 2 枚掛け 4 Ａ 

上記日本側調達機材の他に、ミャンマー国側で調達（あるいは移設）が求められる機材は以下の

通りである。 
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表 3-15 ミャンマー国側による手術室の主な配備予定機材 
機材名

帝王切開⼿術器具セット（4） ⼤⼿術器具セット（2） 酸素流量計及び加湿器（6） 
⼿術台（6） 患者モニター（6） 電気メス（6）
輸液ポンプ（10） シリンジポンプ（10） 吸引器（6）
酸素濃縮器（3） メーヨー消毒盤台（6） 膿盆（6）
成⼈・⼩児⽤喉頭鏡セット（6） 器械台⾞（6） 医薬品台⾞（6）
IV スタンド（6） 除細動装置（5） ストレッチャー（2） 
蘇⽣セット（6） 外科医⽤椅⼦（6） ⿇酔器⼈⼯呼吸器付（6） 
回復ベッド（4） ⽿⿐咽喉科⼿術⽤顕微鏡（1 台、

移設）
外科⽤移動型 X 線透視撮影装置
（1 台、移設）

保温庫（1） 保冷庫（1）
( )内は数量 

 6) 中央材料部門 

本プロジェクトでは DGH の中央診療機能を整備するため、中央材料部門は病院全体が必要とする

滅菌容量を基に計画する。必要滅菌容量としては計 6 室の手術室、外来診療部門、救急部門、病棟を

考慮した場合、1 日約 2,000～2,400L11程度の滅菌が必要とされる。この滅菌需要を満たすため、600L

程度の大型滅菌器 1 台、400L 程度の中型滅菌器 1 台の計 2 台を計画する。大型を 1 日 2～3 回程度、

中型を 1 日 1～2 回程度の滅菌回数で対応することが可能である。計画機材を表 3-16 に示す。 

表 3-16 中央材料部門の計画機材 

番号 機材名 数量 優先度 
9 ⾼圧蒸気滅菌器 L 1 A 
10 ⾼圧蒸気滅菌器 M 1 A 

上記日本側調達機材の他に、ミャンマー国側で調達（あるいは移設）が求められる機材は以下の通

りである。 

表 3-17 ミャンマー国側による中央材料部門の主な配備予定機材 
機材名

滅菌ドラム（2） リネンカート（4） 作業台（3）
椅⼦（6） 滅菌物保管棚（9）

( )内は数量 

 7) ICU 

DGH の看護師不足という現状に鑑み、少人数で重篤な患者の容態管理が可能となるように中央監

視装置をスタッフステーションに配置する計画とする。ICU には以下の機材配備を想定し、ミャン

マー国側が調達する計画とする。 

表 3-18 ミャンマー国側による ICU の主な配備予定機材 
機材名

ICU ベッド（6） 酸素濃縮器（2） 除細動装置（1）
患者モニター（6） 輸液ポンプ（6） シリンジポンプ（6） 
点滴スタンド（6） ⼈⼯呼吸器（4） 酸素流量計及び加湿器（6） 
移動式 X 線撮影装置（1） 救急トロリー（1） ⾎液ガス分析装置（1） 

  

 

 

                                                  
11 滅菌容量としては⼿術室 1,600L〜1,800L に加えて、その他部⾨ 400〜600L 程度である。 
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本計画機材リストおよび計画主要機材仕様は表 3-19 および表 3-20 のとおり。 

表 3-19 計画機材リスト 

番号 機材名 数量 
1 無影灯 Ａ（2 灯式、メジャー⼿術室⽤） 4 
2 無影灯 Ｂ（1 灯式、マイナー⼿術室⽤） 2 
3 コンピューター断層診断装置（CT） 1 
4 ⻭科ユニット 2 
5 ⽿⿐科ユニット 1 
6 X 線透視撮影装置 1 
7 ⼀般 X 線撮影装置 1 
8 ⼿術室⽤⼿洗い装置 3 
9 ⾼圧蒸気滅菌器 L 1 
10 ⾼圧蒸気滅菌器 M 1 
11 磁気共鳴画像診断装置（MRI） 1 
12 保温庫 1 
13 シャウカステン 1 枚掛け 10 
14 シャウカステン 2 枚掛け 4 

 

表 3-20 計画主要機材仕様 

番号 機材名 台数 使⽤⽬的、機材⽔準の妥当性 

1 
無影灯 A（2 灯式、メジ
ャー⼿術室⽤） 

4 
メジャー⼿術中に術野に影のない均⼀な照明を得るのに供する。メジャー⼿術
は明るさと広範囲の照射が求められることから、2 灯式を計画する。⼿術室で
⼀般的な⽔準である。

2 
無影灯 B（1 灯式、マイ
ナー⼿術室⽤） 

2 
マイナー⼿術中に術野に影のない均⼀な照明を得るのに供する。マイナー⼿術
は術野が限定的で狭い範囲の照射で⼗分であることから、1 灯式を計画する。
⼿術室で⼀般的な⽔準である。

3 
コンピューター断層診断
装置（CT） 

1 

⼈体に多⽅向からＸ線を照射し、Ｘ線吸収の程度を測定し、その吸収値をコン
ピュータ処理により、検査部位の断層画像を得る装置である。救急患者の撮影
に供する。脳卒中などの救急患者を取り扱う病院として、32 列 64 スライスは
⼀般的な⽔準である。

4 ⻭科ユニット 2 
給排⽔、電気、ガスなどの設備を⼀体化した診療椅⼦に患者を座らせ、⾍⻭の
治療や抜⻭などを⾏うのに供する。2 次病院の⻭科として⼀般的な⽔準である。

5 ⽿⿐科ユニット 1 
診療椅⼦と治療ユニットを組み合わせで供給し、⽿⿐咽喉領域の診療、治療⾏
為を⾏うのに供する。2 次病院の⽿⿐科として⼀般的な⽔準である。 

6 X 線透視撮影装置 1 

透視撮影台を⽤い、被験者の体位変更と位置決めを⾏いながら、透視や撮影を
⾏うものである。救急患者向けには、透視撮影による⾻折部分の特定、誤飲の
原因の特定などに供することを想定している。⼆管球⽅式とし、⼀般 X 線撮影
も可能な構成とする。2 次病院として⼀般的な⽔準である。 

7 ⼀般 X 線撮影装置 1 
患者の胸部や腹部などの⼀般撮影に⽤いる。DR（Digital Radiography:デジタ
ルラジオグラフイー）システムはフィルムレスで瞬時に読像、診断を下すこと
が出来るという利点があり、2 次病院として⼀般的な⽔準である。 

8 ⼿術室⽤⼿洗い装置 3 
術者及び⼿術に⽴ち会う医療従事者が雑菌を持ち込まないように術前に⼿洗
いをするための装置。⼿術室の⼿洗い装置として⼀般的な⽔準である。 

9 ⾼圧蒸気滅菌器 L 1 
中央材料部⾨の基本機材で、病院内にて使⽤される⼿術⽤器具類およびリネン
類を⾼圧蒸気により短時間で滅菌する装置。⼀般的な⽔準である。 

10 ⾼圧蒸気滅菌器 M 1 同上。

11 
磁気共鳴画像診断装置
（MRI） 

1 
核磁気共鳴現象を利⽤して⽣体内の内部の情報を画像にする⽅法である。精度
の⾼い三次元的画像の出⼒、軟組織の病変等確認が可能となる。ダウェイ地域



 

3-28 

番号 機材名 台数 使⽤⽬的、機材⽔準の妥当性 
では電圧変動が⼤きい事から、クエンチ事故の⼼配がない永久磁⽯オープンタ
イプを計画する。ミャンマー国 2 次病院の画像診断部に⼀般的な⽔準である。

12 保温庫 1 
⼿術中に患者に投与する輸液、補液などを体温に近い温度に保温しておくのに
供する。⼿術室機材として⼀般的な⽔準である。

13 シャウカステン 1 枚掛け 10 撮影した X 線画像を外来診療室で投影するのに供する。 
14 シャウカステン 2 枚掛け 4 撮影した X 線画像を⼿術室で投影するのに供する。
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3-2-3 概略設計図 

以下の概略設計図を次頁から示す。 

配置図 

1 階平面図 

2 階平面図 

立面図 

断面図 
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3-2-4 施工計画／調達計画 

3-2-4-1 施行方針／調達方針 

本プロジェクトは、日本国政府の閣議決定を経て、ミャンマー国政府との交換公文(Exchange of 

Notes：E/N)が締結され、JICA とミャンマー国政府との間で贈与契約(Grant Agreement：G/A)を締

結した後、日本国政府の無償資金協力の枠組みに従って実施される。その後、ミャンマー国政府と日

本国法人コンサルタントが契約を締結し、施設・機材の詳細設計作業に入る。詳細設計図面及び入札

図書の完成後に、入札によって決定した日本国法人建設工事会社と機材調達会社により、施設建設工

事及び機材の調達･据付が行われる。なお、コンサルタント、建設工事会社及び機材調達会社との各

契約は、無償資金協力として有効となるためには、JICA による認証が必要となる。 

工事着工にあたり、ミャンマー国側実施機関、コンサルタント、建設工事会社、機材調達会社によ

る施工監理体制が組まれる。 

(1) 実施体制 

本プロジェクト実施に当たってのミャンマー国政府の主管官庁及び実施機関は保健スポーツ省医

療サービス局であり、同機関が契約調印者となる。保健スポーツ省医療サービス局の担当官と DGH

院長が、事業実施の窓口として計画実施中の業務調整を行う。 

(2) コンサルタント 

交換公文、贈与契約が締結された後、保健スポーツ省医療サービス局は日本国の無償資金協力の枠

組みに従い、日本国法人コンサルタントと本プロジェクトの詳細設計・監理業務等にかかるコンサル

タント契約を締結し、JICA による契約の認証を受ける。コンサルタントは契約が認証された後、保

健スポーツ省医療サービス局と協議の上、本準備調査報告書に基づき詳細設計図面及び入札図書を

作成、保健スポーツ省医療サービス局に説明し同意を得る。 

施設建設工事の入札･施工段階でコンサルタントは、詳細設計図面及び入札図書に基づき入札業務

支援及び施工監理業務を実施する。機材調達・据付についても同様に、機材入札業務支援から据付・

試運転・引渡しに至る監理業務を行う。それぞれの業務の詳細を以下に示す。 

 1) 詳細設計 

本準備調査報告書に基づき、建築計画の詳細を決定し、機材計画の見直しを行い、関連する設計図、

仕様書、入札条件書、施設建設工事、機材調達・据付に関するそれぞれの契約書案等からなる入札図

書を作成する。施設建設工事、機材調達・据付に必要な費用の見積も業務として含まれる。 

 2) 入札業務支援 

実施機関が行う建設工事会社及び機材調達会社の入札による選定に立会い、それぞれの契約に必

要な事務手続き及び日本国政府への報告等に関する業務協力を行う。 

 3) 施工・調達監理業務 

建設工事会社及び機材調達会社が実施する業務について、契約どおりに実施されているか否かを

確認する。さらに、計画実施を促進するため、公正な立場に立ち、関係者に助言、指導、関係者の調

整を行う。主たる業務は以下のとおりである。 

・建設工事会社及び機材調達会社から提出される施工計画書、施工図、機材仕様書、その他の図

書の照合及び確認手続き 
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・納入される建設資機材、機材・家具の品質、性能の出荷前検査及び確認 

・建設設備機器、機材の納入・据付、取扱い説明の確認 

・工事進捗状況の把握と報告 

・竣工した施設、機材の引渡しの立会 

コンサルタントは上記業務を遂行する他、JICA 等の日本国政府関係機関に対し、本プロジェクト

の進捗状況、支払い手続き、完了引渡し等について報告する。 

(3) 建設工事会社及び機材調達会社 

建設工事会社及び機材調達会社は一定の資格を有する日本国法人を対象とした一般入札により選

定される。入札は原則として最低価格入札者を落札者として、保健スポーツ省医療サービス局との間

で建設工事及び機材調達契約をそれぞれ締結する。契約に基づき建設工事会社は施設の建設、及び機

材調達会社は機材の調達、搬入、据付を行い、ミャンマー国側に対し当該機材の操作と維持管理に関

する技術指導を行う。また、機材引渡し後においても、有償で主要機材のスペアパーツ・消耗品の供

給及び技術指導をミャンマー国側が受けられるよう、メーカー、代理店との連絡体制を確立する。 

(4) JICA 

JICA は、無償資金協力の制度に従い、本プロジェクトの日本国政府の実施機関として実施促進に

必要な業務を行う。 

(5) 現地コンサルタント、現地建設工事会社 

日本人現場常駐監理者の業務量を勘案すると、同要員のみで全ての監理業務を行うことは最適で

はないと考えられるため、監理補助者として現地コンサルタントの技術者の雇用を想定する。 

また、現地建設工事会社の中には、技術力及び動員力を有し、元請となる日本国法人建設工事会社

の下請け会社として機能するのに必要な能力を有する企業が見られることから、これらの企業を活

用することを想定する。 

3-2-4-2 施工上／調達上の留意事項 

(1) 施工上の留意事項 

 1) 工程管理 

工程管理上の重点は、5 月から 10 月まで続く雨期の工事である。建設用地内に冠水しない仮設エ

リア・仮設道路を確保することと、基礎工事や外構工事等の雨期に対応した工程遅延防止策が必要で

ある。 

 2) 安全管理 

本工事は稼働中の病院敷地内での工事となることから、病院敷地内外の出入り口や建設用地に至

る院内通路の必要箇所に安全管理要員を配置すると共に、仮囲いを設置し、プロジェクトサイトへの

出入り口を必要最小限に制限することにより、工事車両や労務者の出入りを管理し、DGH の患者及

び関係者の安全を図る。 

 3) 資材の盗難防止 

資材等の盗難防止のために、建設用地は 24 時間警備を行う。 
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(2) 機材調達上の留意事項 

調達機材の中には据付時に施設建設工事との調整が複雑な機材として大型画像診断機器（MRI、

CT スキャナー等）、高圧蒸気滅菌器や無影灯などが含まれていることから、コンサルタント、建設工

事会社と機材調達会社は事前に調整を図り、調達、据付等の工程管理を重点的に行う必要がある。 

3-2-4-3 行区分／調達・据付区分 

本プロジェクトは、日本国とミャンマー国との相互協力により実施される。本プロジェクトが日本

国政府の無償資金協力により実施される場合の両国政府の工事負担範囲は以下のとおりとなる。 

(1) 日本国政府の負担事業 

本プロジェクトのコンサルタント業務及び施設建設工事、機材調達・据付に関する以下の業務を負

担し実施する。 

 1) コンサルタント業務 

・プロジェクト対象施設、機材の詳細設計図書及び入札条件書の作成 

・建設工事会社及び機材調達会社の選定及び契約に関する業務支援 

・施設建設工事及び機材納入・据付け・操作指導・保守管理指導に対する監理業務 

・医療機材の維持管理能力向上にかかるソフトコンポーネントの実施 

 2) 施設建設及び機材調達・据付け 

・日本国側協力対象施設の建設 

・日本国側協力対象施設の建設資機材、日本側協力対象機材の調達及び対象施設までの輸送と搬入 

・日本国側協力対象機材の据付け及び試運転と調整 

・日本国側協力対象機材の運転、保守管理方法の説明と指導 

・日本側協力対象機材のうち保守契約付帯機材の保守管理 

(2) ミャンマー国政府の負担事業  

ミャンマー国政府の負担事業は、表 3-21 のとおり。  
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表 3-21 ミャンマー国政府の負担事項 

施設建設関連 
 プロジェクトサイトの確保 

 
プロジェクトサイトの整地 
(既存建屋等の解体・樹⽊伐採を含む)

 既存配線、配管の盛替え 
 プロジェクトサイトまでの電⼒引込
 建築許可・環境ライセンスの取得
 植栽等の造園⼯事 
 接続廊下の建設（2 ヶ所） 

機材調達関連 
 既存機材の本プロジェクト対象施設への移設
 ⽇本国側協⼒対象外の医療機材、⼀般家具等の調達・据付

運営維持管理関連
 消耗品、交換部品等の調達 
 ⽇本側協⼒対象施設及び機材の活⽤と維持管理、必要な医療⼈材等の確保
 ソフトコンポーネント実施に伴う参加者の⽇当・宿泊・交通費等の負担

⼿続き関連 
 銀⾏取極の⼿続き及び契約⾦額⽀払い⼿数料、⽀払授権書及び修正授権書の通知⼿数料の⽀払い 
 本プロジェクト実施に必要な各種許認可等の発給
 輸⼊資機材の税措置・通関⼿続きの迅速な対応
 ⽇本国法⼈、⽇本⼈及び第三国関係者に対する各種税の免税
 ⽇本⼈及び第三国関係者の⼊国及び滞在に必要な便宜供与
 ⽇本国側負担以外の全ての費⽤負担

 

3-2-4-4 施工監理計画／調達監理計画 

(1) コンサルタントの施工及び機材調達監理計画 

日本国政府の無償資金協力事業の実施方針に基づき、コンサルタントは協力準備調査の趣旨を踏

まえ、詳細設計業務を含む一貫したプロジェクトチームを編成し、施工及び機材調達監理業務の円滑

な実施に臨む。 

 1) 施工及び機材調達監理方針 

本プロジェクトの施工及び機材調達監理に対する方針は、以下のとおり。 

・両国関係機関の担当者と密接な連絡のうえ調整を図り、遅滞なく施設建設工事及び機材調達が

完了することを目指す。 

・建設工事会社及び機材調達会社とその関係者に対し、公正な立場に立ち迅速かつ適切な指導・

助言を行う。 

・施設及び機材据付け引渡後の運用・管理について適切な指導・助言を行う。 

 2) 施工及び機材調達監理体制 

施設建設工事期間中は、常駐施工監理者(建築担当)を工事全期間 1 名とローカル技術者を配置する

他、工事の進捗状況に合わせ以下の技術者を適時派遣する。 

・業務主任 ： 全体調整、工程・品質管理指導 

・建築担当 ： 総合図説明、材料確認 

・構造担当 ： 地耐力確認、材料確認 

・機械設備担当 ： 総合図説明、給排水設備・空調換気設備の中間・竣工検査 



 

3-39 

・電気設備担当 ： 総合図説明、電気設備の中間・竣工検査 

・瑕疵検査担当 ： 竣工後 1 年間の瑕疵担保期間満了時の検査の実施 

 

機材調達については、工事の進捗状況に合わせ以下の技術者を派遣する。 

・常駐調達監理技術者 ： 機材搬入・据え付け作業監理、施設建設工事との調整 

・調達監理技術者 ： 施工前準備作業、保守内容調査、中間検査、初期操作指導の立会

い(操作方法・日常点検・トラブルシューティング説明)、員数検

査、検収、引渡し 

・検査技術者 ： 竣工後 1 年間の瑕疵担保期間満了時の検査の実施、複数年次保

守契約附帯機材の契約内容の履行状況確認 

 3) 機材調達監理 

主な機材調達監理業務は、以下のとおり。 

 A) 機材調達会社打合せ・機材製作図確認(国内) 

打合せ内容は、機材調達工程(発注、検査、船積み、輸送、据付工事)の確認、機材調達会社側のプ

ロジェクトに係る体制(人員、報告手順等)の確認、契約図書による提出要求書類の確認(機材製作図、

配置図、ユーティリティリスト等)等を予定する。 

 B) 出荷前検査(国内) 

機材の一部はメーカーの製造工場にて全ての組立を完了し輸出梱包された状態で指定倉庫へ搬入

される。そのような機材については、出荷前にメーカー工場等にて出荷前検査を実施する。 

 C) 船積前機材照合検査(国内及び第三国) 

第三者検査機関による船積前機材照合検査に係る検査機関の選定、検査用仕様書等の必要書類の

準備、検査証の確認及び保健スポーツ省医療サービス局への検査終了報告書の作成を行う。 

 D) 現地調達監理(現地) 

機材調達会社が行う員数検査、検品、据付工事、調整・試運転、初期操作指導、運用指導について、

調達監理業務を行う。調達機材が契約書通りのメーカー、型番、仕様となっているかを検査するとと

もに、初期操作指導・運用指導については具体的な参加者名、参加者の所属部署や担当等の情報、参

加者の署名が記入された指導終了書類を確認する。 

機材調達会社の契約業務完了に際し、引渡し業務の終了を保健スポーツ省医療サービス局の責任

者に報告し、所定の手続きを行う。常駐調達監理技術者が担当し、据付工事から検収・引渡しまでの

全ての期間において現地で業務を行う。なお、CT については、3 年間の保守サービスを付帯してい

る旨、引渡し時に病院長に説明し、保守サービスが有効活用されるように促す。 

 E) 満了前検査(現地) 

瑕疵担保期間満了時の検査を実施し、検査報告書の作成を行う。複数年次保守を付帯している機材

については、保守契約条件に基づき定期点検内容の履行確認、機材本体の瑕疵状態の確認等を行い、

モニタリング報告書を作成する。 



 

3-40 

(2) 建設工事会社の施工管理 

設計図書に合致した施設を所定工期内に完成させるため、建設工事会社は現地施工会社を活用し

て建設工事を円滑に実施する能力が要求される。本プロジェクト対象施設の特性を理解したうえで、

所定の品質の施設を実現するには、現地事情に通じた施工監督技師の常駐が必要である。 

(3) 機材調達会社の調達管理 

機材調達会社の主な調達管理業務は、以下のとおり。 

 1) 機材製作図確認(国内) 

機材調達工程(発注、検査、船積み、輸送、据付工事)、本プロジェクトに係る体制(人員、報告手順

等)、契約図書の提出要求書類(機材製作図、配置図、ユーティリティリスト等)等について、コンサル

タントに対して説明し合意を得る。 

 2) 出荷前検査立会い(国内) 

画像診断機材等の機材はメーカーの製造工場にて組立後、輸出梱包された状態で指定倉庫へ搬入

されるため、メーカー工場等にて出荷前検査を実施する。その他の機材は、メーカー指定倉庫あるい

は海運貨物取扱業者の指定倉庫にて出荷前検査を実施する。 

 3) 船積前機材照合検査立会い(国内及び第三国) 

コンサルタントが選定した第三者検査機関による船積前機材照合検査の立ち会いを行う。船積後、

船積書類のコピー(船荷証券、保険証券、インボイス、パッキングリスト等)を検査機関に提出する。

調達国毎に当該国船積港で検査を実施する。 

 4) 現地調達管理(現地) 

全ての調達機材について、保健スポーツ省医療サービス局の担当責任者及びコンサルタントの立

会いのもと員数検査、検品、試運転、初期操作指導、運用指導を実施する。 

3-2-4-5 品質管理計画 

(1) 施設建設 

本プロジェクトでは、品質確保のため、原則としてミャンマー国または日本の基準に基づいて工

事監理を実施する。主要工種の品質管理計画は、表 3-22 のとおりである。  
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表 3-22 品質管理計画 

⼯事区分 監理項⽬ 管理⽅針 検査⽅法 品質規格 測定頻度 結果の整理
⽅法

⼟⼯事 法⾯⾓度  計測、⽬視 適宜 写真、書類
 床付精度  〃 〃 〃 
 地業⾼さ  〃 〃 〃 
 置換⼟厚  〃 〃 〃 
鉄筋⼯事 鉄筋かぶり厚 構造計画・仕様

書による 
計測、⽬視 国 際 基 準

※
適宜 写真、書類

    
    
 加⼯精度  〃 〃 〃 
    
    
 引張り強度  引張り試験 各径鉄筋 200t に 1

回、供試体 3 本 
試 験 結 果 報
告 

コンクリート
⼯事 

圧縮強度 構造計画・仕様
書による 

圧縮試験 国 際 基 準
※ 

打設毎、かつ 50m3

毎に供試体 3 体以
上

試 験 結 果 報
告書 

 スランプ値  計測 1 回の打設毎 写真、書類
 塩化物量  計測 〃 〃 
 空気量  計測 〃 〃 
 ｺﾝｸﾘｰﾄ温度  計測 〃 〃 
 出来形精度  計測 型枠脱型時 〃 
組積⼯事 
(コンクリー
トブロック) 

圧縮強度 特記仕様書によ
る 

圧縮試験 国 際 基 準
※ 

⼯場出荷前 1 回 試 験 結 果 報
告書 

左官⼯事、塗
装⼯事、屋根
⼯事、建具⼯
事 

材料/保管/施
⼯/調合/塗厚/
養 ⽣ / 施 ⼯ 精
度 

特記仕様書によ
る 

同左 同左 適宜 写真、書類

給排⽔⼯事 給⽔管 漏れ ⽔圧テスト 国 際 基 準
※

配管完了時、各系統
別

試 験 結 果 報
告書 

 排⽔管 〃 満⽔テスト  
電気⼯事 電線 規定値以内 絶縁テスト

通電テスト
国 際 基 準
※

〃 〃 

    
※BS, ASTM, JIS 等の国際基準 

 

(2) 機材調達 

医療機材の品質を確保するため、日本製品については、製造販売業許可書の提示により、我が国の

薬事法に適合していることを確認する。 

海外製品については、ISO13485（医療機材の品質保証のための国際標準規格）に適合した工場で

製造されていることを条件とする。 

3-2-4-6 資機材等調達計画 

(1) 施設建設 

 1) 調達方針 

本プロジェクトで採用する主要建設資機材の多くは現地市場で調達可能であることから、現地調

達を基本とするが、現地調達が困難な資機材については、日本国または第三国からの調達を想定する。 
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 2) 調達計画 

 A) 建築躯体工事 

躯体工事用の砂、砂利、間仕切り壁用のコンクリートブロック等は現地建設市場での調達を想定す

る。鉄筋、鉄骨、セメントは現地建設市場での輸入品の調達か、タイ・中国等の第三国から建設会社

が直接輸入する調達計画を想定する。 

 B) 建築内外装工事 

木材は現地調達を想定する。アルミサッシ、タイル、金属屋根材、塗料、ガラス等の各種内外装資

材は、現地建設市場での輸入品の調達か、タイ・中国等の第三国から建設会社が直接輸入する調達計

画を想定する。 

 C) 衛生工事 

ポンプ、タンク類、衛生陶器、配管資材については、現地建設市場での輸入品の調達か、タイ・中

国等の第三国から建設会社が直接輸入する調達計画を想定する。 

 D) 空調工事 

チラーユニット、ポンプ、空調機、送風機、配管資材については現地建設市場での輸入品の調達か、

タイ・中国等の第三国から建設会社が直接輸入する調達計画を想定する。 

 E) 電気工事 

照明器具、盤類、電線、配管材等は、現地建設市場での輸入品の調達か、タイ・中国等の第三国か

ら建設会社が直接輸入する調達計画を想定する。 

 F) 労務 

単純労務者はダウェイ市周辺からの調達で問題ないが、技能工はヤンゴンからの調達を想定する。 

本プロジェクトの主な建設資材の調達先は表 3-23 のとおり。 
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表 3-23 主な建設資材の調達先 

項⽬ 
調達先

備考 
現地 ⽇本 第三国

⾜場 ○ ○ タイ、中国等からの輸⼊品が多い 
仮囲い ○ ○ 同上

  普通ポルトランドセメント ○ ○ 同上
  ⾻材 ○
  異形鉄筋 ○ ○ タイ、中国等からの輸⼊品が多い 
  型枠⽤合板 ○ ○ 同上
  コンクリートブロック ○
 鉄⾻ ○ ○ タイ、中国等からの輸⼊品が多い 
  防⽔材 ○ ○ 同上
  軽量鉄⾻材 ○ ○ 同上
  ⾦属屋根材 ○ ○ 同上
  アルミ製建具 ○ ○ 同上
  ⽊製建具 ○ 〇 同上
  ガラス ○ ○ 同上
  タイル ○ ○ 同上
  吸⾳板 ○ ○ 同上
  セメント板 ○ ○ 同上
  塗料 ○ ○ 同上
  ポンプ ○ ○ 同上
  配管材・配管⾦物 ○ ○ 同上
  衛⽣陶器 ○ ○ 同上
  分電盤 ○ ○ 同上
  配線・配管 ○ ○ 同上
  照明器具 ○ ○ 同上
  避雷針 ○ ○ 同上
 昇降機 ○ ○ 同上
 医療ガス配管 ○ ○ ○ タイ、中国、⽇本からの輸⼊品が多い 

 

(2) 機材調達 

調達は原則として、ミャンマー国あるいは日本からとする。しかし、代理店の保守管理能力等を勘

案し、第三国調達が望ましいと考えられる機材については、以下の条件が満たされている場合には第

三国製品の調達も検討する。 

・ミャンマー国に支店あるいは代理店があり、保守サービスが提供可能である 

・ミャンマー国及び日本製品が存在せず、競争入札が成立しない恐れがある 

・ミャンマー国の類似医療施設で汎用されている機材である 

・周期交換部品費や消耗品費等の維持管理にかかる費用が廉価である 

主な医療機材の調達先は表 3-24 のとおり。 
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表 3-24 主な医療機材の調達先 

部⾨ 
機材 
番号 

機材名 
調達想定国 

現地 ⽇本 第三国 

⼿術部⾨ 

1 無影灯 Ａ（2 灯式、メジャー⼿術室⽤）  〇 〇 

2 無影灯 Ｂ（1 灯式、マイナー⼿術室⽤）  〇 〇 

8 ⼿術室⽤⼿洗い装置  〇  

12 保温庫  〇  

14 シャウカステン 2 枚掛け  〇  

中央材料
部⾨ 

9 ⾼圧蒸気滅菌器 L  〇  

10 ⾼圧蒸気滅菌器 M  〇  

画像診断
部⾨ 

4 ⻭科ユニット  〇 〇 

5 ⽿⿐科ユニット  〇 〇 

13 シャウカステン 1 枚掛け  〇  

外来部⾨ 

3 コンピューター断層診断装置（CT）  〇 〇 

6 X 線透視撮影装置  〇  

7 ⼀般 X 線撮影装置 〇  

11 磁気共鳴画像診断装置（MRI）  〇 〇 

 

3-2-4-7 初期操作指導・運用指導等計画 

計画機材の搬入、据付工事及び調整・試運転に続き、初期操作指導及び運用指導を実施する計画と

する。この指導は機材調達会社によって行われ、コンサルタントはこの指導が適正に行われるよう監

理を行う。引渡し時には保健スポーツ省医療サービス局側責任者、機材調達会社とともにコンサルタ

ントは指導内容と終了書類の確認を行う。 

3-2-4-8 ソフトコンポーネント計画 

本プロジェクトで調達される医療機材が稼働想定期間中に亘って良好な状態で活用されるために、

医療機材の維持管理体制の向上を目的とした指導を、病院管理部門（院長・副院長）、機器整備対象

の臨床科所属の医療従事者、病院長が任命した医療機材管理責任者及び維持管理チームに対して行

うことを計画する。また、MRI と CT スキャナーについては画像構築方法、読影方法についての指

導も行い、供与機材が有効活用されるように指導する。(別添参照：資料 5)。 

3-2-4-9 実施工程 

本プロジェクトが日本国政府の無償資金協力によって実施される場合、工事着工までの実施工程

は以下の手順となる。 

・ 両国政府間で E/N、ミャンマー国政府と JICA の間で G/A が締結される。 

・ JICA により、原則として準備調査を実施した日本国法人コンサルタントが推薦される。 

・ 保健スポーツ省医療サービス局と推薦を受けたコンサルタントとの間で詳細設計及び監理

契約が結ばれる。 

・ 詳細設計と入札図書の作成、日本国での入札手続き、建設工事会社、機材調達会社との契約

を経て、施設建設工事と機材調達が実施される。 
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(1) 詳細設計と入札図書の作成 

本準備調査報告書をもとに詳細設計図書と入札図書を作成する。その内容は、詳細設計図面、仕

様書、入札要項書等で構成される。コンサルタントは詳細設計の初期、最終の各段階に保健スポー

ツ省医療サービス局と綿密な打合せを行い、最終成果品を提出し、その同意を得て詳細設計業務が

終了する。 

(2) 日本国での入札手続き 

詳細設計終了後、日本国において建設工事入札に関する入札参加資格事前審査

（Prequalification : P/Q）を公示する。審査結果に基づき、実施機関である保健スポーツ省医療サ

ービス局が入札参加を希望する建設工事会社を招聘する。機材調達を建設工事とは分離した入札と

する場合、保健スポーツ省医療サービス局は入札参加を希望する機材調達会社を別途招聘する。関

係者立ち会いの下にそれぞれの入札を行い、最低価格を提示した入札者が、その入札内容が適正で

あると判断された場合、落札者となり保健スポーツ省医療サービス局と建設工事契約、機材調達契

約を結ぶ。 

(3) 施設建設工事と機材調達 

契約書に署名後、JICA の認証を得て、建設工事会社及び機材調達会社は施設建設工事及び機材調

達に着手する。本プロジェクトの施設規模と現地建設事情より、施設建設工事及び機材調達・据付・

初期操作指導は合わせて約 20 ヶ月と判断される。これには順調な資機材の調達と、ミャンマー国側

関係機関の迅速な諸手続きや審査、ミャンマー国側負担工事の円滑な実施が前提となる。 

本プロジェクトの業務実施工程表は表 3-25 のとおり。 

表 3-25 業務実施工程表 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

(現地調査)

(実施設計)
計15.5ヶ月

(入札図書承認)

(入札図書配布・入札)

(入札評価・業者契約)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
(建設工期 20ヶ月)

(工事準備)

(土工事・杭工事・基礎工事)

(上部躯体工事)

(内外装工事)

(外構工事)

(設備工事)

（試運転調整・検査)
計 20ヶ月

（機材製造）

（機材輸送・通関）

（機材据付・検査）

(現地調査) (現地調査) (現地調査)

雨季

実
施
設
計

施
工
・
調
達

ソフトコ
ンポー
ネント
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3-3 相手国側負担事業の概要 

本プロジェクトを日本国政府の無償資金協力により実施することとなった場合、ミャンマー国側

が負担する項目は以下のとおりである。 

(1) 施設建設関連 

・ プロジェクトサイトの確保 

・ プロジェクトサイトの整地(既存建屋等の解体・樹木伐採を含む) 

・ 既存配線、配管の盛替え 

・ プロジェクトサイトまでの電力引込  

・ 建築許可・環境ライセンスの取得 

・ 植栽等の造園工事 

・ 接続廊下の建設（2 ヶ所） 

(2) 機材調達関連 

・ 既存機材の本プロジェクト対象施設への移設 

・ 日本国側協力対象外の医療機材、一般家具等の調達・据付 

(3)  維持管理関連 

・ 施設・機材の維持管理に必要となる消耗品・交換部品等の調達 

・ 無償資金協力で建設された施設と調達機材の適正かつ効果的な利用と維持管理、またこれに必

要な医療人材の確保 

・ ソフトコンポーネント（医療機材維持管理向上）実施に伴う参加者の日当・宿泊・交通費等

の負担 

(4) 手続き関連 

・ 銀行取極の手続き及び契約金額支払手数料の支払い、支払授権書、修正授権書の通知手数料

の支払い 

・ 本プロジェクトの実施に必要とされる各種許認可、免許、公認等についての発給 

・ 無償資金協力範囲で調達される輸入資機材の免税措置・通関手続きの迅速な対応 

施設建設に係る輸入建設資材の免税手続き 

－建設工事会社は、マスターリスト(建設資材リスト)、JICA ミャンマー事務所発行の推薦状

を保健スポーツ省経由財務省に提出し、その後、免税許可書が財務省から保健・スポーツ

省に交付される。財務省はヤンゴン港や空港などの税関事務所へ免税許可書を送付する。 

－上記を受けて、建設工事会社は、財務省の担当部局が求める様式に従い税関事務所提出用

に必要書類を準備し提出する。 

機材調達に係る輸入機材の免税手続き 

－機材調達会社は、インボイス、パッキングリスト、保険証券、当該契約書を保健スポーツ

省経由財務省に提出し、その後、免税許可書が財務省から保健・スポーツ省に交付される。

財務省はヤンゴン港や空港などの税関事務所へ免税許可書を送付する。 

－上記を受けて、機材調達会社は、財務省の担当部局が求める様式に従い税関事務所提出用

にインボイス、パッキングリスト、保険証券などを準備し提出する。 

・ 本プロジェクトに携わる日本国法人、日本人及び第三国関係者に対し、ミャンマー国内で課
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せられる関税、国内税その他の税制課徴金の免除 

・ 前項の日本人及び第三国関係者に対し、本プロジェクトの業務遂行のためのミャンマー国へ

の入国及び滞在に必要な便宜供与 

・ 無償資金協力に含まれず、本プロジェクトの遂行に必要となるその他全ての費用負担 
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3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

3-4-1 運営維持管理体制 

(1) 運営体制 

本プロジェクトで整備する施設及び機材を適切に活用し、求められる保健医療サービスを提供する

ためには、表 3-26 に示す人員配置が各診療科で必要となる。本プロジェクトにおいては、専門外

来診察室の増加や手術室数の増加に伴い DGH の全般的な人員数増加が求められ、外科医・整形外

科医・麻酔科医等の専門医、内視鏡の操作ができる内科医及び外科医、医療機材維持管理技術者、

看護師等の増員が必要となる。 

また、医療機材の適切な維持管理のために医療機材管理責任者の配置が、2011 年に保健スポーツ

省から発行された「病院管理マニュアル(Hospital Management Manual)」に言及されており、配置

が義務化されている。 
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表 3-26 協力対象施設に必要な医療人材 

職種 

専⾨外来 ⼿術  
I
C
U

滅
菌 

内
視
鏡
検
査 

臨
床
検
査 

画
像
診
断 

薬
局 

病
歴 

医
療
社
会 

臨
床
⼯
学 

内
科 

産
科 

婦
⼈
科 

外
科 

整
形
外
科 

⼩
児
科 

⻭
科 

精
神
科 

⽪
膚
科 

眼
科 

⽿
⿐
咽
喉
科 

外
科 

産
科 

整
形
外
科 

⽿
⿐
咽
喉
科 

眼
科 

⿇
酔
科 

【医師】     
シニアコンサルタント   1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jr.コンサルタント   1 1 1 1  1 1 1 2 2 1
専⾨医(ASA)   1 1 1  1
⼀般医(AS) 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1

医師⼩計 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 4 3 4 1 1 5 2 4 3 2
医師合計 46 

【看護師】   
看護師科⻑   2
スタッフ看護師 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 12 4
訓練看護師 4 2 2 4 4 4 2 2 1 2 2 26 8 2

看護師⼩計 6 3 3 6 6 6 3 3 3 3 3 40 12 2
看護師合計 99 

【その他】   
滅菌ワーカー 1  2
放射線技師 2  2
ラボテクニシャン   25 ５
医療福祉⼠   1
医療機材管理責任者   1
薬剤師   1
薬剤師助⼿   2
上級クラーク   2
下級クラーク   1
ワーカー 4 2 2 4 4 4 2 1 1 1 1 8 3 2 1 2 2 2 2 1 2

その他⼩計 7 2 2 4 4 4 2 1 1 1 1 8 3 4 1 27 9 5 5 2 3
その他合計 96 

医療⼈材合計 241 
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(2) 維持管理体制 

 1) 施設 

DGH 専属の電気技師兼給排水技師が 1 名に加えて、2016 年 7 月よりタニンダーリ地域保健サー

ビス局所属の新卒土木技師 2 名が DGH の敷地内に常駐している。これら技師が定期的に施設を巡

回し、基本的な施設の維持管理業務を実施している。これら技師が対応できない維持管理や修理は病

院長を通じて外部専門会社に依頼している。本プロジェクトにより建設される施設の日常的な維持

管理業務はこれら技師により対応可能であるが、建物の修繕、専門知識が必要な定期点検等は従来ど

おりの外部委託を想定する。 

 2) 機材 

ミャンマー国内の他の第三次及び第二次医療施設同様、保健スポーツ省医療サービス局は 2016 年

7 月より新卒の電気担当エンジニア 1 名を配置した。しかしながら、新卒であるため医療機材の知識

をほとんど有していない。このため医療機材の不具合が発生した場合には、院長を通じて保健スポー

ツ省傘下の CMSD（中央医療保管部）へ修理を依頼している。CMSD が対応不可能な場合には、メ

ーカー代理店に対応を依頼している。 

本プロジェクト完了後の運用段階では、医用電子工学の知識を有する医療機材管理責任者 1 名が

配置される見込みとなっていることから、同技術者が中心となり医療機材の維持管理業務を行って

いくことが想定される。 

3-4-2 維持管理計画 

(1) 施設一般 

施設の維持管理においては、日常の清掃の実施、磨耗・破損・老朽化に対する修繕の 2 点が中心と

なる。日常の清掃の励行は、丁寧な施設利用を促す効果があるとされている他、破損・故障の早期発

見につながる。修繕は、構造体を保護する内外装仕上げ材の補修・改修が主体となる。施設の機能維

持のための改修は 10 年毎が目安とされる。 

施設の寿命を左右する定期点検と補修についての細目は、建設工事会社より施設引き渡し時に｢維

持管理取扱説明書｣として提出され、点検方法や定期的な清掃方法の説明が行われる。その概要は、

一般的に表 3-27 のとおり。 

表 3-27 施設定期点検の概要 

 各部の点検内容 点検回数 

外部 

外壁の補修・塗り替え 
屋根の点検、補修 
樋・ドレイン廻りの定期的清掃 
外部建具廻りのシール点検・補修 
側溝・マンホール等の定期点検と清掃

塗替え 1 回/5 年、補修 1 回/3 年 
点検 1 回/3 年、補修 1 回/10 年 
1 回/⽉ 
1 回/年 
1 回/年

内部 

内装の変更 
間仕切り壁の補修・塗り替え 
天井材の張り替え 
建具の建て付け具合調整 
建具⾦物の交換 
昇降機の定期点検 

随時 
随時 
随時 
1 回/年 
随時 
1 回/3 ヶ⽉
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(2) 建築設備 

建築設備については、故障の修理や部品交換等の補修に至る前に、日常の｢予防的維持管理｣が重要

である。設備機器の寿命は、正常操作と日常的な点検・給油・調整・清掃・補修等により、確実に伸

びるものである。これらの日常点検等により故障や事故の発生を未然に予防し、また事故の拡大を防

ぐ事ができる。 

発電機、ポンプ等の機器は、年 1 回程度の定期的な保守点検を行うことが肝要である。主な設備機

器の一般的耐用年数は次のとおり。 

表 3-28 設備機器の耐用年数 

 設備機器の種別 耐⽤年数 

電気関係 

配電盤 
LED(ランプ) 
蛍光灯(ランプ) 
⾮常⽤発電機 

20 年〜30 年 
20,000 時間〜40,000 時間 
5,000 時間〜10,000 時間 
30 年

給排⽔設備 
ポンプ類、配管･バルブ類 
タンク類 
衛⽣陶器 

15 年 
20 年 
25 年〜30 年

空調設備 
配管類 
排気ファン類 
空調機 

15 年 
20 年 
10 年

 

(3) 機材 

2011 年に保健スポーツ省が定めた「病院管理マニュアル」に記載の医療機材・医療家具の維持管

理に係る要求事項に基づき、保健スポーツ省医療サービス局本部、DGH にて構築されるべき体制案

を表 3-29 に示す。 

表 3-29 維持管理体制案 

保健スポーツ省医療サービス
局の役割 

DGH 管理部⾨の役割 DGH 維持管理ユニットの役割 

運営維持管理実施⽅針の策定 各臨床科からの予算申請取りま
とめ・保健スポーツ省へ申請

院⻑/ 維持管理責任者/ 医療従事者の役割・職務分掌の明
確化

予算の確保・割り当て ⼈材配置申請 臨床科別機材⼀元管理台帳の管理 
⼈材配置計画の作成 機材⼀元管理台帳の管理 医療従事者への機材使⽤⽅法の指導・周知（⽇常・定期点

検含む）
⼈材育成計画の作成 各臨床科からの情報収集 不⾜部品・消耗品の管理
 院⻑ほか病院幹部との情報共有

（定期報告等）
重度の故障対応（管理部⾨への報告・修理申請） 

 技術研修の計画・実施（医療従事
者・医療機材管理責任者）

簡易な故障対応（調整・修理等） 

 機材修理対応（代理店への発注） 重度の故障対応（不具合箇所の特定等） 
  修理完了後機材の受け⼊れ検査 
  ⼿術室︓⿇酔科医の監督の下、医療ガス中央配管システム

の保守を⾏う、基礎的保守の実施、医⽤電⼦機器の保守 
放射線︓電気技師による電気系統の保守、放射線医の監督
の下清掃を⾏う 
検査室︓⾎液銀⾏冷蔵庫の故障時などは CMSD（中央医
療管理部）に連絡をする 
ICU:技術のある医療機材管理責任者による医療ガス中央
配管システムと ICU 機材の保守 
ランドリー︓電気を使⽤する機材の基礎的保守の実施
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現状の DGH では、標準化された要領書による日常点検の実施がなされていない、定期点検が計画

的に実施されていない等の維持管理上の課題が散見される。これらの課題があることを踏まえ、医療

機材維持管理向上のためのソフトコンポーネントを本プロジェクトに含める。 
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3-5 プロジェクトの概略事業費 

3-5-1 協力対象事業の概略事業費 

日本国の無償資金協力により、本プロジェクトを実施するために必要となる事業費を日本国側と

ミャンマー国側とで負担区分する。その内訳は、下記(3)に示す積算条件により次のとおり算出され

る。ただし、この金額は交換公文上の供与限度額を示すものではない。 

(1) 日本国側経費負担 

概略総事業費 約 2,754 百万円 

表 3-30 日本国側負担事業に係る経費 

項⽬ 概略事業費（百万円） 
施設 1,971 2,387機材 416
実施設計・施⼯監理・ソフトコンポーネント 256
予備的経費 111

(2) ミャンマー国側経費負担 

本プロジェクトにおけるミャンマー国側負担事業に係る経費は表  3-30 に示すとおり、約

4,388,074 千 MMK(約 367 百万円)となる。 

表 3-31 ミャンマー国側負担事業に係る経費 

負担事項 概算⼯事費 
（千 MMK）

円換算 
(千円) 

プロジェクトサイトの整地 
（既存建屋等の解体・樹⽊伐採を含む） 46,928 3,928

既存配線、配管の盛替え 5,322 446
建築確認申請 270,819 22,670
プロジェクトサイトまでの電⼒の引込み 3,630 304
IEE/EIA 許可申請 13,690 1,146
⼀般家具什器備品の調達 118,401 9,911
医療機材の調達および移設 3,102,294 259,693
植栽等の造園⼯事 17,919 1,500
接続廊下の建設（2 ヶ所） 752,625 63,002
ソフトコンポーネント実施に伴う参加者の⽇当・宿泊・交通費等 7,803 653
医療⼈材の配置 16,885 1,413
⽀払い授権書通知⼿数料、⽀払い⼿数料等 31,758 2,658

合計 4,388,074 367,324

 

(3) 積算条件 

積算の条件を次のとおり設定する。 

・積算時点：2017(平成 29)年 4 月 

・為替交換レート：1USD＝114.60 円 

1MMK=0.08371 円 

(三菱東京 UFJ 銀行 TTB レート：2017 年 1 月から 2017 年 3 月までの 3 か月平均) 

・調達・施工期間：詳細設計・入札、施設建設工事・機材調達の期間は工事工程に示したとおり。 

・その他：積算は日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえて行うこととする。 
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3-5-2 運営・維持管理費 

(1) 運営・維持管理費 

本プロジェクトを実施することにより必要となる年間運営・維持管理費用は、表 3-31 の合計約

621,697 千 MMK (約 52 百万円)となる。 

表 3-32 運営・維持管理費の試算(千 MMK／年) 

費⽬ 
プロジェクト実施後の⽀出額 

（千 MMK／年） （千円／年） 
1) ⼈件費 101,310 8,481
2) 電気代 60,195 5,039
3) 燃料費 21,157 1,771
4) 医療ガス費 0 0
5) 施設維持費 21,812 1,826
6) 医薬品 269,273 22,541
7) 医療材料費 49,555 4,148
8) 機材消耗品購⼊費 48,467 4,057
9) 画像診断機器など医療機器維持管理費 49,928 4,179
合計 621,697 52,042

 

2020 年に施設及び機材の引き渡しが完了し、運用が開始される想定で、同年までの物価上昇率を

26%12見込む。 

 

【算出根拠】 

 1) 人件費 

「3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画」で既述のとおり、本プロジェクトで整備する施設及び

機材を適切に活用し、求められる医療サービスを提供するためには、表 3-26 に示す医療人材が必要

となる。現在の DGH の医療人材の不足分を補うため、表 3-32 のとおりの増員が必要となり、これ

に伴い人件費が増加する見込みである。 

表 3-33 本プロジェクトに起因して必要となる人件費の推定(千 MMK／年) 

職種 
2016 年実績賃⾦額13 

(A) 
物価変動を加味した⼈件費 

(A) x 1.26
⼈数 
(⼈)

合計 

外科医 3,720 4,687 1 4,687
整形外科、内視鏡専⾨医 3,720 4,687 2 9,374
⿇酔科医 3,720 4,687 1 4,687
医療機材管理責任者 2,160 2,722 1 2,722
看護師 1,980 2,495 32 79,840

合計 
 101,310

(8,481 千円)

 2) 電気代 

本プロジェクトで必要となる電気代は、DGH の現状の施設規模と電気代を考慮し、以下のとおり

算出する。 

                                                  
12 IMF の消費者物価上昇率から算出（2017 年から 2020 年） 
13 2016 年 5 ⽉現在 MoHS が定める⼈件費単価︓聞き取り調査結果による 
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91,032,750MMK x 6,560m2 / 12,500m2 x 1.26 ≒ 60,195 千 MMK／年 (5,039 千円／年) 

 

ここで、2016-2017 年度の DGH の電気代：91,032,750 MMK、本プロジェクト対象施設の床面積

の合計：6,560m2、既存の DGH の施設床面積の合計：12,500m2、物価上昇率：1.26 と想定する。 

 3) 燃料費 

本プロジェクトで整備する非常用発電機の運転時間を、1 日 30 分、毎日運転するものと想定し、

必要な燃料費を以下のとおり算出する。 

 

56 ㍑ / 時 x 0.5 時間 x 365 日 x 1,643MMK / ㍑ x 1.26 ≒21,157 千 MMK／年(1,771 千円／年) 

 

ここで、発電機の燃費：56L / 時、1 日の稼働時間：0.5 時間、燃油単価：1,643MMK / L、物価上

昇率： 26%と想定する。 

 4) 医療ガス費 

本プロジェクト対象施設での使用が想定される医療用ガスは主に酸素であるが、酸素発生機によ

り供給するため、経費は発生しない。 

 5) 施設維持管理費 

 A) 建築修繕費 

建築修繕費は経年により大きく変化するが、竣工後 10 年間の平均修繕費は、仕上工事費全体の約

0.1％14と想定する。 

5,841 千 MMK/年 

 B) 設備補修費 

設備補修費は竣工後 5 年程度の間は少ないが、それ以降は部品交換や機器交換が増加する。竣工後

10 年間の年平均補修費は、設備直接工事費の約 0.2％15と想定する。 

13,171 千 MMK/年 

 C) 昇降機維持費 

昇降機の安全な運用には、定期的な維持管理が必須である。3 ヶ月毎の定期点検を 2 台の昇降機に

対して実施した場合の維持費の合計は以下のとおり。 

2,800 千 MMK/年 

 

施設維持管理費合計 21,812 千 MMK／年(1,826 千円／年) 

 

                                                  
14 経験則から仕上⼯事にかかる初期投資の 0.1%を竣⼯後 10 年間の平均修繕費と想定した。 
15 経験則から設備⼯事にかかる初期投資の 0.2%を竣⼯後 10 年間の平均修繕費と想定した。 
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 6) 医薬品費 

DGH は 2016/2017 年度に、570,000 千 MMK 相当の医薬品を使用している。今後も同水準で医薬

品が使用されるものと仮定した場合、表 3-33 のとおり、本プロジェクト対象施設での使用が想定さ

れる医薬品経費が見込まれる。 

表 3-34 本プロジェクト対象施設で想定される年間医薬品経費 

年間医薬品経費（⼊院患者⽤） 
8,446 千 MMK 
(707 千円) 

年間医薬品経費(外来患者⽤) 260,827 千 MMK 
(21,834 千円)

合計 269,273 千 MMK 
(22,541 千円)

上記試算結果には、2021 年までの IMF 物価変動率 26％が加味されている。 

上記算定根拠式は以下の通りである。 

（入院患者 1 人当たりに使用した年間医薬品費 25,012 千 MMK16）x（本プロジェクト対象施設で

受け入れる年間入院患者数 268 人17）x 物価上昇率（26％）＝（本プロジェクト対象施設で想定され

る年間医薬品費 8,446,052MMK） 

 

（外来患者 1 人当たりに使用した年間医薬品費 6,253 千 MMK18 ）x（本プロジェクト対象施設で

受け入れる年間外来患者数 33,105 人19）x 物価上昇率（26％）＝（本プロジェクト対象施設で想定

される年間医薬品費 260,827,012MMK） 

 7) 医療材料費 

本プロジェクト対象施設で使用する医療材料は、手術や ICU 入院患者の治療の際に用いるガーゼ・

シリンジ・カテーテル・綿・バンデージ類などが挙げられる。患者数から算定した、年間医療材料費

は表 3-34 のとおり。 

表 3-35 本プロジェクト対象施設で想定される年間医療材料費 

医療材料費 
49,555 千 MMK 
(4,148 千円)

上記試算結果には、2020 年までの IMF 物価変動率 26％が加味されている。 

                                                  
16 ⼊院患者 1 ⼈当たりに使⽤した年間医薬品費は 2016 年度医薬品購⼊費を全科の⼊院患者数より算出した。 
17 隔離病床を除く 1 床平均滞在⽇数は約 7.5 ⽇間と想定すると、1 床で年間 48.6 ⼈、5 床で 244 ⼈の⼊院患者数なる。隔離病床

の平均滞在⽇数を⼀般病床の 2 倍と仮定すると、年間 24.3 名の患者が利⽤する計算となり、ICU 年間患者数は 268 ⼈とな

る。 
18 DGH 専⾨医からの聞き取り調査結果に基づき、外来患者 1 ⼈当たりに使⽤した年間医薬品費は⼊院患者の医薬品の 4 分の 1 と

した。 
19 2016 年の DGH 年間外来患者は 30,939 であった。2024 年までの⼈⼝増加率は 1.07 倍。Thematic report on population 

projections for the Union of Myanmar, states/regions, rural and urban areas, 2014-2050, Myanmar Population and 

Housing Census, 2014 によれば、タニンダーリ地域の⼈⼝は、それぞれ 2015 年で 1435 千⼈、2020 年で 1498 千⼈、

2025 年には 1,564 千⼈である。結果、2016 年から, 2024 年までの⼈⼝増加率は; (1,498+(1,564-1,498)x4/5) / 

(1,435+(1,498-1,435)/5)=1.07  したがって、2024 年の DGH 外来⼈数は、30,939 x 1.07 = 33,105。 
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 8) 機材消耗品購入費 

本プロジェクト対象施設で使用する医療機材は、本プロジェクトで新規調達する機材及びミャン

マー国側が既存施設から移転し、使用を継続する機材、新規購入する機材から構成される。それぞ

れの年間消耗品購入費の内訳は表 3-35、表 3-36 のとおり。 

表 3-36 機材消耗品年間購入費内訳(本プロジェクトで調達する機材) 

機材
番号 

機材名 消耗品名及び供給単位 数量
1 台あたりの
想定必要量

単価 
MMK

単価合計 
MMK 

総合計 

3 
コンピュータ
ー断層診断装
置（CT） 

インジェクターディスポシ
リンジ（200ml ⽤ 50 本/
セット） 1 

4 セット 17,488 69,952  69,952

14"x17" サイズドライフィ
ルム（100 枚/パック） 

4 セット 33,333 133,332    133,332

4 ⻭科ユニット 
タービン⽤吸引チップ 10
個/箱 

2 8 セット 3,333 26,664 53,328

6 
X 線透視撮影
装置 

14"x17" サイズドライフィ
ルム（100 枚/パック） 

1 
4 セット 17,488 69,952 69,952

14"x14" サイズドライフィ
ルム（100 枚/パック） 

4 セット 17,488 69,952 69,952

7 
⼀般 X 線撮影
装置 

14"x17" サイズドライフィ
ルム（100 枚/パック） 

1 
4 セット 17,488 69,952 69,952

14"x14" サイズドライフィ
ルム（100 枚/パック） 

4 セット 17,488 69,952 69,952

8 
⼿術⽤⼿洗い
装置 

UV ランプ（6 個/セット） 

3 

4 セット 116,667 466,668 1,400,004
フィルター要素（1u 8 個/
セット、0.2u 4 個/セッ
ト） 

4 セット 260,000 1,040,000 3,120,000

ブラシ 48 個 4 セット 16,667 66,668 200,004

9 
⾼圧蒸気滅菌
器 LL 

記録紙(6 ロール/パック) 
1 

４セット 33,333 133,332 133,332
インクリボン 4 セット 26,667   106,668 106,668

10 
⾼圧蒸気滅菌
器 M 

記録紙(6 ロール/パック) 
1 

４セット 33,333 133,332 133,332
インクリボン 4 セット 26,667 106,668 106,668

11 
磁気共鳴画像診
断装置（MRI） 

14"x17" サイズドライフィ
ルム（100 枚/パック） 

1 4 セット 17,488 69,952 69,952

13 
シャウカステ
ン 1 枚掛け 

蛍光管（2 本/セット） 10 3 セット 39,600 118,800 1188,000

14 
シャウカステ
ン 2 枚掛け 

蛍光管（2 本/セット） 4 5 セット 39,600 198,000 792,000

合計 7,786,380

 

表 3-37 機材消耗品年間購入費内訳(既存施設から移設する機材) 

部⾨名 機材名 消耗品名及び供給単位 数量
1 台あたりの
想定必要量

単価 
MMK

単価合計 
MMK 

総計 

検体検
査（ラ
ボ） 

全⾃動⽣化学⾃動
分析装置 

⽣化学検査⽤試薬
36,000 検体分 

1 1 セット 3,675,969 3,675,969 3,675,969

半⾃動⽣化学⾃動
分析装置 

⽣化学検査⽤試薬
12,000 検体分 

1 1 セット 1,225,323 1,225,323 1,225,323

電解質分析装置 
電解質⽤試薬 1825 検体
分 

1 1 セット 3,354,326 3,354,326 3,354,326

分光光度計 
⽣化学検査⽤試薬
12,000 検体分 

1 1 セット 1,225,323 1,225,323 1,225,323
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部⾨名 機材名 消耗品名及び供給単位 数量
1 台あたりの
想定必要量

単価 
MMK

単価合計 
MMK 

総計 

⾎球計数装置 
希釈液・反応試薬 3.5 万
検体分 

1 1 セット 7,351,942 7,351,942 7,351,942

遠⼼分離機 
測定⽤キュベット 1 万 5
千検体分 

2 1 セット 1,654,186 1,654,186 3,308,372

⾎液凝固計 測定⽤試薬 1000 検体分 1 1 セット 551,385 551,385 551,385
顕微鏡 オイル、フューズなど 1 1 セット 183,798 183,798 183,798
ELISA 装置 測定⽤試薬 1000 検体分 1 1 セット 735,198 735,198 735,198
CD4 ⾎液検査機 測定⽤試薬 500 検体分 1 1 セット 551,395 551,395 551,395
遺伝⼦検査器 測定⽤試薬 500 検体分 1 1 セット 918,992 918,992 918,992

ミクロトーム 
再利⽤可能ブレード 50
枚/セット 

1 5 セット 128,661 643,305 643,305

冷蔵庫 
記録⽤紙 

1 
1 セット 142,138 142,138 142,138

冷媒ガス 1 セット 71,068 71,068 71,068

安全キャビネット 
フィルター5 枚/セット

1 
1 セット 73,521 73,521 73,521

蛍光管 5 本 1 セット 36,760 36,760 36,760

尿分析器 
尿分析⽤ストリップ 100
枚/セット 

１ 8 セット 11,028 88,224 88,224

滅菌器 ドアパッキン 1 1 セット 110,277 110,277 110,277

⾎液銀⾏冷蔵庫 
記録⽤紙 

3 
1 セット 142,138 142,138 426,414

冷媒ガス 1 セット 71,068 71,068 213,204

⾎漿解凍⽤恒温槽
及び攪拌機 

攪拌⽤キュベット(100
本/セット) 1 

3 セット 89,602 268,806  268,806 

ヒーター 1 本 105,418 105,418 105,418

冷凍遠⼼分離機 
測定⽤キュベット 1 万 5
千検体分 

1 1 セット 1,654,186 1,654,186 1,654,186

ヘモグロビンメー
ター 

測定⽤ストラップ 4500
検体分 

1 1 セット 496,256 496,256 496,256

⼿術室 

超⾳波診断装置 

記録⽤紙、(18m x 10
ロール/セット) 

1 
4 セット 29,146 116,584 116,584

ゼリー (300g x 12 本/
セット) 

4 セット 29,146 116,584 116,584

患者モニター 

⼤⼈⽤使い捨て⼼電図電
極 (60 個/セット)

6 
20 セット 2,798 55,960 335,760

記録⽤紙(50mm x 
30m、100/セット)

4 セット 2,915 11,660 69,960

電気メス 
使い捨て対極板(50 個/
セット) 

６ 1 セット 29,146 29,146 174,876

輸液ポンプ 
輸液セット(100 本/パッ
ク) 

10 1 セット 5,829 5,829 58,290

シリンジポンプ 

シリンジ 10mL (100
個/パック) 

10 

4 セット 3,031 12,124 121,240

シリンジ 20mL (100
個/パック) 

4 セット 3,847 15,388 15,3880

シリンジ 30mL (50 個
/パック) 

4 セット 4,080 16,320 163,200

シリンジ 50mL (50 個
/パック) 

4 セット 5,683 22,732 227,320

吸引器 

吸引瓶 3000ml（蓋付
き）フロート有り

6 

4 セット 13,990 55,960 335,760

吸引瓶 3000ml（蓋付
き）フロート無し

4 セット 13,116 52,464 314,784

吸引チューブ(アダプタ
ー付) 

4 セット 4,864 19,456 116,736
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部⾨名 機材名 消耗品名及び供給単位 数量
1 台あたりの
想定必要量

単価 
MMK

単価合計 
MMK 

総計 

除細動装置 

使い捨て電極セット 
(150 個/セット) 

5 

4 セット 6,383 25,532 127,660

コンタクトゲル (100g 
x 2 /セット) 

4 セット 816 3,264 16,320

記録紙 (30m/10 ロー
ル) 

4 セット 3,020 12,080 60,400

⿇酔器⼈⼯呼吸器
付 

CO2 吸着剤(7.2L/セッ
ト) 

6 

12 セット 10,493 125,916 755,496

患者呼吸回路(25 回路/
セット) 

4 セット 29,146 116,584 699,504

マスク(10 個/セット) 4 セット 12,591 50,364 302,184
集中治
療室 

超⾳波診断装置 

記録⽤紙、(18m x 10
ロール/セット) 

1 
4 セット 29,146 116,584 116,584

ゼリー (300g x 12 本/
箱) 

4 セット 29,146 116,584 116,584

除細動装置 

使い捨て電極セット 
(150 個/セット) 

1 

4 セット 6,383 25,532 25,532

コンタクトゲル (100g 
x 2 /セット) 

4 セット 
816 3,264 3,264

記録紙 (30m/10 ロー
ル) 

4 セット 
3,020 12,080 12,080

患者モニター 

⼤⼈⽤使い捨て⼼電図電
極 (60 個/箱) 

6 
20 セット 2,798 55,960 335,760

記録⽤紙(50mm x 
30m、100/箱) 

4 セット 2,915 11,660 69,960

輸液ポンプ 
輸液セット(100 本/パッ
ク) 

6 1 セット 5,829 5,829 34,974

シリンジポンプ 

シリンジ 10mL (100
個/パック) 

4 

4 セット 3,031 12,124 48,496

シリンジ 20mL (100
個/パック) 

4 セット 3,847 15,388 61,552

シリンジ 30mL (50 個
/パック) 

4 セット 4,080 16,320 65,280

シリンジ 50mL (50 個
/パック) 

4 セット 5,683 22,732 90,928

⼈⼯呼吸器 
呼吸器回路チューブセッ
ト(リユーザブル)

4 4 セット 75,780 303,120 1,212,480

移動式 X 線装置 
ドライフイルム 14ｘ17
インチ（100 枚/パッ
ク） 

1 8 セット 17,488 139,904 139,904

吸引器 

吸引瓶 3000ml（蓋付
き）フロート有り

6 

4 セット 13,990 55,960 335,760

吸引瓶 3000ml（蓋付
き）フロート無し

4 セット 13,116 52,464 314,784

吸引チューブ(アダプタ
ー付) 

4 セット 4,864 19,456 116,736

⽣理機
能検査 

超⾳波診断装置 

記録⽤紙、(18m x 10
ロール/セット) 

2 
4 セット 29,146 116,584 233,168

ゼリー (300g x 12 本/
箱) 

4 セット 29,146 116,584 233,168

⼼電計 
記録紙 (210mm x 
30m , 10 ロール/セッ
ト) 

1 8 セット 12,241 97,928 97,928
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部⾨名 機材名 消耗品名及び供給単位 数量
1 台あたりの
想定必要量

単価 
MMK

単価合計 
MMK 

総計 

ECG ペースト (70g×2
個/箱) 

8 セット 874 6,992 6,992

使い捨て電極(⼩児/成⼈
⽤)各 10 セット(100 個
x5/セット) 

4 セット 6,266 25,064 25,064

負荷⼼電計 

記録紙 (210mm x 
30m , 10 ロール/セッ
ト) 

1 

8 セット 12,241 97,928 97,928

ECG ペースト (70g×2
個/箱) 

8 セット 874 6,992 6,992

使い捨て電極(⼩児/成⼈
⽤)各 10 セット(100 個
x5/セット) 

4 セット 6,266 25,064 25,064

マンモグラフイユ
ニット 

校正⽤プレート 4 枚、圧
縮版プレート 1 枚

1 1 セット 1,837,986 1,837,986 1,837,986

内視鏡
ユニッ
ト 

気管⽀鏡 ⽣検鉗⼦ 5 本など 1 1 セット 827,093 827,093 827,093
上部消化器鏡 ⽣検鉗⼦ 5 本など 1 1 セット 827,093 827,093 827,093
結腸鏡 ⽣検鉗⼦ 5 本など 1 1 セット 827,093 827,093 827,093
⼗⼆指腸鏡 ⽣検鉗⼦ 5 本など １ 1 セット 827,093 827,093 827,093
⼗⼆指腸鏡⽤電気
メス 

使い捨て対極板(50 個/
セット) 

1 1 セット 29,146 29,146 29,146

合計 32,848,550 40,680,604

 

調達機材に係る年間消耗品購入費の合計は、表 3-37 のとおり算出される。 

表 3-38 調達機材に係る年間消耗品購入費(千 MMK／年) 

本プロジェクトで調達する機材 7,786 
既存施設から移設する機材 40,681 
合計 48,467 

(4,057 千円) 

 

なお、輸入品で構成されるこれら機材消耗品は、価格が概ね安定していることから物価上昇率は加

味しない。 

9) 医療機器維持管理費 

DGH の医療機器維持管理費は、本件で導入する CT スキャナー32 列/64 スライスの保守契約費

用及びその他医療機材の保守費が年間 1,200 千 MMK 必要となることから、以下の通りとなる。 

表 3-39 本計画で調達を計画している機材の医療機器維持管理費(千 MMK) 

機材名 数量 ⾦額（単価） 合計⾦額 
CT スキャナーの維持管理費 1 台           35,000           35,000
その他医療機材の維持管理費 1 式 1,194 1,194
合計          36,194

 

表 3-40 移設あるいは相手国側負担で調達を計画している機材の医療機器維持管理費(千 MMK) 

（部⾨名）機材名 数量 ⾦額（単価） 合計⾦額 
（臨床検査室）⽣化学⾃動分析装置 1 台 1,792 1,792
（ICU）⼈⼯呼吸器 4 台 1,015 4,060



 

3-61 

（⽣理機能検査）マンモグラフイユ
ニット 

1 台 1,194 1,194

(内視鏡部⾨)気管⽀鏡 1 台 776 776
上部消化器鏡 1 台 776 776
結腸鏡 1 台 776 776
⼗⼆指腸鏡 1 台 776 776
⼀般医療機器 1 式 3,584 3,584
合計             13,734

 

表 3-41 医療機器維持管理費（千 MMK/年） 

本プロジェクトで調達する機材 36,194 
既存施設から移設する機材 13,734 
合計 49,928 

(4,179 千円) 

(2) 本プロジェクト実施後の収支予測 

本プロジェクト対象施設の運用を開始する 2021 年における DGH 全体の運営・維持管理費は表 

3-41 のとおり算出される。 

表 3-42 2021 年の DGH 全体の運営・維持管理費の試算 (千 MMK／年) 

項⽬ 2016/17 2020/21 
DGH の既存施設の運営・維持管理費 1,514,329 1,908,055
本プロジェクト対象施設に係る運営・維持管理費 - 621,697

合計 1,514,329
(126,764 千円)

2,529,752 
(211,766 千円) 

 

DGH 全体の運営・維持管理費 2,529,752 千 MMK を賄うためには、2016/17 年の支出実績比で

年間増加率 13.6%20以上を維持する必要があるが、表 3-42 に示すとおり、DGH の近年 5 年間の支

出額の平均年間増加率は約 61%であり、2012 年からの 5 年間で約 3.6 倍の予算規模へと急増して

いることを勘案すると、予算確保可能な範囲と見込まれる。 

表 3-43 DGH の近年 5 年間の支出額(千 MMK) 

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
⽀出額 
(千 MMK) 

420,464 740,807 1,088,203 1,709,297 1,514,329

⽀出額円換算 
(千円)  

35,197 62,013 91,093 143,085 126,764

 

 

                                                  
20 4√(2,529,752/ 1,514,329)≒1.136 
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第4章 プロジェクトの評価 

4-1 事業実施のための前提条件 

DGH の敷地は国有地であり、公的病院用途に供することに支障がなく、プロジェクトサイトの確

保に大きな問題はないが、本プロジェクトの建設工事着工まで、DGH のその他の開発等に利用され

ないよう留意する必要がある。この他、「3-3 相手国側負担事業の概要」で既述のとおり、プロジェク

トサイト内の既存建屋等の解体とプロジェクトサイトの整地、建築許可・環境ライセンスの取得、プ

ロジェクトサイトまでの電力引込み、日本側協力対象外の医療機材・一般家具等の調達・据付、ソフ

トコンポーネント実施に伴う参加者の宿泊費等経費の負担、免税措置、銀行取極・支払授権書の発給

等がミャンマー国側によって遅滞なく実施されることが前提となる。これらに加え、本プロジェクト

対象施設の建設場所を詳細確認するため、本プロジェクトの詳細設計開始までに TICA 整備による

救急棟の建設着工が行われていることも必要となる。このため、保健スポーツ省が主管官庁として主

体性を持ち、TICA 側スケジュールと日本側スケジュールとの調整を図る必要がある。 

4-2 プロジェクト全体計画達成のために必要な相手方投入(負担)事項 

プロジェクトの効果を発現・維持するため、ミャンマー国側が実施すべき事項は以下のとおり。 

・新施設が稼働するために必要な医療機材の移設及び購入・設置 

・施設・機材の維持管理に必要となる消耗品・交換部品等の調達。 

・本プロジェクトで建設された施設と調達された機材の適正かつ効果的な利用と維持管理、また

これに必要な医療人材の確保。 

4-3 外部条件 

本プロジェクトの効果を発現・維持するためには、以下の外部条件が満たされる必要がある。 

・MoHS の保健医療サービス無料化に係る政策が今後も継続され、DGH において、本準備調査

時点と同等の費用負担で、患者が医療サービスを受けることができる。 

・本プロジェクトで想定している医療サービスの提供に必要とされる専門医を含む医療従事者

が育成され、州／地域総合病院に配置が可能となる。 

・TICA 支援の救急棟が計画通り完成する。 

4-4 プロジェクトの評価 

4-4-1 妥当性 

(1) プロジェクトの裨益対象 

タニンダーリ地域には 2 次病院がダウェイ県とミエイク県の 2 箇所にあり、DGH の医療サービス

圏は同地域北部である。したがって、本プロジェクトの裨益対象は、DGH が対象とするダウェイ県

全域およびミエイク県北部で、裨益対象人数は計 58.7 万人となる1。 

(2) 人間の安全保障への貢献 

本プロジェクトにより、地方医療の中核病院としての DGH の医療サービスが向上することによ

                                                  
1 ⼈⼝は 2014 Population and Housing Census, Department of Population, Ministry of Immigration and Population。DGH

のキャッチメントエリアはダウェイ県全域（⼈⼝ 49.4 万⼈）及びミエイク県の北部の Palaw 郡区（⼈⼝ 9.3 万⼈）。 
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り、貧困層や高齢者層等の社会的弱者によるサービス利用の増加が期待される。人間の安全保障の観

点から、Basic Human Needs の充足また民生の安定に資するプロジェクトである。 

(3) 長期保健計画の目標達成への貢献 

本プロジェクトは、MoHS の長期保健計画「ミャンマー保健ビジョン 2030」が目指す、「国民の健

康状態の向上」、「全ての国民への保健医療サービスの提供」、「保健医療人材育成」等の目標達成に資

するプロジェクトである。 

(4) 日本の援助政策・方針との整合性 

本プロジェクトは我が国の対ミャンマー連邦共和国経済協力方針（2012 年 4 月作成）の重点分野

の一つである、「国民の生活向上のための支援(医療・保健、防災、農業等を中心とした少数民族や貧

困層支援、農業開発、地域開発)」に合致する。また、日ミャンマー協力プログラム（2016 年 11 月）

の 9 本目の柱として「国民生活に直結する保健医療分野の改善」の中で地方の医療サービス改善が挙

げられており、本プロジェクトはこれら方針に合致する。 

4-4-2 有効性 

本プロジェクト実施により期待される効果は次のとおり。 

(1) 定量的効果 

準備調査時点での実施件数等の統計データがあり、本プロジェクトによる施設及び機材整備の効

果が確認しやすい指標、及びプロジェクトの効果を測る指標を表 4-1 のとおり定量的効果指標に設

定する。 

表 4-1 定量的効果指標と目標値 

指標 基準値（2016 年度） 
⽬標値（2024 年度） 
【事業完成 3 年後】

1. 年間 CT 撮影件数（件／年） 993 1,590
2. 年間 MRI 撮影件数（件／年） 基準値なし2 427
3. 年間⼿術件数（件／年） 4,354 5,878

 

なお、上記定量的指標の基準値及び目標値の算定根拠は以下の通りである。 

基準値 ⽬標値 
本事業の効果を測定するため、日本側が供与する CT を

用いて撮影した件数を目標値とする。なお、CT が 2 台

となった後は、既存 CT は主に入院患者の撮影に、日本

側が供与するCTは脳卒中や外傷などの救急患者の撮影

に用いるという使い分けを行う計画となっている。な

1) DGH の実績に鑑み、外傷患者の半数 に CT 撮影を行

うと想定すると以下のとおりの撮影件数となる。 

2024 年評価時点の外傷患者受け入れ人数：1,9383件  x 

50%4 = 969 件----------① 

                                                  
2 DGH は MRI を保有していないため、基準値なしである。 
3 Thematic report on population projections for the Union of Myanmar, states/regions, rural and urban areas, 2014-2050, 

Myanmar Population and Housing Census, 2014 によると、タニンダーリ地域の人口は 2015 年、2020 年、2025 年でそれぞれ

1,435 千人、1,498 千人、1,564 千人と見込まれる。従って 2016 年～2024 年までの人口増加率は以下のとおりと算出される。

(1,498+(1,564-1,498)*4/5) / (1,435+(1,498-1,435)/5)=1.07 2024 年の外傷患者受け入れ件数は、2016 年実績 1,812 件の人口増加

率分増加すると想定すると、1,812 x 1.07 = 1,938 件となる。 
4 CT 撮影のほとんどが外傷患者に対して行っていることを勘案すると、2016 年では CT 撮影枚数 993 枚は外傷患者数の 54.8％に

及ぶ。 
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基準値 ⽬標値 
お、参考値として載せている 993 件とは現在 DGH が保

有する 16 スライスで 2016 年に撮影した件数である。
2) ダウェイ総合病院の内科の疾病データによると2016

年は 479 人程度の脳卒中患者がダウェイ総合病院で治

療を受け、そのうち約 9 割にあたる 433 人が CT 検査を

受けた。2024 年における脳卒中患者の撮影件数は、当

地の人口増加率 を加味し、以下のとおり算出される。

479x1.445X0.9≒621 件----------② 

以上から本計画で供与する CT の 2024 年時点の想定撮

影件数は、①+②=1,590 件。

【2. 年間 MRI 撮影件数】 
現在 DGH には MRI は配備されておらず、基準値はなしであ
る。 

脳卒中患者に対してはまず CT 撮影が⾏われるが、脳梗塞の疑
いのある患者はそれを特定するために MRI の撮影も⾏う必要
がある。脳卒中患者への撮影件数は、 
・平⽇ 244 ⽇ｘ平均撮影件数 1.5 件＝366 件----------① 
・平⽇以外 121 ⽇（⼟⽇ 104 ⽇＋ミャンマーの祝⽇ 17 ⽇)ｘ
平均撮影件数 0.5 件（休⽇は救急患者中⼼の撮影となり、頭部・
脊椎がメインのため、平⽇の 3 分の 1）＝61 件----------②  
①+②＝427 件 

【3.年間⼿術件数】 
2016 年の⼿術数は、外科 1,676 件、産婦⼈科 1,334 件、整形
外科 489 件、⽿⿐咽喉科 63 件及び眼科 792 件、合計 4,354
件であった。 

病院全体での稼働病床数 370 床が 500 床に拡張され 1.35 倍
の受け⼊れが可能となることから、⼿術件数も同様に受け⼊れ
が拡⼤し、4,354 件ｘ1.35≒5,878 件となる想定する。 

 

(2) 定性的効果 

本プロジェクトによる期待される定性的効果は表 4‐2 のとおり。定性的効果発現の確認方法とし

ては、プロジェクト終了後に本プロジェクト対象施設で働く医療従事者及び患者とその家族へのア

ンケート調査等を想定する。回答者がプロジェクト実施前から実施後に亘って継続的に DGH に在籍

している場合は、プロジェクト実施前後の比較により回答を求める。プロジェクト実施後に赴任した

回答者の場合は、これまで在籍した同規模の病院との比較により回答を求める。 

表 4-2 定性的効果 

1．CT 室と⼿術室部⾨への迅速な搬送を含む、患者と医療従事者の動線の改善により、救急患者が効果的な処置を受
けられる。 

2．⼿術部⾨が整備されることにより、これまでより安全な環境での⼿術が可能となる。
3．施設建設及び医療機材の整備により、ダウェイ総合病院の診断能⼒が強化される。
4．施設建設及び医療機材の整備により、ダウェイ総合病院の臨床教育環境が改善される。
５. タニンダーリ地域の保健指標（妊産婦死亡率、5 歳未満児死亡率、乳幼児死亡率等）が改善傾向になる。 

 

                                                  
5 Thematic report on population projections for the Union of Myanmar, states/regions, rural and urban areas, 2014-2050, 

Myanmar Population and Housing Census, 2014 によると、タニンダーリ地域の 65 歳以上の人口は 2015 年、2024 年でそれぞ

れ 72 千人、104 千人である。従って人口増加率は、104/72=1.44 
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現地調査 1-1：2016年1月10日～同年2月6日(28日間)
担当 ⽒名 所属

団⻑ 菊地太郎
独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構 ⼈間開発部
保健第⼆グループ 保健第四チーム課⻑

協⼒企画 橋⽖亜希
独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構 ⼈間開発部
保健第⼆グループ 保健第四チームジュニア専⾨員

技術参与 ⼤原佳央⾥ 国⽴研究開発法⼈国⽴国際医療研究センター
総括/建築計画 望⽉裕明 株式会社⼭下設計
副総括/建築計画 ⿊⽥信吾 株式会社⼭下設計
建築設計①-a/⾃然条件調査 ⻄川浩平 株式会社⼭下設計
建築設計①-b ⻑岡嶺男 株式会社⼭下設計
建築設計② 沈斐佳 株式会社⼭下設計
構造設計① レイ・ナイン 株式会社⼭下設計
構造設計② ウイン・ミン・ウー 株式会社⼭下設計
設備計画/設備設計(機械設備)② ⻲⽥訓和 株式会社⼭下設計
設備計画/設備設計(電気設備)① アグリフォグリオ・アントニー 株式会社⼭下設計
施⼯計画/積算① 横⼭元晴 株式会社⼭下設計
機材計画/維持管理計画 浅沼靖⼦ ビンコーインターナショナル株式会社
調達計画/積算 萱野直樹 ビンコーインターナショナル株式会社
保健医療事情 興津暁⼦ ビンコーインターナショナル株式会社

現地調査 1-2：2016年2月22日～同年2月27日(6日間)
担当 ⽒名 所属

協⼒企画 橋⽖亜希
独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構 ⼈間開発部
保健第⼆グループ 保健第四チームジュニア専⾨員

技術参与 ⼤原佳央⾥ 国⽴研究開発法⼈国⽴国際医療研究センター
総括/建築計画 望⽉裕明 株式会社⼭下設計
建築設計①-a/⾃然条件調査 ⻄川浩平 株式会社⼭下設計
機材計画/維持管理計画 浅沼靖⼦ ビンコーインターナショナル株式会社

現地調査 2-1：2016年2月21日～同年3月19日(28日間)
担当 ⽒名 所属

総括/建築計画 望⽉裕明 株式会社⼭下設計
副総括/建築計画 ⿊⽥信吾 株式会社⼭下設計
建築設計①-a/⾃然条件調査 ⻄川浩平 株式会社⼭下設計
建築設計①-b ⻑岡嶺男 株式会社⼭下設計
建築設計② 沈斐佳 株式会社⼭下設計
構造設計① レイ・ナイン 株式会社⼭下設計
構造設計② ウイン・ミン・ウー 株式会社⼭下設計
設備計画/設備設計(機械設備)① 杉⼭彰⼀ 株式会社⼭下設計
設備計画/設備設計(電気設備)① アグリフォグリオ・アントニー 株式会社⼭下設計
設備計画/設備設計(電気設備)② ⽐連崎⽂彦 株式会社⼭下設計
施⼯計画/積算① 横⼭元晴 株式会社⼭下設計
施⼯計画/積算② ⼩林由佳 株式会社⼭下設計
機材計画/維持管理計画 浅沼靖⼦ ビンコーインターナショナル株式会社
調達計画/積算 萱野直樹 ビンコーインターナショナル株式会社
保健医療事情 興津暁⼦ ビンコーインターナショナル株式会社



現地調査 2-2：2017年3月31日～同年4月4日(5日間)
担当 ⽒名 所属

協⼒企画 岩井伸夫
独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構
ミャンマー事務所 次⻑

総括/建築計画 望⽉裕明 株式会社⼭下設計
建築設計①-a/⾃然条件調査 ⻄川浩平 株式会社⼭下設計
構造設計② ウイン・ミン・ウー 株式会社⼭下設計

現地調査 2-3：2017年6月11日～同年6月15日(5日間)
担当 ⽒名 所属

構造設計② ウイン・ミン・ウー 株式会社⼭下設計
保健医療事情 興津暁⼦ ビンコーインターナショナル株式会社

概略設計ドラフト説明（ダェイ総合病院）：2017年7月15日～同年7月22日(8日間)
担当 ⽒名 所属

団⻑ 菊地太郎
独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構 ⼈間開発部
保健第⼆グループ 保健第四チーム課⻑

協⼒企画 中村悦⼦
独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構 ⼈間開発部
保健第⼆グループ 保健第四チームジュニア専⾨員

総括/建築計画 望⽉裕明 株式会社⼭下設計
副総括/建築計画 ⿊⽥信吾 株式会社⼭下設計
構造設計② ウイン・ミン・ウー 株式会社⼭下設計
機材計画/維持管理計画 浅沼靖⼦ ビンコーインターナショナル株式会社



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 調査行程 

 

  





現地調査 1-1：2016年1月10日～同年2月6日(28日間)

総括/
建築計画

副総括/
建築計画

建築設計①-a/
⾃然条件調査

建築設計
①-b

建築設計
②

構造設計
①

構造設計
②

設備計画/
設備設計

(機械設備)
②

設備計画/
設備設計

(電気設備)
①

施⼯計画/
積算①

機材計画/
維持管理

計画

調達計画/
積算

保健医療
事情

望⽉裕明 ⿊⽥信吾 ⻄川浩平 ⻑岡嶺男 沈斐佳 レイ・ナイン
ウイン
・ミン
・ウー

⻲⽥訓和
アグリフォグリ

オ
・アントニー

横⼭元晴 浅沼靖⼦ 萱野直樹 興津暁⼦

1 1/10 ⽇
東京→

ヤンゴン
東京→

ヤンゴン
バガン→
ヤンゴン

2 1/11 ⽉
→ネピドー
保健省協議

→ネピドー
保健省協議

→ダウェイ
地域保健局表
敬、DGH表
敬・調査
・協議

→ダウェイ
地域保健局
表敬、DGH
表敬・調
査・協議

→ネピドー
保健省協議

→マグ
ウェイ

MgGH表
敬・調

査・協議

→ネピドー
保健省協議

→マグ
ウェイ

MgGH表
敬・調査・

協議

→ネピドー
保健省協議

3 1/12 ⽕
ネピドー

協議
→ヤンゴン

→マグ
ウェイ

MgGH調
査・協議

DGH調査
・協議

DGH調査・
協議

→マグ
ウェイ

MgGH調
査・協議

MgGH調
査・協

議、現地
業者聞取
り調査

→マグ
ウェイ

MgGH調
査・協議

MgGH調
査・協議

→マグ
ウェイ

MgGH調
査・協議

4 1/13 ⽔
→マグ
ウェイ

MgGH調
査・協議、
現地業者聞
取り調査

DGH調査・協
議、現地業者
聞取り調査

DGH調査・
協議、現地
業者聞取り

調査

MgGH調
査・協議、
現地業者聞
取り調査

MgGH調
査・協

議、現地
業者聞取
り調査

5 1/14 ⽊
DGH調査・協
議、関係省庁

調査

DGH調査・
協議、関係
省庁調査

マグウェイ
調査

MgGH調
査・協

議、関係
省庁調査

マグウェイ
調査

MgGH調
査・協議

マグウェイ
調査

6 1/15 ⾦
DGH調査・協
議、関係省庁

調査

DGH調査・
協議、関係
省庁調査

マグウェイ
協議

MgGH調
査・協

議、関係
省庁調査

マグウェイ
協議

MgGH調
査・協議

マグウェイ
協議

7 1/16 ⼟ DGH調査 DGH調査 →ヤンゴン
MgGH
調査

8 1/17 ⽇
東京→

ヤンゴン
団内協議
資料整理

団内協議
資料整理

→ダウェイ
団内協議
資料整理

9 1/18 ⽉
DGH調査・協
議、施設計画

DGH調査・
協議、施設

計画

ダウェイ
調査

MgGH調
査・協議

10 1/19 ⽕
DGH調査・協
議、施設計画

DGH調査・
協議

ダウェイ調査、
既存インフラ調
査、既存施設

調査

MgGH調
査・協議

ダウェイ
協議

→ヤンゴン

DGH調査・
協議

ダウェイ
協議

11 1/20 ⽔
DGH調査・協
議、施設計画

DGH調査・
協議

DGH調
査・協議

MgGH調
査・協議

→ネピドー
保健省ミ

ニッツ協議

DGH調査・
協議

DGH調
査・協議

12 1/21 ⽊
DGH調査・協
議、施設計画

DGH調査・
協議

MgGH調
査・協議

保健省ミ
ニッツ調印
→ヤンゴン

DGH調査・
協議

→ヤンゴン

DGH調
査・協議

13 1/22 ⾦
DGH調査・協
議、施設計画

→ヤンゴン
→

MgGH調
査・協議、
施設計画

DGH調査・
協議

MgGH調
査・協議

団内協議、
⼤使館報告

代理店調査
ヤンゴン→

DGH調
査・協議

14 1/23 ⼟ 東京着
→ダウェイ
DGH調査

→マグ
ウェイ

MgGH調査
DGH調査 東京着 MgGH調査 DGH調査

MgGH
調査

→ダウェイ
DGH調査

東京着 DGH調査

15 1/24 ⽇
団内協議
資料整理

団内協議
資料整理

団内協議
資料整理

団内協議
資料整理

ヤンゴン→
マグウェイ

団内協議
資料整理

団内協議
資料整理

団内協議
資料整理

16 1/25 ⽉
DGH調査・
協議、施設

計画

MgGH調
査・協議、
施設計画

DGH調査・協
議、施設計画

MgGH調
査・協議、
施設計画

MgGH調
査・協議

MgGH調
査・協議

DGH調査・
協議

DGH調
査・協議

17 1/26 ⽕
DGH調査・
協議、施設

計画

MgGH調
査・協議、
施設計画

DGH調査・協
議、施設計画

MgGH調
査・協議、
施設計画

MgGH調
査・協議

MgGH調
査・協議

DGH調査・
協議

DGH調
査・協議

18 1/27 ⽔
DGH協議

→ヤンゴン
MgGH協議
→ネピドー

DGH協議
→ヤンゴン

MgGH協議
→ネピドー

MgGH調
査・協議

DGH協議
→ヤンゴン

MgGH調
査・協議

DGH協議
→ヤンゴン

DGH協議
→ヤンゴン

19 1/28 ⽊

→ネピドー
保健省テク

ニカル
ノート

保健省テク
ニカル
ノート

→ネピドー
保健省テクニ
カルノート

保健省テク
ニカル
ノート

MgGH調
査・協議

→ネピドー
保健省テク

ニカル
ノート

MgGH調
査

→ヤン
ゴン

→ネピドー
保健省テク

ニカル
ノート

→ネピドー
保健省テク

ニカル
ノート

MgGH調査・協議

ダウェイ調査

DGH調査・協議

DGH調査・協議

DGH調査・協議

団内協議、⼤使館報告
ヤンゴン→

DGH調査・協議

DGH調査・協議

団内協議、資料整理

DGH調査・協議

保健省ミニッツ調印
→ヤンゴン

MgGH調査・協議、施設
計画

DGH調査・協議

→ダウェイ 団内協議、資料整理 団内協議、資料整理

ダウェイ協議
→ヤンゴン

MgGH調査・協議、施設
計画

→ネピドー
保健省ミニッツ協議

MgGH調査・協議、施設
計画

ダウェイ調査、既存インフラ
調査、既存施設調査

ダウェイ協議

→ダウェイ

ダウェイ調査
MgGH調査・協議、施設

計画
ダウェイ調査、既存インフラ

調査、既存施設調査

マグウェイ協議
ダウェイ調査、既存インフラ
調査、既存施設調査、関係省

庁調査

→ヤンゴン MgGH調査 ダウェイ調査 →ヤンゴン

MgGH調査・協議、

MgGH調査・協議
ダウェイ調査、

既存インフラ調査、
現地業者聞取り調査

MgGH調査・協議、現地
業者聞取り調査

ダウェイ調査、既存インフラ
調査、既存施設調査、関係省

庁調査

マグウェイ調査
MgGH調査・協議、関係

省庁調査

ダウェイ調査、既存インフラ
調査、既存施設調査、関係省

庁調査

官団員

東京→
ヤンゴン

東京→
ヤンゴン

→マグウェイ
MgGH表敬・調査・協議

→ダウェイ
RHD表敬、DGH表敬、既存

施設調査



総括/
建築計画

副総括/
建築計画

建築設計①-a/
⾃然条件調査

建築設計
①-b

建築設計
②

構造設計
①

構造設計
②

設備計画/
設備設計

(機械設備)
②

設備計画/
設備設計

(電気設備)
①

施⼯計画/
積算①

機材計画/
維持管理

計画

調達計画/
積算

保健医療
事情

望⽉裕明 ⿊⽥信吾 ⻄川浩平 ⻑岡嶺男 沈斐佳 レイ・ナイン
ウイン
・ミン
・ウー

⻲⽥訓和
アグリフォグリ

オ
・アントニー

横⼭元晴 浅沼靖⼦ 萱野直樹 興津暁⼦

官団員

20 1/29 ⾦

→ヤンゴン
ヤンゴン

調査
ヤンゴン→

MgGH調
査・協議

→ヤンゴン
ヤンゴン

調査

ヤンゴン
調査

→ヤンゴン
ヤンゴン

調査
ヤンゴン→

→ヤンゴン
ヤンゴン

調査
ヤンゴン→

21 1/30 ⼟ 東京着
MgGH調査
→ヤンゴン

ヤンゴン調
査

ヤンゴン
調査

東京着 東京着

22 1/31 ⽇ →ダウェイ 資料整理 資料整理

23 2/1 ⽉
DGH調査・

協議

ヤンゴン
調査

ヤンゴン
→

24 2/2 ⽕
DGH調査・

協議
東京着

25 2/3 ⽔
DGH調査・

協議

26 2/4 ⽊
DGH調査・

協議

27 2/5 ⾦
DGH調査

→ヤンゴン

28 2/6 ⼟ →バガン

現地調査 1-2：2016年2月22日～同年2月27日(6日間)

総括/
建築計画

建築設計①
-a/⾃然条

件調査

機材計画/維持
管理計画

望⽉裕明 ⻄川浩平 浅沼靖⼦

1 2/22 ⽉

2 2/23 ⽕

3 2/24 ⽔

4 2/25 ⽊

5 2/26 ⾦

6 2/27 ⼟

東京着 東京着

→ヤンゴン
ヤンゴン調査
ヤンゴン→

DGH調査
→ヤンゴン→

東京

東京→バンコク

TICA 協議、カンチャナブリ県パホル病院協議

団内協議
→ ネピドー

保健省協議

団内協議
→バンコク→

→ヤンゴン
ヤンゴン調査
→バンコク→

官団員



現地調査 2-1：2016年2月21日～同年3月19日(28日間)

総括/
建築計画

副総括/
建築計画

建築設計①-a/
⾃然条件調査

建築設計
①-b

建築設計
②

構造設計
①

構造設計
②

設備計画/
設備設計

(機械設備)
①

設備計画/
設備設計

(電気設備)
①

設備計画/
設備設計

(電気設備)
②

施⼯計画/
積算①

施⼯計画/
積算②

機材計画/
維持管理

計画

調達計画/
積算

保健医療
事情

望⽉裕明 ⿊⽥信吾 ⻄川浩平 ⻑岡嶺男 沈斐佳
レイ

・ナイン

ウイン
・ミン
・ウー

杉⼭彰⼀
アグリフォグリオ

・アントニー
⽐連崎⽂彦 横⼭元晴 ⼩林由佳 浅沼靖⼦ 萱野直樹 興津暁⼦

1 2/21 ⽇
東京→

ヤンゴン

2 2/22 ⽉

→マグ
ウェイ
MgGH
協議

→マグ
ウェイ

MgGH協議

3 2/23 ⽕
MgGH調
査・協議

4 2/24 ⽔
MgGH調
査・協議

MgGH調
査・協議

5 2/25 ⽊
MgGH調
査・協議

MgGH調
査・協議

6 2/26 ⾦
MgGH調
査・協議

MgGH調
査・協議

7 2/27 ⼟ MgGH調査 MgGH調査

8 2/28 ⽇
東京 →ヤ
ンゴン

東京 →ヤン
ゴン

団内協議
資料整理

団内協議
資料整理

福岡 →ヤ
ンゴン

9 2/29 ⽉
東京→

ヤンゴン

→マグ
ウェイ

MgGH調
査・協議

MgGH調
査・協議

MgGH調
査・協議

→マグ
ウェイ

MgGH調
査・協議

10 3/1 ⽕

ヤンゴン
調査

→マグ
ウェイ

MgGH調
査・協議

MgGH調
査・協議

11 3/2 ⽔
MgGH調
査・協議

MgGH調
査・協議

⾃然条件調
査位置確認

12 3/3 ⽊

MgGH調
査・協

議、官庁
協議

→ヤン
ゴン

MgGH調
査・協議、
関係省庁聞
取り調査

⾃然条件調
査位置確認

13 3/4 ⾦
MgGH調
査・協議

ヤンゴン
調査

ヤンゴン
→

MgGH調
査・協議

MgGH調査
敷地内イン
フラ、建物
内調査

MgGH調査
敷地内イン
フラ、建物

内調査

MgGH調
査・協議

14 3/5 ⼟
MgGH
調査

東京
MgGH
調査

MgGH調査 MgGH調査 MgGH調査
MgGH調査
→ヤンゴン

MgGH
調査

15 3/6 ⽇
東京→

ヤンゴン
団内協議
資料整理

東京→
ヤンゴン

団内協議
資料整理

MgGH調査
→ヤンゴン

MgGH
調査

→ヤン
ゴン

MgGH調査
→ヤンゴン

東京→
ヤンゴン

MgGH調査
→ヤンゴン

団内協議
資料整理

東京→
ヤンゴン

→ダウェイ
DGH 調査

MgGH
調査

→ヤン
ゴン

16 3/7 ⽉

→ダウ
ェイ

DGH 調
査・協議

MgGH調
査・協

議、施設
計画

→ダウェイ
DGH 調査

・協議

MgGH調
査・協

議、施設
計画

MgGH調
査・協議、
施設計画

→マグ
ウェイ

MgGH調
査・協議

DGH調査・
協議

→ダウ
ェイ

DGH調
査・協議

17 3/8 ⽕
DGH 調
査・協議

MgGH調
査・協

議、施設
計画

DGH 調査
・協議

MgGH調
査・協

議、施設
計画

DGH調
査・協議、
揚⽔試験

開始

DGH調
査・協

議、看護
学校協議

MgGH調
査・協議、
施設計画

MgGH調
査・協議

DGH調査・
協議

→ヤンゴン

DGH調
査・協

議、看護
学校協議

18 3/9 ⽔

DGH 調
査・協

議、関係
省庁聞取
り調査

MgGH調
査・協

議、施設
計画

DGH 調査・協
議、関係省庁
聞取り調査

MgGH調
査・協

議、施設
計画

DGH調
査・協議、
関係省庁聞
取り調査

DGH調
査・協議

MgGH調
査・協議、
施設計画

MgGH調
査・協議

現地代理店
調査

DGH調
査・協議

19 3/10 ⽊

DGH 調
査・協

議、施設
計画

MgGH調
査・協

議、施設
計画

DGH 調査・協
議、施設計画

施設計画
→ヤン
ゴン

DGH調
査・協議、
関係省庁聞
取り調査

DGH調
査・協議

MgGH調
査・協議、
施設計画

MgGH調
査・協議

現地代理店
調査

CMSD協議

DGH調
査・協議
→ヤン
ゴン

MgGH調査・協議

MgGH調査

団内協議
資料整理

MgGH調査・協議

→ダウェイ
DGH調査・協議

DGH調査・協議

DGH調査・協議、官庁協議

DGH調査・協議、官庁協議

MgGH調査

東京 →ヤンゴン

→マグウェイ
MgGH協議

MgGH調査・協議
現地施⼯業者聞き取り調査

MgGH調査・協議MgGH調査・協議

東京→
ヤンゴン

→マグウェイ
MgGH協議

MgGH調査・協議

→マグウェイ
MgGH調査・協議

MgGH調査・協議

MgGH調査・協議

MgGH調査・協議

MgGH調査・協議

MgGH調査・協議

MgGH調査・協議MgGH調査・協議

MgGH調査・協議、関係省庁聞取り調査



総括/
建築計画

副総括/
建築計画

建築設計①-a/
⾃然条件調査

建築設計
①-b

建築設計
②

構造設計
①

構造設計
②

設備計画/
設備設計

(機械設備)
①

設備計画/
設備設計

(電気設備)
①

設備計画/
設備設計

(電気設備)
②

施⼯計画/
積算①

施⼯計画/
積算②

機材計画/
維持管理

計画

調達計画/
積算

保健医療
事情

望⽉裕明 ⿊⽥信吾 ⻄川浩平 ⻑岡嶺男 沈斐佳
レイ

・ナイン

ウイン
・ミン
・ウー

杉⼭彰⼀
アグリフォグリオ

・アントニー
⽐連崎⽂彦 横⼭元晴 ⼩林由佳 浅沼靖⼦ 萱野直樹 興津暁⼦

20 3/11 ⾦

DGH 調
査・協

議、施設
計画

MgGH調
査・協

議、施設
計画

DGH 調査・協
議、施設計画

ヤンゴン
調査

→東京

DGH調
査・協議

DGH調
査・協議

MgGH調
査・協議、
施設計画

MgGH調
査・協議

現地代理店
調査

ヤンゴン→

ヤンゴン
調査

ヤンゴン
→

21 3/12 ⼟
DGH 調
査、施設

計画

MgGH調
査、施設

計画

DGH 調査、施
設計画

東京
DGH調査

→ヤンゴン
DGH調査

MgGH調
査、施設

計画

MgGH調
査・協議

→ヤンゴン
東京 福岡

22 3/13 ⽇

団内協議
資料整

理、施設
計画

団内協議
資料整

理、施設
計画

団内協議
資料整理、施

設計画
→バガン DGH調査

団内協議
資料整理、
施設計画

→ダウェイ
DGH調査

23 3/14 ⽉

DGH 調
査・協

議、施設
計画

MgGH調
査・協

議、施設
計画

DGH 調査・協
議、施設計画

DGH 調
査・協議

→ヤンゴン
DGH 調
査・協議

24 3/15 ⽕

DGH 調
査・協議
→ヤン
ゴン

MgGH
協議

→ネピ
ドー

DGH 調査
・協議

→ヤンゴン

DGH 調
査・協議
→ヤン
ゴン

ヤンゴン
調査

ヤンゴン→

DGH 調
査・協議

→ヤンゴン

25 3/16 ⽔

→ネピ
ドー

保健省テ
クニカル
ノート

保健省テ
クニカル
ノート

→ネピドー
保健省テクニ
カルノート

→ネピ
ドー

保健省テ
クニカル
ノート

東京

→ネピドー
保健省テク

ニカル
ノート

26 3/17 ⽊
団内協議
資料整理

団内協議
資料整理

27 3/18 ⾦
→ヤン
ゴン

→ヤンゴン
JICA報告
類似施設

視察
ヤンゴン→

28 3/19 ⼟ 東京

東京

DGH調査
→ヤンゴン→

東京

団内協議
資料整理

→ヤンゴン
JICA報告、類似施設視察

ヤンゴン→



現地調査 2-2：2017年3月31日～同年4月4日(5日間)

1 3/31 ⾦

2 4/1 ⼟

3 4/2 ⽇

4 4/3 ⽉

5 4/4 ⽕

現地調査 2-3：2017年6月11日～同年6月15日(5日間)

1 6/11 ⽇

2 6/12 ⽉

3 6/13 ⽕

4 6/14 ⽔

5 6/15 ⽊

概略設計ドラフト説明（ダウェイ総合病院）：2017年7月15日～同年7月22日(8日間)

1 7/15 ⼟

2 7/16 ⽇

3 7/17 ⽉

4 7/18 ⽕

5 7/19 ⽔

6 7/20 ⽊

7 7/21 ⾦

8 7/22 ⼟

→ヤンゴン
JICA事務所・⼤使館報告

→東京

ウイン・ミン・ウー興津暁⼦

官団員

構造設計
②

ウイン・ミン・ウー

機材計画/
維持管理計画

浅沼靖⼦

官団員

⿊⽥信吾望⽉裕明

総括/
建築計画

建築設計①-a/
⾃然条件調査

構造設計
②

ウイン・ミン・ウー⻄川浩平望⽉裕明

東京→
ヤンゴン

→ダウェイ
TICA協議

3者協議（MoHS, TICA, JICA)
→ヤンゴン

ヤンゴン調査

東京

ヤンゴン調査
→東京

東京→
ヤンゴン

ダウェイ調査

ダウェイ調査
→ヤンゴン

→ダウェイ
ダウェイ調査

構造設計
②

保健医療事情

東京

→ダウェイ
団内協議

ダウェイ調査
→ヤンゴン→東京

副総括/
建築計画

総括/
建築計画

東京→ヤンゴン
団内協議

保健省ミニッツ協議

→ネピドー
団内協議

DGH協議
→ヤンゴン

DGH協議

東京

→ヤンゴン
JICA事務所・⼤使館報告、ヤンゴン調査

→東京

東京

→ヤンゴン
JICA事務所・⼤使館報告

→東京

→ヤンゴン
JICA事務所・⼤使館

報告





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  関係者（面会者）リスト 

 

  





関係者（面談者）リスト

⽒  名 職  位
保健スポーツ省 医療サービス局 Dr.Myint Han 局⻑

Dr.Thida Kyu 副局⻑
Dr.Aung Win 副局⻑
Dr.Hlay Surp 副局⻑
Dr. Moe Khaing 部⻑
Dr.Than Naing Htut 部⻑補佐
Dr. Phet Mon Than 医療事務員

ダウェイ総合病院 Dr. Myo Thant 院⻑（2017〜）
Dr. Myint Myint Khine 院⻑（2012〜2016）
Dr. San San Thi 副院⻑
Dr. Su Su Khine 院⻑補佐

内科 Dr. Khin Soe New ジュニアコンサルタント
外科 Dr. Zaw Myint シニアコンサルタント

Dr. Aung Myat Min ジュニアコンサルタント
整形外科 Dr. Myo Si Thu ジュニアコンサルタント
⼩児科 Dr. Hniu Hniu Lui シニアコンサルタント
眼科 Dr. Min Than Naing Oo シニアコンサルタント
⽿⿐科 Dr. Moe Moe San ジュニアコンサルタント
⻭科 Dr. Pyone Cho シニアコンサルタント
⽪膚科 Dr. Zaw Min アシスタント
精神科 Dr. Nang Yu Yu Win ジュニアコンサルタント
産婦⼈科 Dr. Tin Aung シニアコンサルタント
病理検査 Dr. San San Win ジュニアコンサルタント
放射線科 Dr. Khin Win Phyu シニアコンサルタント
リハビリ科 Daw Thandar Aung 事務員

タイ国際開発協⼒機構 Ms. Sayan Kongkoey シニア開発協⼒局員
Ms. Pin Sridurongkatum 開発協⼒局員

ダウェイ消防局 U Khin Maung Yee 副局⻑
ダウェイ郡区開発委員会 U Aung Kyaw Myo 委員⻑補佐
電⼒会社 U Kyi Swe Lin 郡区技師
ダウェイ気象台 U Soe Paing 所⻑補佐

所  属





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 討議議事録（Ｍ／Ｄ） 

  





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 現地調査 1-1 

  





































 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 概略設計ドラフト説明 

  

















































































 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ソフトコンポーネント計画書 
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ダウェイ総合病院 

 

ミャンマー国「地域総合病院整備計画」 

ソフトコンポーネント計画書 

 

1． ソフトコンポーネントを計画する背景 

1-1 本計画の目的 

2014 年度から全国に導入された「公的医療施設で提供される保健医療サービス無料化」の影

響から、ダウェイ総合病院の平均外来患者数は 2013 年の 85.0 名/日に比べ 2015 年は 210.6 名/

日と約 2.5 倍、平均入院患者数も 194 名/日から 290.2名/日と同期間に約 1.5 倍に増加している1。

また、手術件数についても増加の一途を辿っており、2013 年の 2,723 件に比べ 2015 年度は 4,356

件と約 1.6 倍2となっている。 

現在のダウェイ総合病院は、外来、救急外来、画像診断、手術室、病棟等の施設は敷地内の

空いたスペースに建てられており、動線を考慮した計画的な配置とはなっていない。外来・救急外

来棟から画像診断部門（CT スキャン棟、放射線棟）及び手術室までの距離は遠く、患者や職員の

移動に大きな負担がかかっている。このような状況を踏まえ、病院敷地の中央及び南側に病院エ

リアを集約し、効率的な動線を確保する病院整備基本構想を病院側と確認した。本計画では、病

院の核となる外来・中央診療部門を整備し、救急部門と渡り廊下で接続することで一体的な病院

構成とする。 

本計画は、施設及び施設の稼動に必要な機材の整備を通じ、保健人材育成の環境や保健医

療サービスの質の向上に資する事を目的に実施されるものである。 

 

1-2 機材活用に係る現状と課題 

ダウェイ総合病院の医療機材維持管理は院内にいる医療機材管理責任者及び同チームある

いは保健・スポーツ省医療サービス局傘下の CMSD(Central Medical Stores Depot:中央医療管理

部、以下 CMSD と称す) が行うこととなっている。また、CMSD の医療機材保守に係る活動は医療

従事者による日常点検などの動作確認や機能不全報告に依存している。現場の医療従事者は

医療機材の機能不全が発生すると院長を経由し、まずは CMSD に修理依頼をすることとなってい

る。CMSD で修理対応不能な場合には、代理店に修理依頼を行うが、病院と代理店との間には保

守管理契約がないため、代理店の技師派遣が遅れ、結果として医療サービスの提供に支障をき

たしているのが現状である。機材引渡し時には機材が機能不全に陥った際にコンタクトする代理

店連絡先や無償保証期間について周知しているが、ソフトコンポーネント指導においても更なる維

持管理体制の強化が求められている。 

 

                                                  
1 ダウェイ総合病院「病院統計」より 

2 ダウェイ総合病院「病院統計」より 
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（1） 中央医療管理部（CMSD）及び院内の保守管理体制の現状 

 これまでダウェイ総合病院には医療機材維持管理のための要員は配置されておらず、機材保

守管理は、エンドユーザーである医師、看護師あるいはコメディカルに委ねられており、彼らが日

常点検など使用前の動作確認を行い、安全に使用できる機材か否かの確認及び管理を行ってい

る。併せて、人工呼吸器の呼吸回路のような交換部品、輸液セットなどの消耗品の管理も行って

いる。医療機材の機能不全については、院長室を通じて CMSD あるいは民間代理店に修理依頼

をしているのが実情であるが、病院と代理店との間に保守管理契約が締結されてないため、その

対応に時間を要しており、保健医療サービスの提供に支障を来たしている。また、病院運営管理

責任者は、高度保守管理が求められる医療機材の保守管理契約締結の必要性は認識している

ものの、保守管理契約の業務範囲や必要条件の設定などの知識を十分に有していない。 

2016 年 7 月に入手した情報によると、ダウェイ総合病院には新たに 2 名のエンジニア（夫々土

木、電気の専門）が保健・スポーツ省から配属され、施設及び機材の保守管理業務にあたってい

る。彼らは工学系の大学を卒業して間もなく、基本的な電気工学の知識は有するものの実践経験

はない。今後、保健・スポーツ省としてもメディカルエンジニアを育成する研修などの機会を検討し

ており、全国 200 床以上の病院を対象に 40 名を輩出することを目指している。 

CMSD はチーフエンジニアを中心に、アシスタントエンジニア、電気工などを含め、計 6 名が在

籍している。ミャンマー国の医療機材保守は、ダウェイ総合病院など地方病院を含め、CMSD が

中心となって保守を実践してきている。CMSD では、各病院の医療機材の稼働状況をヤンゴンに

おいて閲覧するための医療機材の稼働状況一元管理ツールがないため、病院からの修理依頼

が来るまでは行動を起こす事が出来ない状況にある。2012 年以前は、トップレファラル病院であっ

ても、比較的取り扱いが容易な医療機材しか保有してこなかった。このため、CMSD の技術レベル

は、酸素濃縮器、酸素中央配管、高圧蒸気滅菌器、吸引器など基本的な医療機材に関する軽微

な機能不全にしか対応できない状況である。2012 年以降、保健・スポーツ省が医療機材の大規

模調達を実施しており、ダウェイ総合病院のような州病院レベルでも CT スキャナーなど大型画像

診断装置の導入が進んでいる。これら最先端の医療機材の製造国における当該医療機材メーカ

ーは、各メーカー本部所在国における製造物責任法（PL 法）3に対応するため、自社の訓練を受

けた技術者（以下、「有資格技術者」と称す）だけが機材の点検・修理等の保守を行うことができる

としていることがほとんどである。しかしながら、CMSD にはこの有資格技術者はおらず、深刻な

機能不全への対応や定期点検の実施をすることが出来ない。 

今後、CMSD は医療機材の「調達や保守管理業務を一括して実施する医療サービス局の総括

部署」として、各病院の医療機材管理責任者と連携しながら、機材の稼動・不稼動状況の一元管

理の強化を図り、機能不全が多く修理金額が嵩む機材の更新計画を立案し、機材を長く良い状

態で使用することが求められている。併せて、個々の病院の機材の稼働状況を遠隔でも確認する

機材管理データベースを閲覧することにより、積極的な予防メンテナンス活動を行うことが可能と

                                                  
3 現在のところミャンマー国には PL 法は存在しない。ミャンマーFDA により医療機器の輸入登録の義務化を開始したばかりである。日本国内あるいは第三国

の医療機器製品については仕向け地を問わず当該医療機器が訓練を受けた技術者により点検・修理されることを必須としている。 
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なる。更に、病院運営管理責任者は、代理店との保守管理契約締結のための業務範囲の設定、

必要条件の設定などの知識を強化する必要がある。 

 

（2） メーカー代理店の保守管理に係る現状 

 ダウェイ総合病院へのサービスは、メーカーが代理店契約を締結しているヤンゴン所在の代理

店が実施している。代理店の技術者は、メーカー本社あるいはシンガポール、タイなど隣国の代

理店でトレーニングを受けた有資格者であるため、ある程度の機能不全には修理対応が可能で

ある。なお、ダウェイ総合病院へはヤンゴンの代理店が保守サービスを提供することとなっている。

機材整備後 1 年間は無償保証期間となるが、その間に機能不全に陥った機材があれば代理店が

無償で修理対応をすることとなっている。なお、無償保証期間が満了となる前に、本ソフトコンポー

ネント講師と各機器担当者は機材が正常に稼動するか否かを確認、正常に稼動しない機材があ

る場合には保証期間中に無償で修理を受け、機材が正常に稼動する状態とする。本件で調達を

予定しているコンピューター断層診断装置（CT）については計 3 年間の保守サービスをつけること

としており、その間に一回放射線管球の交換や定期点検を行うこととしている。しかしながら、ダウ

ェイ総合病院をはじめとする公的医療施設は代理店と年間保守管理契約4を締結していないこと

から、機能不全が発生した際にその都度オンコールで修理依頼をしているが、繁忙期には代理店

が契約を締結している民間病院などの修理対応を優先する場合もある。 

 年間保守契約の中には、機材定期点検も含まれる。定期点検を受けている機材は、交換部品

の交換が適切に行われ、代理店も個別の機材の状況を十分に把握できているため、機能不全が

生じにくいか、生じたとしてもその修理が容易である。ダウェイ総合病院の機材は保守契約を締結

していないことから、定期点検も受けておらず、機能不全がより深刻化することもある。 

 このような状況を改善するためには、病院は臨床科ごとに優先的に保守管理契約を締結すべき

機材を選択し、これら維持管理に係る予算を集計・計上し、代理店との間に保守管理契約を締結

できるように準備をする必要がある。 

 

（3） 調達医療機材活用に係る現状 

 ダウェイ総合病院の医療従事者は、個人により能力に違いはあるものの既存機材に対する操

作・活用の知識を一定程度保有しており、個別機材を活用した臨床活動を実践している。 

 したがって、操作は問題なく行うことができるものの、機材の経年劣化による不調を毎日の日常

点検の実施を通じて事前に把握し、予防措置を取るといった予防メンテナンスは十分でないのが

実情である。現在、各臨床科の病棟、手術室及び画像診断部門などでは機材の日常点検を目視

などを通じて実施しているものの、決まった帳票に記録をつけるなどの作業は行っていない。この

為、人によって点検項目が変わる、点検の方法が変わる等統一された適切な点検が実施されて

いない。また、次のシフトの看護師に機材の状態を申し送りするのも口頭のみとなっており、正確

                                                  
4 医療機材の保守管理契約は病院が保健・スポーツ省に予算申請し、メーカー代理店と締結する。契約形態は、周期交換部品費を含む包括的保守管理契

約と、修理サービスのみの年間保守管理契約の 2 種類がある。 
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に伝えることが困難な状況となっている。定期点検についても、上述のように、代理店の有資格者

による点検を定期的に受ける体制にないため、適切な時期に必要な周期交換部品の交換が行わ

れないなど、代理店を通じた予防メンテナンス活動が十分に出来ていない。 

 無償資金協力事業で調達される医療機材は、調達業者またはメーカーによる初期操作指導が

行われるが、供給業者が機材引渡し時に行う初期操作指導では一つの機種に対して、一回の研

修を 20 分から最大で 60 分程度しか実施せず、内容も操作指導が大半を占めているため、全ての

エンドユーザーが日常点検方法、トラブルシューティング方法を詳細に身につけることは困難であ

る。今後、調達医療機材を長く良い状態で使用していくためには、供給業者による初期操作指導

の範囲内ではカバーしきれない日常点検、トラブルシューティング及び定期点検など予防メンテナ

ンス活動の強化を行うことが必須となっている。現在ダウェイ総合病院の画像診断部には、画像

診断医 1 名とコメディカル（放射線技師）3 名が配置されており、CT スキャナーについては 2015 年

に導入された 16 スライスの画像構築、読影を行うことはできる。このため、マルチスライス CT スキ

ャナーについての基礎は身に着けている。しかしながら、計画機材の中には MRI オープンタイプ

（0.35～0.4 テスラ）や CT32 列 64 スライスなど新たな機種が含まれていることから、調達業者によ

る初期操作指導に加え、ソフトコンポーネントの一環としてコンサルタントを中心とした臨床放射線

技師による画像構築など運営指導、保守・キャリブレーション方法などの指導を行う計画とした。 

 

（4） 機材活用に係る課題分析 

 前項（1）～（3）を踏まえ、本計画を円滑に立ち上げ、調達機材の持続可能性を確保するに際し、

以下 4 点の課題が挙げられる。 

 

① CMSD の担当職員及び病院運営管理責任者（院長、副院長）が機材の稼動状況を管理

できていないため、個別機材の故障状況の把握に時間がかかっている。 

② 病院及び保守管理を担当する CMSD が保守管理契約締結のために必要な知識を有し

ていないこと、院内で保守管理契約を締結するための予算化ができていないため、適切

な保守管理契約が締結できておらず、機材の機能不全による医療サービスの中断が生

じている。 

③ 日常点検、定期点検などの予防メンテナンス活動が定まった方法で実施されていないた

め、機能不全が深刻化し、また、耐用年数も短くなる傾向にある。 

④ MRI 永久磁石タイプや 32 列 64 スライスの CT スキャナーの画像構築方法については使

用実績がないため、部位ごとの画像構築方法指導、保守・キャリブレーション方法などの

習得が必要な状況である。また、放射線透視撮影装置と内視鏡を用いた消化器系検査

（例：ERCP: 内視鏡的逆行性胆管膵管造影）や小児の尿量計測への応用使用法の紹介

により、機器活用頻度の向上が見込まれる。 
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2. ソフトコンポーネントの目標 

 ダウェイ総合病院で調達する医療機材に対し、病院長が任命した医療機材管理責任者及び維

持管理チームが中心となり機材管理データベースを作成し、機材の稼動・不稼動状況が一元管

理され、個別機材が管理できる状況を作ることは協力効果の維持にとって重要である。また、一

定の質を確保した医療サービスを安定的に供給するためには日常点検・定期点検の実施など、

予防メンテナンス活動が不可欠である。更に、整備する MRI や CT スキャナーについては業者の

初期操作指導に加え、コンサルタントの指導による部位ごとの診断用画像構築技能の習得、保

守・キャリブレーション方法の習得を目指す。最終的には、臨床上の重要度に応じ保守管理契約

が締結及び活用され、機材の故障時間が減少し、継続的な医療サービス提供を可能とする必要

がある。加えて、ダウェイ総合病院の画像診断部門の画像診断医及びコメディカルを対象とした

画像構築方法の指導を通じて、当該医療スタッフが整備機材を使用して疾患別に必要となる画像

を得ることができるようになり、医師による精度の高い診断ができるようになることを目標とする。 

また、CMSDはダウェイ総合病院など地方病院の医療機材管理責任者が実施するメンテナンス

活動をオンコールでサポートし管理することから、地方病院が実施するそれらの活動（とくに方法

や体制）について理解を深め、CMSD として計画に則った円滑で効率的なメンテナンス活動を管理

できるようになることを目標とする。 

 

3. ソフトコンポーネントの成果 

3.1 医療機材管理責任者とそのチーム及び CMSD、院長など病院運営管理責任者が機材の予

算計画を策定し、機材の管理データベースに記された機材の稼動、不稼動状況を閲覧あるいは

管理し、機能不全頻度の高い機材の更新計画を進めることが可能となる。 

3.2 保守契約の種類、契約内容、必要条件について、病院側の知識が向上し、最終的には優先

度の高い医療機材の保守管理契約が締結される。また、締結された保守管理契約が適切に活用

され、機材ごとの定期点検や機能不全発生時の対応がなされる。 

3.3 エンドユーザーによる日常点検、代理店のエンジニアによる定期点検などの予防メンテナン

ス活動の実施を通じ、機材がより安全な状態で長期間使用可能となる。 

3.4 医療機材維持管理に関わる各人の職務分掌（病院運営管理責任者、医療機材管理責任者

と同チーム、CMSD のダウェイ担当職員、エンドユーザーなど）が明確になり、機材の機能不全が

早期に発見され、早期に修理される。 

3.5 整備する MRI 及び CT スキャナーについて、診断に必要な画像構築、保守、キャリブレーショ

ン方法などの技術が習得され、これらの機材が有効活用される。 

 

4. 成果達成確認方法 

 成果達成度は以下の方法で確認するものとする。 
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表 1 成果達成度の確認方法 

成果達成度の確認方法 「ソフトコンポーネントの成
果」で該当する項目 

（1）技能習熟度にかかる筆記試験  3.1、3.2、3.3 
（2）調達機材管理データベースの運用（更新）状況 3.1 
（3）交換部品、消耗品の調達計画書（発注先リスト含む） 3.1 
（4）代理店との年間保守契約の締結状況（定期点検含む） 3.2 
（5）機材長期予算計画（年間保守費の予算計画、申請状況） 3.1、3.2 
（6）機器ごとの日常点検表の作成と使用状況 3.3 
（7）機能不全発生時修理フロー 3.4 
（8）医療機材維持管理マニュアルの策定、内容周知度 3.4 
（9）画像診断機器撮影枚数集計結果 3.5 
（10）撮影部位ごとの画像構築状況＊ 3.5 
＊部位ごとの構築画像については、引渡し直後の確認が困難なことから、最終第三回目のソフト
コンポーネント実施時に入手予定である。 

 

5．ソフトコンポーネントの活動〔投入計画〕 

本ソフトコンポーネントにおける活動計画は、3 回のセッションに分けて実施する。なお、3 回

に分けて実施する理由は、主に下記 3 点である。 

① 医療従事者は機材を実際の臨床で使用してからでないと維持管理方法の不明点が明

確にならない。MRI や CT スキャナーについても、実際に様々な症例の患者の画像を構

築・実践しないと、疑問点が整理できない。 

② 習得した予防メンテナンス活動用の帳票（例：日常点検票）などは実際に使用を開始し

てみないと運用上の疑問点が明確にならない。MRI や CT スキャナーについても、一定

期間使用後にキャリブレーションを行う必要があるため、間隔を置いたトレーニングが有

効である。 

③ 保守管理契約締結交渉は無償保証期間失効前に行われるため、時期を併せた指導が

望ましい。また、機材の使用頻度を見てから使用実績に適した契約内容を選択すること

が望ましい。 

本ソフトコンポーネントの対象者は、ダウェイ総合病院では病院運営管理責任者（院長、副院

長）、整備対象機材のエンドユーザー（医師、看護師、コメディカル）、医療機材管理責任者及び同

チームとする。また、同病院の保守サービス（とくに修理）を行う組織である CMSD の技術者も対

象とする。なお、医療従事者は交代制で勤務しているため、夫々のシフトの医療従事者が満遍な

くトレーニングを受講できるようなシフト調整を病院側に依頼する。実施場所はダウェイ総合病院

とする。 

なお、ダウェイ総合病院での実践内容を画像もしくは動画として編集し、この内容が CMSD 本部

にも一定の知見・技術として定着しうるよう、配慮する。整備される機材はマグウェイ総合病院とダ

ウェイ総合病院とで一部異なるが、マグウェイ総合病院で作成した成果品はダウェイ総合病院で

も応用可能なことから、それぞれのソフトコンポーネント成果品を共有し、活用を促す。 

 下表に、ソフトコンポーネント指導対象機材、指導対象者及び活動計画を示した。 
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表 2 ソフトコンポーネント対象機材 

特定医療保守管理機器クラス I 以上の医療機材、及び大型画像診断機器を対象とする。各科の

指導対象機材は以下の通り。 

機材名 数量
外
来 

画
像

診
断 

手
術室 

滅
菌

部
門 

無影灯 A 4     4   

無影灯 B 2     2   

コンピューター断層診断装置（CT) 1   1     

歯科ユニット 2 2       

耳鼻科ユニット 1 1       

X 線透視撮影装置 1   1     

一般 X 線撮影装置 1   1     

高圧蒸気滅菌器（600L) 1       1 

高圧蒸気滅菌器（460L） 1       1 

磁気共鳴診断装置（MRI） 1   1     

 

表 3 ソフトコンポーネント参加対象者 

所属 役職 人数 活動内容 

ダウェイ総

合病院 

病院運営管理責任者

（院長副院長） 
各 1 名 

・機材管理活動プランの説明 

・整備機材の紹介 

・機材の維持管理の重要性についての説明 

画像診断医 

放射線技師 
2 名 

・適切な撮影方法の実習指導 

・画像構築方法の実習指導 

・保守・較正方法の実習指導 

医療機材 

管理責任者とそのチ

ーム 

3 名 

・機材定期点検（半年ごと）の管理方法指導 

・機材の生涯維持管理、更新方法指導 

・消耗品の長期調達方法指導 

・機材管理台帳のアップデート方法指導 

・機材故障時の対応についての指導 

エンドユーザー（医師・

看護師） 

各部門

から 5 名

～10 名

・医療機器の有効性・品質・安全性についての

指導 

・医療機器使用時、始業点検・終業点検のポイ

ント認識、運用方法指導 
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所属 役職 人数 活動内容 

・整備機材の説明 

CMSD の

ダウェイ担

当職員 

エンジニア、電気テク

ニンシャン 
最低 2 名

・データベースの作成と管理方法指導 

・日常点検、定期点検方法指導 

・消耗品購入計画立案方法指導 

・MRI/CT のオペレーション運用指導 など 

 

表 4 ソフトコンポーネント活動（投入計画） 

セッション 成果 投入内容 
主な対象 

実施時期 
病院 CMSD 

第 1 

セッション 

3.1 医療機材管理責任者と同チーム及

び各臨床科による機材管理データ

ベースの作成と管理方法 

○ ○ 

機材据付の 2

週間前から開

始 

*CMSD は機

材管理データ

ベースによる

管 理 方 法 の

み指導（情報

共有） 

個別機材の管理帳票（調達年、メ

ーカー、モデル名、機能不全履歴

記録：稼動・不稼動時間、活用実

績、定期点検記録）作成 

○  

3.2 

3.3 

日常点検のポイント、日常点検帳

票の運用方法指導 
○ ○ 

個別機材の活用方法指導（臨床的

に活用できる事例の紹介） 
○  

保守管理契約の種類、必要条件

（内容）、金額設定などの指導 

保守内容の予算や機器の使用頻

度、サービス利用状況に応じた絞

り込み協議 

○ ○ 

機材ごとの定期点検実施回数と内

容 
○ ○ 

機材ごとの周期交換部品、消耗品

購入計画立案方法指導、発注先リ

ストの作成、機材長期予算計画の

作成方法指導、予算案の作成 

マネジメント側の機材の年間維持

管理費の申請支援 

保健省からの予算執行後、策定し

た調達計画書に基づいた消耗品・

交換部品の調達の実施、機材維持

管理、稼働の確保 

○ ○ 
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セッション 成果 投入内容 
主な対象 

実施時期 
病院 CMSD 

3.5 MRI/CT オペレーション運用指導

（部位別画像構築方法） 

MRI 予防的保守管理及び安全管

理 

CT 予防的保守管理 

症例画像の紹介、部位ごとの撮影

画像の分析手法 

X 線透視撮影装置を用いた消化管

検査・尿量計測の指導 

○ ○ 

第 2 

セッション 

3.1 

3.2 

3.3 

第 1 セッションで作成、整備した各

種帳票を用いての実施研修（シ

ュミレーション）及び課題の抽出、

改善方法の指導 

○  

機 材 据 付 完

了約 6 ヵ月後

に実施 
3.5  MRI,CT の運用指導、予防的保守

管理と安全管理についての復習 

X 線透視撮影装置の使用方法の

復習 

○ ○ 

第 3 

セッション 

3.2 

3.3 
機材長期予算計画の作成方法指

導、予算案の作成 

マネジメント側の機材の年間維持

管理費の申請支援 

保健省からの予算執行後、策定し

た調達計画書に基づいた消耗品・

交換部品の調達の実施、機材維持

管理、稼働の確保 

○ ○  

 3.4 

 

各種帳票を用いて実施されている

維持管理方法をレビュー、課題の

抽出、改善方法の指導 

管理台帳を用いた消耗品・交換部

品等の調達計画策定のための指

導 

○ ○ 

機 材 据 付 完

了約 11 ヵ月

後（製造保証

期限終了の１

ヵ月前）に実

施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機材保守に関する CMSD も含

めた各人の職務分掌の明確化（分

掌の医療機材維持管理マニュアル

への記載・関係者への共有）、職務

分掌に基づく医療機材保守の実践

○ ○ 

保証期間内の修理対応への助言

と保守管理契約の促進と助言 
○ ○ 

保守内容の再絞り込み・締結支援 

内容に応じた金額の妥当性評価 
○ ○ 

医療機材維持管理マニュアルの策

定 

無償保証期間中、保証期間外の機

○ ○ 
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セッション 成果 投入内容 
主な対象 

実施時期 
病院 CMSD 

能不全発生時の対応方法の違い

の周知 

加えて、現在の CMSD の役割の一つとして、医療機材の調達及び各医療施設への納入がある。

CMSD では交換部品及び消耗品を機材本体と同時に納入するが、各病院の消耗品等の使用状

況、在庫状況が把握できておらず、各病院による交換部品及び消耗品の適切な購入、管理計画

が立てられていない。このため、CMSD は調達時の各機材の交換部品及び消耗品の値段、購入

先を病院側に伝え、予算計画が立てられるようにする責務がある。CMSD には機材の維持管理全

体のプロセスを理解し、システムを構築し、管理することが期待されているため、成果 3.1 から 3.4

にかかる指導を特にダウェイを管轄している CMSD 職員に対して行うことは重要である。 

 

6. ソフトコンポーネント講師 

ミャンマーではバイオメディカルエンジニアの国家試験制度はなく、上記投入内容を円滑に実施

できるような現地リソースを任命・活用することは困難である。このため、ソフトコンポーネント講師

としては医療機材の安全な使用と維持管理方法について包括的な知識、実務経験、マネジメント

経験を有する人材を本邦から派遣し、日本の医療現場で実践されている医療機材維持管理の方

法を土台に指導する。また、ソフトコンポーネントの効果をより高め、将来的に投入の成果の定着、

継続を図るためには、対象者や対象病院の現状について把握し、教育内容・教材に随時反映す

ることが肝要である。派遣要員としては、以下を計画する。 

 院内機材維持管理指導 （1 名）： 

医療機材の保守管理及び途上国の医療現場での業務従事経験を有する者 

 指導補助・研修監理（1 名）： 

ソフコン教材の作成、参加者の名簿作成等のロジ、ソフコン実施中の教材の改良や新たな教

材作成（とくに動画・画像の編集作業）が可能な者 

 放射線技師（1 名） 

 

 なお、現地の医療従事者は医師を除き、英語の理解力が乏しいことから、研修効果を向上させ

るために英語⇒ミャンマー語の通訳を雇用する計画とする。 

 

7. ソフトコンポーネントの実施工程 

第 1 セッションは機材据付の 2 週間前から開始、約 1.0 ヵ月（現地作業）を要する。第 2 セッショ

ンは機材据付完了約 6 ヵ月後から開始、約 0.77 ヵ月（現地作業）を要する。第 3 セッションは機材

据付完了約 11 ヵ月後から開始、約 0.7 ヵ月（現地作業）を要する。ソフトコンポーネントの開始から

完了まで約 13.7 カ月を要す。 
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8. ソフトコンポーネントの成果品 

 ソフトコンポーネント実施の成果品として、以下を提出する。 

成果達成度の確認方法 

（1）技能習熟度にかかる筆記試験の結果 

（2）定期フォーマットを用いた日常点検実施状況 

（3）機材管理データベースの運用（更新）状況 

（4）周期交換部品、消耗品の調達計画書 

（5）部品・消耗品の発注先管理リスト 

（6）部品・消耗品の発注履歴 

（7）代理店との年間保守契約の締結書（案）（定期点検を含む） 

（8）指導に用いたプレゼンテーション資料、動画 

（9）医療機材維持管理マニュアル（各人の職務分掌記載） 

（10）MRI 及び CT の部位ごとの画像構築方法、保守指導のテキスト 

（11）画像診断機器撮影枚数集計表（引渡しから 1 年間） 

（12）機材長期予算計画（案） 

（13）個別機材の管理帳票運用状況 

 

 なお、病院が保健・スポーツ省に提出する年間保守費については、（4）と（5）の提出があれば内

容を網羅することが出来ると考える。網羅できない内容の場合には、別途提出を依頼する。 

 

9. ソフトコンポーネントの概算事業費 

 全体概算事業費額：18,808 千円 

（詳細は添付ソフトコンポーネントの概算事業費内訳表参照） 

10. 相手国実施機関の責務 

月数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
機器製作図確認・照合

機材製造

調達 出荷前検査・船積み前照合検査照合

監理 海上輸送

通関手続き・内陸輸送

据付・調整・初期操作指導

検査・検収、完工証明取り付け

第1セッション 第2セッション 第3セッション

準備 報告書作成 準備 報告書作成 準備 報告書作成

国内業務 現地業務

ソフトコンポーネント計画業務実施工程表

ソフトコ
ンポーネ

ント

（計9.0ヵ月）

（計13.7ヵ月）
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 10-1 本ソフトコンポーネント実施にかかる相手国責務 

· ダウェイ総合病院は、研修受講者となる医師、看護師、コメディカル（ラボテクニシャン、放射

線技師）、医療機材管理責任者及び同チームなどが研修に出席できるよう、シフト等の勤務

時間調整を行う必要がある。 

· 指導内容を一貫して把握、理解し、CMSD 内での定着を図るためには、少なくともダウェイを

管轄する 2 名は全セッションに参加することが望まれる。 

 

 10-2 医療機材維持管理にかかる相手国責務 

本ソフトコンポーネントで実践指導された内容をダウェイ総合病院が実践するためには、年

間保守管理契約費や消耗品・交換部品などの保守費・ランニングコストを確実に手当する必

要がある。また、保健・スポーツ省は本無償資金協力事業で建設された施設が開院するまで

に、病院専任の医療機材保守管理技術者を任命、配置する必要がある。 

 

添付資料 1. ソフトコンポーネント実施日程 

添付資料 2. ソフトコンポーネントの概算事業費内訳 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 参考資料 

 





参考資料

番号 資料の名称 オリジナル、コピーの別 発⾏

1 Organization set-up of 500-Beds Hospitals ソフトコピー 保健省、保健医療サービス局

2 Annual Hospital Statistics Report 2012-13 ソフトコピー 保健省、保健医療サービス局

3 200 bedded equipment list ソフトコピー 保健省、保健医療サービス局

4 Medical Education System in Myanmar ソフトコピー JICA医学教育強化プロジェクト

5 Hospital Profile, DGH ソフトコピー ダウェイ総合病院

6 5 leading cause diseases of each ward 2012-1023 ソフトコピー ダウェイ総合病院

7 DGH ENT morbidity ソフトコピー ダウェイ総合病院

8 Number of referral patients in and out (DGH) ソフトコピー ダウェイ総合病院

9
The number of major and minor operations in 2015
by department

ソフトコピー ダウェイ総合病院

10 List of request equipment コピー ダウェイ総合病院

11 Annual Budget from 2011-12 to 2015-16 コピー ダウェイ総合病院
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7－4 機材配備表 ダウェイ総合病院 

 

機
材
番
号 

機材名 
合計
数量

外
来
部
門 

画
像
診
断
部
門 

手
術
部
門 

1 無影灯 Ａ（2 灯式、メジャー⼿術室⽤） 4     4 

2 無影灯 Ｂ（1 灯式、マイナー⼿術室⽤） 2     2 

3 コンピューター断層診断装置（CT） 1   1   

4 ⻭科ユニット 2 2     

5 ⽿⿐科ユニット 1 1     

6 X 線透視撮影装置 1   1   

7 ⼀般 X 線撮影装置 1   1   

8 ⼿術室⽤⼿洗い装置 3     3 

9 ⾼圧蒸気滅菌器 L 1     1 

10 ⾼圧蒸気滅菌器 M 1     1 

11 磁気共鳴画像診断装置（MRI） 1   1   

12 保温庫 1     1 

13 シャウカステン 1 枚掛け 10 10     

14 シャウカステン 2 枚掛け 4     4 
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